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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 61000-4-20:2014
は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 61000 規格群（電磁両立性）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 61000-3-2 第 3-2 部：限度値－高調波電流発生限度値（1 相当たりの入力電流が 20 A 以下の機

器） 

JIS C 61000-3-100 第 3-100 部：限度値－2 kHz を超え 9 kHz 以下の周波数帯における電流エミッシ

ョン限度値 

JIS C 61000-4-2 第 4-2 部：試験及び測定技術－静電気放電イミュニティ試験 

JIS C 61000-4-3 第 4-3 部：試験及び測定技術－放射無線周波電磁界イミュニティ試験 

JIS C 61000-4-4 第 4-4 部：試験及び測定技術－電気的ファストトランジェント／バーストイミュニ

ティ試験 

JIS C 61000-4-5 第 4-5 部：試験及び測定技術－サージイミュニティ試験 

JIS C 61000-4-6 第 4-6 部：試験及び測定技術－無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対する

イミュニティ 

JIS C 61000-4-7 第 4-7 部：試験及び測定技術－電力供給システム及びこれに接続する機器のための

高調波及び次数間高調波の測定方法及び計装に関する指針 

JIS C 61000-4-8 第 4-8 部：試験及び測定技術－電源周波数磁界イミュニティ試験 

JIS C 61000-4-11 第 4-11 部：試験及び測定技術－電圧ディップ，短時間停電及び電圧変動に対する

イミュニティ試験（1 相当たりの入力電流が 16 A 以下の機器） 

JIS C 61000-4-16 第 4-16 部：試験及び測定技術－直流から 150 kHz までの伝導コモンモード妨害に

対するイミュニティ試験 

JIS C 61000-4-20 第 4-20 部：試験及び測定技術－TEM（横方向電磁界）導波路のエミッション及び

イミュニティ試験 

JIS C 61000-4-22 第 4-22 部：試験及び測定技術－全電波無響室（FAR）における放射エミッション

及びイミュニティ試験 

JIS C 61000-4-34 第 4-34 部：試験及び測定技術－1 相当たりの入力電力が 16 A を超える電気機器の

電圧ディップ，短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験 

JIS C 61000-6-1 第 6-1 部：共通規格－住宅，商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格 

JIS C 61000-6-2 第 6-2 部：共通規格－工業環境におけるイミュニティ規格 

JIS C 61000-6-7 第 6-7 部：工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対

するイミュニティ要求事項 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 61000-4-20：9999 
 

電磁両立性－第 4-20 部：試験及び測定技術－ 
TEM（横方向電磁界）導波路のエミッション及び 

イミュニティ試験 
Electromagnetic compatibility (EMC)- 

Part 4-20: Testing and measurement techniques-Emission and  
immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides 

 
序文 

この規格は，2022 年に第 3 版として発行された IEC 61000-4-20 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，様々な種類の横方向電磁界（以下，TEM という。）導波路を用いた電気・電子装置に対す

るエミッション及びイミュニティ試験方法について規定する。これらの種類には，開放構造（例えば，ス

トリップライン及び電磁パルスシミュレータ）及び密閉構造（例えば，TEM セル）を含む。これらの構造

は，1 ポート，2 ポート又は多ポート TEM 導波路に更に分類が可能である。周波数範囲は，具体的な試験

要求事項及び TEM 導波路の種類に依存する。 

この規格の対象を，次に示す。 

－ 周波数範囲及び供試装置（以下，EUT という。）の大きさの制限を含む TEM 導波路の特性 

－ EMC 試験における TEM 導波路の有効性検証の方法 

－ EUT［例 EUT きょう（筐）体及びケーブル］の定義 

－ TEM 導波路を用いた放射エミッション測定における試験セットアップ，手順及び要求事項 

－ TEM 導波路を用いた放射イミュニティ試験における試験セットアップ，手順及び要求事項 

注記 1 この規格では，EUT への電磁放射の効果及び対象とする EUT からの電磁エミッションを測定

するための試験方法を規定している。電磁放射のシミュレーション及び測定は，全ての実使用

環境にある設備に対しては，その効果を十分正確に定量化することは不可能である。規定する

試験方法は，効果の定性的な分析のために，様々な試験設備において，結果の適正な再現性を

確立することを主目的としている。 

この規格は，特定の機械又はシステムに適用する試験を規定するものではない。この規格は，関係する

全ての製品規格委員会に対し，一般的な基本規格を提供することを意図している。放射エミッション測定
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の場合，製品規格委員会は，エミッション許容値及び CISPR 規格を参照した測定方法を選択する。放射イ

ミュニティ試験の場合，製品規格委員会は，それらの適用範囲内の装置に対するイミュニティ試験及びイ

ミュニティ試験レベルの適切な選択に責任をもつ。この規格は，JIS C 61000-4-3 [34]とは異なる試験方法

を示す。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 61000-4-20:2022，Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-20: Testing and measurement 
techniques – Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 60050-161 EMC に関する IEV 用語 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60050-161，International Electrotechnical Vocabulary (IEV) 

– Part 161: Electromagnetic compatibility 

CISPR 16-1-1，Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods－Part 1-1: 
Radio disturbance and immunity measuring apparatus－Measuring apparatus 

CISPR 16-1-4，Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods－Part 1-4: 
Radio disturbance and immunity measuring apparatus－Antennas and test sites for radiated disturbance 
measurements 

3 用語，定義及び略語 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS C 60050-161 による。 

3.1.1 
電波吸収体（anechoic material） 

吸収又は反射によって電磁エネルギーのレベルを減衰させる特性を示す材料 

3.1.2 
広帯域伝送線路終端（broadband transmission-line termination） 

TEM 導波路の特性インピーダンス（通常，50 Ω）に整合させるために，低周波域でのディスクリート

抵抗負荷と高周波域での電波吸収体とを組み合わせた終端 

3.1.3 
特性インピーダンス（characteristic impedance） 

任意の定位相波面における，内部導体と外部導体との間の電圧の，それぞれの導体に流れる電流に対す

る比の大きさ 

注釈 1 特性インピーダンスは，電圧及び電流そのものの大きさにはよらず，同軸ケーブル断面の幾何

学的構造だけに依存する。 
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注釈 2 TEM 導波路の特性インピーダンスは，通常，50 Ω である。100 Ω の特性インピーダンスをもつ

TEM 導波路は，多くの場合過渡試験に使用される。 

3.1.4 
相関アルゴリズム（correlation algorithm） 

TEM 導波路で測定した電圧をオープンエリアテストサイト（OATS），半電波無響室（SAC）又は自由

空間における電界強度に変換する数学的手順 

3.1.5 
EUT のタイプ（EUT type） 

同様の試験配置及び試験手順で試験可能な，電磁特性及び物理的寸法に十分な類似性をもつ製品の分類 

3.1.6 
外部接続ケーブル（exit cable） 

EUT を TEM 導波路の外部装置に接続する，又は試験領域から出るケーブル 

注釈 1 試験領域に関しては，5.2.1 を参照。 

3.1.7 
進行波電力，Pfwd（forward power） 

導波路のポートに印加される電力 

3.1.8 
イミュニティ試験の進行波電力，Ptest（forward power for immunity testing） 

イミュニティ試験中に試験電界強度 Etest を確立するために必要な進行波電力 

注釈 1 進行波電力一定法（5.2.2.4.1），電界強度一定法（5.2.2.4.2）は，それぞれ式(16)及び式(17)を参

照。 

3.1.9 
4 ポート TEM 導波路（four-port TEM waveguide） 

両端に二つの入出力ポートをもつ TEM 導波路 

3.1.10 

この用語はこの規格で使われていないため，削除した。 

3.1.11 
セプタム（inner conductor，septum） 

同軸伝送線路系の内部の導体 

注釈 1 方形断面の場合は，平面であることが多い。内部導体は，外部導体に対して対称又は非対称に

位置することがある。 

3.1.12 
相互接続ケーブル（interconnecting cable） 

試験領域内で EUT の構成部品を接続するケーブル 

3.1.13 
マニピュレータ（manipulator） 
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相関アルゴリズム又は試験手順によって要求される多数の位置に対して，EUT に取り付けて支持可能

な，ターンテーブルのような構造をもつ非金属の手動又は自動の試験用支持台 

注釈 1 マニピュレータの設計例は，A.7 の図 A.2 を参照。 

3.1.14 
1 ポート TEM 導波路（one-port TEM waveguide） 

入出力ポートが一つだけの TEM 導波路 

注釈 1 このような TEM 導波路は，通常，ポートの反対側に広帯域伝送線路終端を備えている。 

3.1.15 
（立体）対角線角（ortho-angle） 

立方体の任意の頂点から最も遠い頂点へ向かう立体対角線を引いた場合，その始点となる頂点に含まれ

る 3 辺に対して作る角度 

注釈 1 立方体を TEM 導波路の直交座標系に合わせて置いた場合，立方体の対角線の投影の方位角及

び仰角は 45°となり，各面の辺に対して 54.7°となる。 

注釈 2 立体対角線角の図は，A.7 の図 A.2 a)を参照。 

注釈 3 EUT に関連付けた場合，この角度を形成する立体対角線と一致する軸を対角線軸（ortho-axis）
と呼ぶ。 

3.1.16 
外部導体（outer conductor） 

同軸伝送線路系の外部の導体 

注釈 1 多くの場合，方形断面をもつ。 

3.1.17 
主電界成分（primary field component，primary component） 

意図した試験偏波方向と同じ向きの電界成分 

注釈 1 代表的な 2 ポート TEM セルの場合，セプタムは水平床面に平行となり，かつ，主電界成分ベ

クトルは TEM セルの断面の中心では垂直となる。 

3.1.18 
合成電界（resultant field） 

ボルト毎メートル（V/m）で表す，主電界成分と二つの二次電界成分との二乗和平方根の値 

3.1.19 
二次電界成分（secondary field component，secondary component） 

直交座標系で，主電界成分に直交し，かつ，互いに直交する二つの電界成分のいずれか一方の成分 

3.1.20 
TEM 導波路（TEM waveguide） 

導波路内において試験で用いる特定の電磁界が TEM モードで発生し，伝搬する開放又は密閉型の伝送

線路 

3.1.21 
ストリップライン（stripline） 
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2 枚以上の平行板で構成し，平行板の間を電磁波が TEM モードで伝搬し，試験で用いるための特定の

電磁界を発生する，終端した伝送線路 

注釈 1 ストリップラインは開放された側面をもつため，EUT の設置，操作及び監視が容易である。 

3.1.22 
TEM セル（TEM cell） 

導波路内において試験で用いる特定の電磁界が TEM モードで発生し，伝搬する密閉型の TEM 導波路 

注釈 1 通常は方形の同軸伝送線路で，外部導体はセプタムを完全に取り囲んでいる。 

3.1.23 
試験電界強度，Etest（test field strength） 

ボルト毎メートル（V/m）で表す，イミュニティ試験に使用する主電界成分の電界強度 

注釈 1 異なるレベルの Etest は，附属書 B に記載している。 

3.1.24 
試験用支持台（test set-up support） 

相関アルゴリズム又は試験手順で要求している EUT の正確な回転が可能な，非反射性，非導電性及び

低誘電率の，支持及び位置決めのための台 

注釈 1 材料は，一般に発泡スチロールである。木製の試験用支持台は，望ましくない。（[4]を参照。）。 

3.1.25 
TEM モード（transverse electromagnetic mode，TEM mode） 

伝搬方向の電界及び磁界成分が，どの横方向断面をとっても主電磁界成分よりも十分小さい導波路のモ

ード 

3.1.26 
2 ポート TEM 導波路（two-port TEM waveguide） 

両端に入出力ポートのある TEM 導波路 

3.1.27 
検証用電界強度，Everification（verification field strength） 

電界均一領域の検証に用いる電界強度 

注釈 1 この電界強度は，電界プローブの非直線性に起因する不確かさを低減するために，電界プロー

ブで校正した値であることが望ましい。 

3.2 略語 

この規格で用いる主な略語は，次による。 

DFT 離散フーリエ変換（discrete Fourier transform） 

EUT 供試装置（equipment under test） 

FAR 全電波無響室（fully anechoic room） 

FFT 高速フーリエ変換（fast Fourier transform） 

FS 自由空間（free space） 

FSOATS 自由空間オープンエリアテストサイト（free space open-area test site） 

GTEM ギガヘルツ TEM（セル）（gigahertz transverse electromagnetic） 
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HEMP 高高度核電磁パルス（high-altitude electromagnetic pulse） 

HS 半自由空間（half space） 

IEMI 意図的電磁妨害（intentional electromagnetic interference） 

OATS オープンエリアテストサイト（open-area test site） 

PCC ピアソン相関係数（Pearson correlation coefficient） 

RC 反射箱（reverberation chamber） 

RF 無線周波（radio frequency） 

SAC 半電波無響室（semi-anechoic chamber） 

S/N 信号対雑音（比）（signal-to-noise） 

SPD サージ防護デバイス（surge protective device） 

TE 横方向電界（モード），（H モード）［transverse electric (mode), (H-mode)］ 

TEM 横方向電磁界（transverse electromagnetic） 

TL 伝送線路（transmission line） 

TM 横方向磁界（モード），（E モード）［transverse magnetic (mode), (E-mode)］ 

UFA 均一電界領域（uniform field area） 

VSWR 電圧定在波比（voltage-standing-wave-ratio） 

4 一般 

この規格は，TEM 導波路の基本的な特性及び制限，例えば，試験領域，電磁界の均一性，TEM モード

の純度，周波数範囲などを規定する。TEM 導波路の各種の一般的な特性は，附属書 D に示す。 

TEM 導波路による放射エミッション測定は，通常，OATS 及び SAC との相関があり，その測定は，装置

からの妨害波電界強度の有効，かつ，再現性のある結果を提供する。附属書 A で規定するように，相関ア

ルゴリズムは，この場合 TEM 導波路における測定結果を OATS と等価のデータとに変換するために用い

る。 

TEM 導波路は，電磁界に対する装置のイミュニティ試験を行うための電磁界発生器として用いることが

可能である。詳細は，附属書 B 及び附属書 C による。TEM 導波路によるイミュニティ試験は，参考文献

に挙げる幾つかの他の規格で参照されている。この TEM 導波路の特性は，電界強度測定のために用いる

ことが可能である。 

TEM 導波路の特性評価，電界プローブの校正，測定の不確かさ及び TEM 導波路の時間領域特性に関す

る追加情報は，それぞれ附属書 D，附属書 E，附属書 F，附属書 G，附属書 H 及び附属書 I に記載する。 

TEM 導波路の試験は，完成装置の放射測定に限らず，電子部品及び集積回路の放射測定，並びにガスケ

ット材料及びケーブルの遮蔽効果の試験に適用してもよい。 

この規格では，電界強度の CW（連続波）測定値は実効値で表し，過渡波形の測定値はピーク値で表す。 

5 TEM 導波路の要求事項 

5.1 一般 
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TEM 導波路は要求事項を満たせばエミッション測定及びイミュニティ試験に使用可能である。TEM 導

波路の有効性の検証には，この箇条で規定する方法を適用しなければならない。 

ここでは，TEM モード及び電界均一性のような一般的な検証を規定する。エミッション測定，イミュニ

ティ試験及び過渡試験に対する特別な検証の要求事項は，附属書 A，附属書 B 及び附属書 C による。 

5.2 TEM 導波路を使用するための一般要求事項 

5.2.1 試験領域及び最大 EUT サイズ 

EUT の最大のサイズは，TEM 導波路の試験領域の大きさに関係している。TEM 導波路の試験領域は，

サイズ，幾何学的な形及び電磁界の空間的な分布に依存している。 

TEM 導波路の試験領域（D.8 の図 D.6～図 D.11 を参照）は，5.2.2 で規定する“均一領域”によって確立す

る。導波路の TEM モードの伝搬方向（通常は z 軸）は，均一領域に垂直（垂直断面，通常は xy 平面）で

ある。xy 平面において，試験領域の全断面積は，5.2.2 で規定する均一領域の要求を満たさなければならな

い。EUT とそれぞれの導体又は電波吸収体との距離 hEUT の最小値（図 D.7～図 D.11 を参照）は，導体と

均一領域の境界（5.2.2 を参照）との距離によって規定する。EUT と導波路の外部導体との密結合によって

起こり得る EUT の動作の変化を避けるために，hEUT は 0 にしない方がよい［hEUT は 0.05h（h はセプタム

と外部導体との距離）よりも大きいことが望ましい。］。試験領域は，z 軸（伝搬方向）に沿って𝑧～𝑧௫
の範囲とする。ここで，𝑧及び𝑧௫は，この箇条の方法で決定する。試験領域の長さは，𝐿 = 𝑧 − 𝑧௫
とする。均一領域の TEM モード要求事項は，𝑧 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧௫で使用される各 EUT 試験点𝑧の全ての断面

で確認しなければならない。なお，TEM モードの要求事項は，𝑧 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧௫の範囲内の任意の𝑧 ≤ 𝑧 ≤𝑧௫で，次のいずれかの条件下で満足しているとみなすことが可能である。 

a) TEM モードの要求事項を𝑧௫の位置で満足し，かつ，導波路の構造が0 < 𝑧 ≤ 𝑧௫で w（幅）に対す

る h（高さ）のアスペクト比（導波路の原理上決められる形）が一定となる，図 D.6～図 D.11 に示す

種類の一つと類似している。 

b) TEM モードの要求事項を𝑧及び𝑧௫の位置で満足し，かつ，導波路の断面積が一定又は𝑧 ≤ 𝑧 ≤𝑧௫で一様な傾斜をもって広がっており（テーパ状），導関数 dh/dz 及び dw/dz が𝑧 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧௫で（導

体構造において，ねじれも段差もない）滑らかな関数となる。 

EUT の最大寸法は，試験領域の大きさに関係している。EUT は，0.6w×0.6L 以下であることを確認しな

ければならない（図 D.7～図 D.11 を参照）。 

注記 EUT の最大寸法は，ISO 11452-3 [37]では 0.33w×0.6L を，MIL-STD-461G [47]では 0.5w×0.5L
を規定している。 

試験可能な EUT の最大高さは，0.33h とすることが望ましい。ここで h は，試験領域にあるセプタムと

外部導体との間の距離（導体間の間隔で，セプタム高という。例えば，一般的な TEM セル内のセプタムと

外部導体との間である。）に等しい。いずれの TEM 導波路においても，EUT のいかなる回転（配向）に対

し，EUT は試験領域の中に入っていなければならない。 

ほとんどの規格では EUT 寸法を 0.33h に制限している。製造業者が大きい EUT に対する測定不確かさ

についての情報を提供している場合，使用可能な EUT の最大高さは 0.33h よりも高くすることが可能であ

る。EUT を入れた導波路の影響についてのより詳細な情報を，[39][40]に示す。 

5.2.2 試験領域の検証 

5.2.2.1 一般 
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この細分箇条では，電界強度の変化が十分小さい均一領域の概念を用いる（[18]を参照）。TEM 導波路の

大きさが均一領域の大きさを決定する。EUT の最大寸法は，試験領域の大きさに関係している（5.2.1 を参

照）。 

製品規格又は TEM 導波路の製造業者によって他の定義が規定されていない場合，均一領域は電界の伝

搬方向に直交する垂直面であり，EUT の前面と一致する単一平面であることが望ましい。この説明で垂直

面を使用するのは，TEM モードの伝搬方向がほとんど水平（z 軸に沿った方向）で，平面波伝搬すること

を想定しているためである。TEM モードの伝搬方向が少し異なる方向にある場合，均一領域平面はそれに

従って変えてもよい。 

注記 1 一般には，均一領域の正確な形及び位置は決められないが，ここでは，この規格の手順を使用

して決定している。 

TEM 導波路の伝送線路構造を使用することで，SAC のような大地反射波による電界の乱れを避けるこ

とが可能である。したがって，セプタム及び外部導体の（法線方向だけ）すぐ近くまで均一領域を得るこ

とが可能である。 

原理的に均一領域は，TEM 導波路の入力ポートからどの距離に配置してもよい。その位置は，具体的な

幾何学的構造に依存する。均一領域は，検証した入力ポートからの距離だけに有効である。EUT を回転す

るために，均一領域は 5.2.1 で規定した試験領域の端である zmax から EUT きょう（筐）体の最大寸法以上

の距離に配置する。 

均一領域は，EUT のない空の導波路の状態で検証する。周波数範囲は，TEM 導波路の使用目的である最

低周波数～最高周波数とする。周波数を掃引する場合，最初の周波数ステップは基本周波数の 1 %を超え

てはならない。それ以降は，全周波数範囲において直前の周波数の 1 %を超えてはならない。掃引速度の

制約は，電界プローブの応答時間を考慮する。試験領域の検証は，無変調信号で行う。 

注記 2 TEM モードが支配的であり，キャビティは低い Q 値であるため，共振は鋭くないと予想され

る。このため，試験領域の検証には，対数周波数の使用が一般的である。 

均一領域の寸法に応じて，少なくとも五つ以上の測定ポイント（中央一つ及び角で四つ）で検証しなけ

ればならない。二つの測定ポイント間の間隔は 50 cm 以下とする。 

注記 3 より多くの測定ポイントを選択することで，電界均一性の試験結果が向上する。また，より多

くの測定ポイントを使用することで，電界全体の均一性をより正確に推定することが可能にな

る。 

5.2.2.2 電界均一性の立証 

5.2.2.2.1 一般 

電界均一性は，進行波電力一定法（5.2.2.2.2）又は電界強度一定法（5.2.2.2.3）によって立証が可能であ

る。進行波電力一定法では，進行波電力は，全ての格子点及び全ての試験周波数について一定に保たれる。

電界強度一定法では，主電界成分が全ての格子点及び全ての試験周波数で一定に保たれる。電界強度一定

法はより手間がかかるが，パワーメータの直線性が電界プローブの直線性よりも通常優れており，電界プ

ローブが常に校正された電界強度で動作するため，より正確である。 

5.2.2.2.2 進行波電力一定法 

測定した主電界成分 Ei のうち，少なくとも統計的に 75 %が 6 dB の範囲内にあれば，電界は十分に均一

であるとみなす。主電界成分の誤差は，試験周波数の最大 5 %（最低一つの周波数）で 6 dB を超え 10 dB
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未満を許容する。ただし，実際の許容誤差及び周波数は試験報告書に記載されていることが条件である。

統計的手法によって，式(1)及び式(2)で定義される主電界成分の平均値及び標準偏差に基づいて，電界均一

領域における主電界成分のばらつきを評価する。 

測定ポイント i において，測定した主電界成分を Ei で示す。平均値𝐸及び標準偏差𝜎ாは，N 個の測定ポ

イントから式(1)及び式(2)によって対数値で計算する。 𝐸 = 1𝑁  𝐸ே
ୀଵ   ······················································ (1) 

 

𝜎ா = ඩ 1𝑁 − 1 ൫𝐸 − 𝐸൯ଶே
ୀଵ   ······················································· (2) 

主電界成分の標本が正規分布である場合，測定結果の 75 %が 2kσE の範囲に入る確率は，式(3)で表され

る。ただし，このとき係数 k は，1.15 を選択する（表 1 を参照）。 𝐸 − 𝑘𝜎ா ≤ 𝐸 ≤ 𝐸 + 𝑘𝜎ா   ······················································· (3) 

イミュニティ試験の場合，電界が均一であることを証明する他に，試験点における所定の割合が試験レ

ベルの電界強度 Etest 以上となることが要求される。これらの条件の組合せによって，式(4)が導かれる。 𝐸test ≤ 𝐸 ≤ 𝐸test + 𝐸margin  ······················································· (4) 

ここで，𝐸marginは許容する電界強度偏差の最大値。 

式(4)の範囲を式(3)と比較すると，電界均一性に対する要求事項の式(5)及び式(6)が得られる。 𝐸test ≤ 𝐸 ≤ 𝐸test + 2 ⋅ 𝑘 ⋅ 𝜎ா   ······················································· (5) 

 𝜎ா = 𝐸margin2𝑘   ······················································· (6) 

確率が 75 %の場合，ファクタ k＝1.15 かつマージン 6 dB に対する，標準偏差は次のとおりでなければな

らない。 𝜎ா ≤ 6 dB2 × 1.15 ≈ 2.61 dB  

確率が 75 %の場合，k＝1.15 かつマージン 10 dB に対する，標準偏差は次のとおりでなければならない。 𝜎ா ≤ 10 dB2 × 1.15 ≈ 4.35 dB  

 

表 1－正規分布における拡張不確かさのための k の値 

ファクタ k 1 1.15 1.3 1.5 2 3 
確率 % 68.3 75.0 80.6 86.6 95.5 99.7 
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5.2.2.2.3 電界強度一定法 

測定ポイント i で測定した進行波電力を𝑃fwd,とし，式(7)及び式(8)を用いて N 個の測定ポイントの平均値

及び標準偏差を対数値で計算する。 𝑃fwd = 1𝑁  𝑃fwd,ே
ୀଵ   ······················································· (7) 

 

𝜎 = ඩ 1𝑁 − 1 ൫𝑃fwd, − 𝑃fwd൯ଶே
ୀଵ   ···················································· (8) 

主電界成分の標本が正規分布である場合，試験結果𝑃fwd,の 75 %が 2kσP の範囲に入る確率は，式(9)とな

る。 𝑃fwd − 𝑘𝜎 ≤ 𝑃fwd, ≤ 𝑃fwd + 𝑘𝜎 ………………………………………(9) 

ただし，このとき係数 k は 1.15 を選択する（表 1 を参照）。 

電界強度一定法では，測定された進行波電力𝑃fwd,のうち，統計的に少なくとも 75 % が𝑃testの最小値よ

り 0 dB～6 dB の許容範囲内にある場合，電界は十分に均一であるとみなす。この結果，式(10)が得られる。 𝑃test ≤ 𝑃୵ୢ, ≤ 𝑃test + 6 dB  ····················································· (10) 

式(10)の範囲を式(9)と比較すると，電界均一性に対する要求事項の式(11)及び式(12)が得られる。 2𝑘𝜎 ≤ 6 dB  ····················································· (11) 

 𝜎 ≤ 6 dB2𝑘   ····················································· (12) 

実際の許容誤差及び周波数が試験報告書に記載されている場合は，試験周波数の最大 5 %（最低 1 周波

数）において，6 dB を超え 10 dB 未満の進行波電力の誤差を許容する。 

統計的手法は，ばらつきを正規分布とみなして計算した，進行波電力の平均値及び標準偏差に基づいて

いる。 

確率が 75 %の場合，k＝1.15 かつマージン 6 dB に対する標準偏差は次のとおりでなければならない。 𝜎 ≤ 6 dB2 × 1.15 ≈ 2.61 dB  

確率が 75 %の場合，k＝1.15 かつマージン 10 dB に対する標準偏差は次のとおりでなければならない。 𝜎 ≤ 10 dB2 × 1.15 ≈ 4.35 dB  

5.2.2.3 TEM モードの立証 

TEM 導波路では，断面寸法及び／又は導波路長によって導かれる特定のカットオフ周波数を超える周波

数で共振を起こす可能性がある。実際の使用では，TEM 導波路内の電磁界は次の条件が満たされている場
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合，TEM モードで伝搬すると考えられる。TEM モードのこの立証は，エミッション測定又はイミュニテ

ィ試験に使用する導波路に適用する。TEM モードの特性は，定期的に確認しなければならない（5.2.2.4 を

参照）。 

注記 1 一般に，TEM 導波路の製造業者は，TEM モードの動作に関する文書を提供している。 

測定した二次（非意図的）電界成分のうち，統計的に 75 %以上が主電界成分よりも少なくとも 6 dB 低

い場合，TEM モードが支配的であるとみなす。主電界成分の－2 dB までのレベルの二次電界成分が，試

験周波数の最大 5 %（最低 1 周波数）で許容されるが，実際の許容範囲及び周波数が試験報告書に記載さ

れていることが条件である。 

注記 2 5.2.2.3 に規定する 6 dB の値は，電界均一性よりも，むしろ主 TEM モードを示すものであり，

5.2.2.2 の電界均一の要求事項と混同しないよう注意が必要である。 

二次電界成分と主電界成分との比の統計的記述は，レイリー分布の仮定に基づく。レイリー分布の測定

量では，75 %の分位値𝑄75%は解析的に計算することが可能である。このとき，75 %の測定ポイントは，こ

の分位値𝑄75%よりも低い比率をもつと仮定することが可能である。 

試験点 i において，測定した主電界成分を𝐸prim,とし，二次電界成分を𝐸sec,とした場合，両者の値は，N
個の測定ポイントに対して線形な値で表される。式(13)に示すように，測定された電界成分からレイリー

分布のパラメータ sR を推定することが可能である。 

𝑠ୖ ≈ ඩ 12𝑁  ቆ 𝐸sec,𝐸prim,ቇଶே
ୀଵ   ····················································· (13) 

レイリー分布の P 分位は，式(14)で計算可能である。 𝑄 = ඥ−2 ⋅ 𝑠ୖଶ ⋅ ln(1 − 𝑃)  ····················································· (14) 

P=0.75 の場合，75 %の分位値𝑄75%は，式(15)に従って決定する。 𝑄ହ% = ඥ−2 ⋅ 𝑠ୖଶ ⋅ ln(1 − 0.75) = 𝑠ୖ ⋅ 1.6651 …………………………(15) 

𝑄75%<0.5 では，統計的に 75 %の測定ポイントが，主電界成分よりも少なくとも 6 dB 低い二次電界成分

をもつと仮定することが可能である。𝑄75% < 0.794では，測定ポイントの 75 %が主電界成分よりも少なく

とも 2 dB 少ない二次電界成分をもつと仮定することが可能である。 

5.2.2.4 電界均一性及び TEM モード測定手順 

5.2.2.4.1 進行波電力一定法 

電界均一性検証手順は，次による。この方法を“進行波電力一定法”という。 

a) 格子点の一点に等方性 3 軸プローブを配置する。 

b) 5.2.2.1 で規定した周波数範囲及び周波数ステップで，主電界成分の電界強度が Everification となるよう

に TEM 導波路の入力ポートに進行波電力を供給する。全ての進行波電力，主電界成分及び二次電界

成分の各強度の読取値を記録する。 

c) 同じ進行波電力で，残りの格子点の主電界成分及び二次電界成分の強度を測定し，記録する。 

d) 5.2.2.2.2 の式(2)に従って，主電界成分の標準偏差𝜎ாを計算する。全ての測定結果は dB(V/m)で表示す

る。 



12 
C 61000-4-20：9999  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

e) 5.2.2.3 の式(15)に従って，主電界成分に対する二次電界成分の比の 75 %分位値𝑄75%を計算する。計算

は，線形の値を用いて行う。 

f) 標準偏差𝜎ாは，2.61 dB 未満でなければならない。ただし，試験報告書に実際の値及び周波数を記載す

ることによって，試験周波数の最大 5 %（最低 1 周波数）において 2.61 dB≤𝜎ா≤4.35 dB の範囲内にあ

ってもよい。 

g) 75 %分位値𝑄75%は，0.5 未満でなければならない。ただし，実際の値及び周波数が試験報告書に記載

されている場合は，試験周波数の最大 5 %（最低 1 周波数）に対して，0.5 ≤ 𝑄75% ≤ 0.794の範囲内に

あってもよい。 

h) 進行波電力𝑃fwd，主電界成分の平均値及び主電界成分の標準偏差が既知の場合，試験電界強度𝐸testを用

いたイミュニティ試験（附属書 B を参照）のための必要な𝑃testは，式(16)を用いて計算することが可能

である。計算は，線形の値を用いて行う。包含係数 k は，表 1 に従って選択する。通常 k は，1.15 で

なければならない。進行波電力は，試験報告書に記録する。 𝑃test = 𝐸୲ୣୱ୲ଶ(𝐸ത − 𝑘𝜎ா)ଶ 𝑃fwd  ····················································· (16) 

i) 試験システム（電力増幅器など）が飽和状態でないことを確認する。𝐸testを必要な電界強度の試験レ

ベルの 1.8 倍に選択して，周波数範囲にわたって次の手順を実行する。 

1) 信号発生器の出力を，前の手順で決定した𝑃testを確立するのに必要なレベルから 5.1 dB 下げ

る。 

2) TEM 導波路に供給される新しい進行波電力を記録する。 

3) 𝑃testから手順 2)で測定した進行波電力を差し引く。電力差が 3.1 dB～5.1 dB にあるとき，増

幅器は飽和しておらず，使用しても問題ない。その差が 3.1 dB 未満の場合，その増幅器は飽

和しており，使用に適さない。 

手順のフローチャートを図 1 に示す（5.4 を参照）。 

5.2.2.4.2 電界強度一定法 

電界均一性検証手順は，次による。この方法を“電界強度一定法”という。 

a) 格子点の一点に等方性 3 軸プローブを配置する。 

b) 5.2.2.1 で規定した周波数範囲及び周波数ステップで，主電界成分の電界強度が Everification となるように

TEM 導波路の入力ポートに進行波電力を供給する。全ての進行波電力，主電界成分及び二次電界成分

の各強度の読み値を記録する。 

c) 同じ Everification で，他の格子点における全ての進行波電力及び電界強度の主及び二次電界成分の読取値

を測定し，記録する。 

d) 電界均一性の検証のため，5.2.2.2.3 の式(8)に従い，そのポイントで測定した全ての進行波電力の標準

偏差𝜎を計算する。測定結果は全て dBm で表す。 

e) 標準偏差𝜎は，2.61 dB 未満でなければならない。 

ただし，試験報告書に実際の値及び周波数を記載することによって，試験周波数の最大 5 %（最低

1 周波数）において2.61 dB ≤ 𝜎ா ≤ 4.35 dBの範囲内にあってもよい。 

f) TEM モード検証の場合，5.2.2.3 の式(15)に従って，主電界成分に対する二次電界成分の比の 75 % 分
位値𝑄75%を計算する。計算は，線形の値で行う。 

g) 75 %分位値𝑄75%は，0.5 未満でなければならない。ただし，実際の値及び周波数が試験報告書に記載
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されている場合は，試験周波数の最大 5 %（最低 1 周波数）に対して，0.5 ≤ 𝑄ହ% ≤ 0.794の範囲内に

あってもよい。 

h) イミュニティ試験（附属書 B を参照）については，進行波電力及び電界強度𝐸verificationが既知である場

合，必要な試験電界強度𝐸testに対する必要な𝑃testは，式(17)を使用して計算することが可能である。進

行波電力は試験報告書に記録する。 𝑃test = ൬ 𝐸test𝐸verification൰ଶ ൫𝑃fwd + 𝑘𝜎൯ ……………………………………… (17) 

i) 試験システム（電力増幅器など）が，飽和状態でないことを確認する。𝐸testを必要な電界強度の試験レ

ベルの 1.8 倍に選択して，周波数範囲にわたって次の手順を実行する。 

1) 信号発生器の出力を，前の手順で決定した𝑃testを確立するのに必要なレベルから 5.1 dB 下げ

る。 

2) TEM 導波路に供給される新しい進行波電力を記録する。 

3) 𝑃testから手順 2）で測定した進行波電力を差し引く。電力差が 3.1 dB～5.1 dB にあるとき，増

幅器は飽和しておらず，使用しても問題ない。その差が 3.1 dB 未満の場合，その増幅器は飽

和しており，使用に適さない。 

手順のフローチャートを図 2 に示す（5.4 を参照）。 

均一性の検証は，個々の面（全てのケーブル配線を含む。）が均一領域によって完全に囲われる全ての

EUT に対して有効である。均一領域の完全な検証は，年 1 回か又は導波路の形状（TEM セル又はシールド

ルーム内のストリップライン）を変更したときに行う。 

5.3 特定の TEM 導波路に対する要求事項及び推奨事項 

5.3.1 開放型 TEM 導波路のセットアップ 

周囲の電磁環境の影響を最小にするために，実際には TEM 導波路をシールドルーム内に設置すること

が望ましい。 

注記 1 この注記は意図が不明なため，削除した。 

開放型 TEM 導波路からシールドルームの床，壁及び天井までの距離は，セプタム高 h 以上であること

を推奨する。また，シールドルーム内に電波吸収材を適切に配置することで，反射を最小限に抑えること

が可能である。これらの距離は，あくまで目安である。なお，一方の板をシールドルームの床とし，もう

一方を設置したセプタムとする開放型 TEM 導波路を構築することも可能である。 

注記 2 MIL-STD-461G [47]では，開放型 TEM 導波路をシールドルーム内に配置することを要求してい

る。また，導波路の大きさに対して，壁との必要最小距離を設定している。 

5.3.2 2 ポート TEM 導波路の TEM モードの代替立証法 

5.2.2 の代替として，2 ポート TEM 導波路の使用可能な周波数範囲は，次の方法によっても立証が可能

である。 

EUT を試験する前に，EUT の電源をオフにした状態で EUT を設置し，2 ポート導波路の共振を測定し

なければならない。この場合，TEM 導波路の使用周波数範囲における伝送損失は，式(18)の要求を満たさ

なければならない。 𝐴tloss = ቚ10 logଵ ቀ outputfwdିreflቁቚ ≤ 1 dB ……………………………………….(18) 
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ここで， Atloss： EUT を入れた導波路の伝送損失 
 Prefl： 入力ポートで測定した反射電力 
 Pfwd： 入力ポートで測定した進行波電力 
 Poutput： 出力ポートで測定した出力電力 

注記 1 入力ポートの反射電力及び進行波電力，並びに出力ポートの出力電力は TEM 導波路の特性イ

ンピーダンスで測定可能である。インピーダンス変換器は不要である。式(18)は 50 Ω の特性イ

ンピーダンスに対して有効である。 

注記 2 ここで規定する方法は，ISO 11452-3 [37]に規定する種類の 2 ポート TEM 導波路の代替立証方

法で，共振している高次モードが TEM モードからのエネルギーを抽出するという仮定に基づ

いている。 

5.3.3 4 ポート TEM 導波路に対する TEM モードの発生 

TEM モードを生成するためには，図 D.6 に示すように，ポート 1 及びポート 2 に同じ振幅かつ逆位相の

入力信号を印加しなければならない（D.8 を参照）。ポート 3 とポート 4 は，50 Ω の終端しなければなら

ない（[38]及び[63]を参照）。 

5.4 箇条 5 の図 
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 注 a) fmax：最高試験周波数 
注 b) 5.2.2.4.1 に規定する試験周波数点数の最大 5 % 
 

図 1－進行波電力一定法による TEM モード及び電界均一性検証手順（5.2.2.4.1 を参照） 

電界均一性／TEM モード立証 

立証に合格 立証に不合格 

グリッド内の 1 点を選択 

 等方性 3 軸プローブを選択した

測定ポイントに設置 

 

 最初の試験周波数 f0を設定 

 

 

主電界強度が EVerificationになるように

進行波電力を印加 

 進行波電力，主成分及び二次成分の

電界強度の読み値を記録 

 5.2.2.1に従って試験周波数 fを増加 

 全ポイントを測定済みか? 

 5.2.2.2.2 の式(2)に従ってすべての試験周波

数の標準偏差 σEを計算  
周波数を f0に設定し，次

の測定ポイントへ移動 

 

 
𝑓 > 𝑓max ? ) 

 
𝜎ா < 2.61 dB ? ) 

2.61 dB ≤ 𝜎ா) < 4.34 dB ? 

 𝑄ହ% ≤ 0.5 ? 

0.5 < 𝑄ହ%𝑏) ≤ 0.794 ? 
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 注 a) fmax：最高試験周波数。 
注 b) 5.2.2.4.2 に規定する試験周波数点数の最大 5 %。 
 

図 2－電界強度一定法による TEM モード及び電界均一性検証手順（5.2.2.4.2 を参照） 

6 EUT のタイプの概要 

電界均一性／TEM モード立証 

立証に合格 立証に不合格 

グリッド内の 1 点を選択 

 等方性 3 軸プローブを選択した

測定ポイントに設置 

 

 最初の試験周波数 f0を設定 

 

 

主電界強度が EVerificationになるように

進行波電力を印加 

 進行波電力，主成分及び二次成分の

電界強度の読み値を記録 

 5.2.2.1に従って試験周波数 fを増加 

 全ポイントを測定済みか? 

 5.2.2.2.3 の式(2)に従ってすべての試験周波

数の標準偏差 σEを計算  
周波数を f0に設定し，次

の測定ポイントへ移動 

 

 
𝑓 > 𝑓max ? ) 

 
𝜎ா < 2.61 dB ? ) 

2.61 dB ≤ 𝜎ா) < 4.34 dB ? 

 𝑄ହ% ≤ 0.5 ? 

0.5 < 𝑄ହ%𝑏) ≤ 0.794 ? 
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6.1 一般 

EUT のタイプとは，同じ試験配置及び同じ試験手順での試験が可能である，電磁的特性又は物理的寸法

が十分類似している製品のグループのことである。EUT のタイプ及びその構造は，イミュニティ試験及び

エミッション測定に対して有効であり，試験領域中で同一の配置を可能にする。 

6.2 小さい EUT 

EUT は，きょう（筐）体の最大寸法が最高試験周波数に対応する波長の 1 波長（例えば，1 GHz で λ＝
300 mm）よりも小さく，かつ，EUT にケーブルが接続されていない場合，小さい EUT とする。 

6.3 大きい EUT 

次のいずれかに該当する EUT は，大きい EUT とする。 

a) 一つ以上の外部接続ケーブルをもつ 1 個の EUT 

b) 一つ以上の相互接続ケーブルをもつ 1 個の EUT 

c) ケーブルの有無にかかわらず，最高試験周波数での 1 波長以上の寸法をもつ 1 個の EUT 

d) 外部接続ケーブルの有無にかかわらず，相互接続ケーブルをもつ，試験セットアップ内に配置された

複数の小さい EUT からなるグループ 

ただし，相互接続ケーブルが EUT の一部であり，試験中にケーブル配線を変更しない単一の EUT は，

EUT 全体の寸法が 6.2 に規定する要求事項を満たす場合，小さい EUT とする。 

7 試験室の条件 

7.1 一般 

周囲環境のパラメータが試験結果に与える影響を最小限にするために，試験は，7.2 及び 7.3 で規定する

気象及び電磁環境条件下で行わなければならない。 

7.2 気象条件 

共通規格又は製品規格を担当する委員会が別途規定しない限り，試験室の気象条件は，EUT 及び試験装

置の動作に関して，それぞれの製造業者が指定する限度内でなければならない。 

EUT 又は試験装置に結露が生じるほど相対湿度が高い場合には，試験を行ってはならない。 

この規格の対象となる測定が気象条件の影響を受けるという証拠がある場合，その旨を試験報告書に記

載しなければならない。 

7.3 電磁環境条件 

試験室の電磁環境条件は，試験結果に影響を与えないように EUT の正確な動作を保証しなければなら

ない。 

8 試験結果の評価及び報告 

試験は，試験報告書に含まれる試験計画に従って実行する。試験結果及び試験報告書の要求事項は，実
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行する試験の種類による。 

試験報告書は，試験を再現するために必要な全ての情報を含まなければならない。特に，次の事項を記

載する。 

a) 試験計画において指定した項目 

b) EUT 及び関連装置の識別。例えば，商標，製品型式，製造番号 

c) 試験装置の識別。例えば，商標，製品型式，製造番号 

d) 試験を行った特別な環境条件 

e) 試験を行うために必要な特別な条件。 

f) 製造業者と試験の依頼者又は購入者との間で指定する性能レベル 

g) イミュニティ試験の場合，共通規格，製品規格又は製品群規格で規定する性能基準 

h) イミュニティ試験の場合，妨害の印加中又は印加後に観測した EUT への全ての影響，及びこれらの影

響が持続した期間 

i) イミュニティ試験の場合，合否判定の根拠（共通規格，製品規格若しくは製品群規格で規定する性能

基準又は製造業者と購入者との間で合意した性能基準に基づく。） 

j) 装置の取扱いにおける特定の条件。例えば，適合性を達成するために必要なケーブルの長さ，種類，

遮蔽若しくは接地又は EUT の動作条件 

k) 試験セットアップ及び EUT の配置の図面及び／又は写真 
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附属書 A 
（規定） 

TEM 導波路によるエミッション試験 
 

A.1 概要 

この附属書は，TEM 導波路によるエミッション試験について規定する。 

TEM 導波路によるエミッション試験は，次の 2 種類の方法のうちの一つで得られた許容値と比較しても

よい。 

a) TEM 導波路を基にした許容値 この方法は，参考文献に記載しているような，特定の製品群（例え

ば，集積回路，軍需品，車載部品，モジュールなどのための試験手順）に適用する。この場合，

TEM 導波路によるエミッション試験の結果は，独立した妨害許容値又は通常，1 種類の TEM 導

波路のために特別に作られた指針と直接比較する。幾つかの事例では，TEM 導波路の許容値は他

の試験設備で用いている許容値から導き出していることもある（[54]を参照）。 

b) OATS を基にした許容値 この方法は，OATS での電界強度で示す妨害許容値に適合することを求

められている EUT に用いる。TEM 導波路試験から OATS での電界強度を導出するために，相関

アルゴリズムを使用する。 

この附属書では，b)の試験方法だけについて詳細を規定する。TEM 導波路を用いるエミッション試験で

は，TEM 導波路の妥当性を確認するため，TEM 導波路の正当性の検証が必要になる。各 EUT タイプに対

する検証は，箇条 5 に示す手順で行わなければならない。ただし，同じ EUT 製品群の中での相対的な比較

だけを行う場合は，OATS 又は他の試験サイトとの相関は要求しない。この場合，製品規格委員会は，測

定データの適合性を決めるための特定の許容値を設定しなければならない。 

A.3 に相関アルゴリズムを規定する。等価的な OATS の電界強度を評価するために，相関アルゴリズム

では TEM 導波路の測定電圧値を用いる。このアルゴリズムによって，自由空間における電界強度値を推

定することが可能である。これらの電界強度値は，EUT タイプの検証手順による試験結果に従って，規格

の要求値と比較することが可能である。 

A.2 試験装置 

試験装置は，CISPR 16-1-1 の関連する要求事項に適合しなければならない。 

注記 等方性電界センサは，アンテナとみなされている（アンテナの要求事項については，CISPR 16-1-
4 を参照）。等方性電界プローブの校正手順及び特性は，附属書 E 及び[35]に記載している。 

A.3 TEM 導波路電圧と電界との相関 

A.3.1 一般 

ここに規定する手順は，TEM 導波路による試験を OATS でのエミッション試験法の代替法として確立す

ることを意図している。TEM 導波路での試験結果は，OATS での電界データと等価な値に変換する。A.3
は，TEM 導波路測定から得られた放射電力が，完全導体のグラウンド面にあるダイポールから放射される

という仮定に基づいたアルゴリズムを規定する。 

相関アルゴリズムは，EUT と各 TEM 導波路導体間との距離 hEUT，及び EUT 中央部の導体間隔 h（又は
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プレート間）を計算に用いる（D.8 の図 D.7～図 D.11 を参照）。TEM 導波路内に置かれた EUT による測定

電圧は，EUT から放射されるエミッションによって発生する。相関アルゴリズムの要求に従って EUT を

回転（位置を再設定）した後，全ての要求位置での試験が終了するまで，更なる電圧測定を行う。OATS で

の試験を模擬するために，相関アルゴリズムではこれらのデータを用いる。 

注記 エミッション測定の相関性及び相関データについての情報は，[5]，[9]，[22]，[30]，[52]，[54]，
[59]及び[60]から得ることが可能である。 

A.3.2 は，“3 ポジション法”に基づいた相関アルゴリズムについて規定する。他のアルゴリズムも提案

されており，幾つかの種類の EUT に対しては有用である（[47]及び[60]を参照）。 

A.3.2 相関アルゴリズム 

A.3.2.1 一般 

A.3.2.2 及び A.3.2.3 は，独立した二つの相関性を求める手法を規定する。A.3.2.2 は“多極モデル”のた

めの相関アルゴリズムの基本的な手法を規定し，等価的な多極モーメントを決めるために，一連の導波路

試験を使用する。A.3.2.3 は三つの電圧測定を使う，もう一つの相関アルゴリズムの基本的な手法を規定す

る。この後者の手法は，“全放射電力法”ということもある。 

A.3.2.2 多極モデル 

有限の大きさをもつ放射源は，放射源の外側空間において同一の放射パターンになるような等価の“多

極展開”によって置換してもよい。放射源が電気的に小さい場合（電気長 0.1 波長未満の場合）では，多

極展開初項，すなわち，電気及び磁気ダイポールで放射源を正確に模擬する。このことは任意の放射源に

対しても当てはまる。放射源自身が，電気及び磁気ダイポールのようなエレメントだけで構成されている

場合では，波長に対する寸法制限は緩和してもよい。 

TEM 導波路と OATS 又は自由空間データとの相関をとるアルゴリズムの基本的な手法では，多極モーメ

ントを決定するために一連の TEM 導波路試験を用いる。通常，三つの複素直交ダイポールモーメントを

使い，6 回以上の測定を必要とする。基本的な三方位測定法では放射電力は評価できるが，個々の多極モ

ーメントは求められない。放射電力が決まれば，自由空間中又は無限グラウンド面上での放射電界は数値

的に求められる。この方法によって，OATS におけるエミッション規格で要求されている，送信及び受信

アンテナの様々な配置を模擬することが可能になる。 

2 ポート TEM 導波路では，両ポートでの測定は，振幅及び相対位相（入力ポートと出力ポートとの間の

電圧位相差）の両方の情報が得られる（[17]，[44]，[46]，[53]及び[56]を参照）。この方法では，多極モー

メントの大きさ及び位相が決まり，位相の相殺によるヌル点を含んだ放射パターンを正確に模擬してもよ

い。1 ポート TEM 導波路では，相対位相情報が得られない。すなわち，多極モーメントの大きさだけが決

定される（[54]，[59]及び[60]を参照）。相対的な位相情報が未知であるため，1 ポート TEM 導波路の相関

アルゴリズムは，全ての多極モーメントが同位相であると仮定する。これは，推定値の上限だけを与え（[13]，
[43]及び[57]を参照），詳細な放射パターンを模擬することは不可能である。上限の推定は，規格で規定す

る許容値との比較を行うときに有効である。TEM 導波路内には，交差偏波による結合が存在し，エミッシ

ョン測定に対し影響がある（[47]及び[49]を参照）。 

A.3.2.3 1 ポート TEM 導波路の相関アルゴリズム 

A.3.2.3.1 一般 
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1 ポート相関アルゴリズムは，TEM 導波路内における三つの電圧測定に基づいており，それらの測定か

ら EUT の放射電力を計算してもよい。個々のダイポールモーメントは，別々には決定されない。次に，こ

の放射電力値は，同じ放射電力を送信する平行に配置したダイポール（送信及び受信ダイポール）のモデ

ルに基づいて，グラウンド面上の EUT 最大放射電界レベルを模擬するために用いる。 

A.3.2.3.2 TEM 導波路の電圧測定 

次に示す EUT の三つの方向において，TEM 導波路の同軸コネクタ部で電圧を測定する。 

a) 図 D.7～図 D.11 に従って，座標軸（x，y，z）を TEM セルに割り当てる（D.8 を参照）。標準的な

選び方としては，z 軸を伝搬方向，y 軸を垂直電界に平行な方向，及び x 軸を磁界に平行な方向とする。 

b) セプタムの中央を x＝0 として（x＝0，y，z）の位置に EUT の中央を一致させる。 

c) ローカル座標系（x´，y´，z´）を EUT に割り当てる。例えば，図 A.4 に示すように，位置 65 は x´
を x，y´を y，z´を z と位置合わせする。 

d) 座標系（65，41，24），（45，21，14），（15，31，54），及び（35，51，64）の各座標は，直交した

三つの方向を表し，3 ポジション法に適用することが可能である。 

e) 三つの電圧測定値を Vp1，Vp2 及び Vp3 で表すと，EUT による全放射電力 P0 は式(A.1)で与えられ

る（[47]及び[60]を参照）。 

 𝑃 = 𝜂3𝜋 ・
𝑘ଶ𝑒௬ଶ𝑍 ・𝑆ଶ  ···················································· (A.1) 

ここで，係数 S は式(A.2)又は式(A.3)で与えられる。 𝑆 = ට𝑉p1ଶ + 𝑉p2ଶ + 𝑉p3ଶ  ···················································· (A.2) 

 𝑆 = ට10p1|dBିଵଶଵ + 10p2|dBିଵଶଵ + 10p3|dBିଵଶଵ  …………………….…...(A.3) 

 
ここで， Vp1，Vp2，Vp3： 三つの EUT 位置での電圧測定値（V） 
 S： 測定電圧の二乗和平方根（V） 
 k0： 波数（1/m） 


π2

0 k  

λ：波長（m） 
 η0： 自由空間波動インピーダンス（Ω） 

377π120
0

0
0 


  

μ0：真空の透磁率（H/m） 
ε0：真空の誘電率（F/m） 

 Zc： TEM 導波路の特性インピーダンス（Ω）（一般

的に 50 Ω） 
 e0y： TEM モード電界係数（√Ω 𝑚⁄ ）：式(A.1)におい
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て（x＝0，y，z）となる EUT の位置における

電界の正規化 y 成分 

EUT によっては，四つの開始位置（図 A.4 の 65，45，15，及び 35 の位置）の各々で三つの直交位置で

合計 12 の位置において，試験を行う必要がある。最大電圧測定値と対応する二つの直交方向からの電圧測

定値は，3 ポジション法で得られる[29]。 

A.3.2.3.3 電界係数の決定 

電界係数は，次によって決定する。 

a) ここで規定するアルゴリズムでは，TEM モード電界の主成分である y 成分を用いる。高次電界モード

は，直接的にはポート電圧と関連しない。電界係数 e0y は，任意の EUT の試験位置における TEM モー

ド電界の正規化された y 方向成分である。電界係数 e0y を得るための二つの可能な手順は，次による。 

特定の種類及びサイズに対する TEM 導波路の電界係数 e0yは，製造業者が用意しなければならない。 

b) 実験的な手順 電界係数 e0y は，既知の入力電力 Pi（W），及び空のセルに対する EUT の中心の位置

（x，y，z）における電界の y 成分 Ey（V/m）の測定から，実験的に式(A.4)によって決定可能である。 𝑒௬ = 𝐸௬(𝑥, 𝑦)ඥ𝑃   ···················································· (A.4) 

c) 解析的な手順 [60]に示すような長方形の断面をもつ TEM セルに対して，正規化された TEM モード

成分の電界係数 e0y は，次の式(A.5)で解析的に近似可能である。 𝑒௬ = 4𝑎 ඥ𝑍 ⋅  ൭cosh(𝑀 ⋅ 𝑦)sinh(𝑀 ⋅ ℎ) ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝑀 ⋅ 𝑥) ⋅ 𝑠𝑖𝑛 ቀ𝑀 ⋅ 𝑎2ቁ ⋅ 𝐽(𝑀 ⋅ 𝑔)൱∞

ୀଵ,ଷ,ହ⋯   ································· (A.5) 

 
ここで， M： 

a
mM π

 （1/m），m＝1,3,5,…,∞ 

 a： z におけるセルの幅（m）（D.8 の図 D.7～図 D.11 を参照） 
 h： z におけるセプタム高（m） 
 g： z におけるセプタムと外部導体との間隔（m） 
 x，y，z： EUT 中心からの位置（m） 
 J0： 0 次ベッセル関数 

この級数の僅かな項だけで e0y のよい近似が可能である。いろいろな構造での電界係数の計算結果

は[43]に記載されている。 

A.3.2.4 OATS との相関 

OATS 上に設置した EUT からのエミッションは，TEM 導波路試験で評価した全放射電力が，完全伝導

上の理想的な半自由空間に置かれたダイポール（EUT の代替）による放射電力と同じであると仮定してい

る。 

単体のダイポールからの電界の式はよく知られており，理想的なグラウンド面は，イメージダイポール

という概念を導入することによって説明される。OATS 法で要求されるように受信アンテナを等価的に上

下させて電界を求める。水平及び垂直の二つの偏波のうちの最大値が，最大電界 Emax である。受信アンテ

ナの高さを上下することによって決定した係数 gmax を用いて，最大電界の推定値 Emax（V/m）は，式(A.6)
及び式(A.7)によって算出する。 
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𝐸୫ୟ୶ = 𝑔୫ୟ୶ඨ3𝜂4𝜋 𝑃  ···················································· (A.6) 

 𝐸୫ୟ୶ = 𝑔୫ୟ୶ ∙ 𝜂𝑘2𝜋𝑒௬ ∙ 𝑆ඥ𝑍  ···················································· (A.7) 

 
ここで， S： 測定電圧の二乗和平方根（V），式（A.2）で定義 
 k0： 波数（1/m） 


π2

0 k  

λ：波長（m） 
 η0： 自由空間波動インピーダンス（Ω） 

377π120
0

0
0 


  

μ0：真空の透磁率（H/m） 
ε0：真空の誘電率（F/m） 

 Zc： TEM 導波路の特性インピーダンス（Ω）（一般的に 50 Ω） 
 e0y： TEM モード電界係数（√Ω 𝑚⁄ ）：式(A.1)において（x＝0，y，

z）となる EUT の位置における電界の正規化 y 成分 
 P0： 全放射電力（W） 

gmax（1/m）は，式(A8)で求める。 

𝑔୫ୟ୶ = ⎩⎪⎨
⎪⎧ቤ𝑒ିబభ𝑟ଵ − 𝑒ିబమ𝑟ଶ ቤ୫ୟ୶ = ቤ 1𝑟ଵ𝑟ଶ ൣ𝑟ଶଶ + 𝑟ଵଶ − 2𝑟ଵ𝑟ଶ cos൫𝑘(𝑟ଶ − 𝑟ଵ)൯൧ଵଶቤ୫ୟ୶      水平偏波

ቤ 𝑆ଶ𝑟ଵଶ 𝑒ିబభ𝑟ଵ + 𝑆ଶ𝑟ଶଶ 𝑒ିబమ𝑟ଶ ቤ୫ୟ୶ = ቤ 𝑆ଶ𝑟ଵଷ𝑟ଶଷ ൣ𝑟ଶ + 𝑟ଵଷ − 2𝑟ଵଷ𝑟ଶଷ cos൫𝑘(𝑟ଶ − 𝑟ଵ)൯൧ଵଶቤ୫ୟ୶  垂直偏波

  (A.8) 

次のパラメータは図 A.5 で示している（A.7 を参照）。 
ここで， r1： ダイポールアンテナと受信アンテナとの間の距離（m） 𝑟ଵ = ට𝑠ଶ + ൫𝑅ு − ℎ൯ଶ 
 r2： イメージダイポールと受信アンテナとの間の距離（m） 𝑟ଶ = ට𝑠ଶ + ൫𝑅ு + ℎ൯ଶ 
 s： 適用しようとする規格で定められている受信アンテナとダイ

ポールとの間の水平距離（m）。この値は 30 m，10 m 又は 3 
m である 

 hg： グラウンド面からの EUT の高さ（m） 
 RH： グラウンド面からの受信アンテナの高さ（m） 

この値は，1 m～4 m の範囲で変える。 

 

距離 r における自由空間，かつ，遠方界の電界最大値は，𝐸୫ୟ୶ = ඥ(𝜂𝐷୫ୟ୶𝑃) (4𝜋)⁄ /𝑟で与えられる。こ

こで，Dmax はアンテナの最大指向性である。式(A.6)は，Dmax を 3 に設定し，イメージダイポールアンテナ

との距離 r を幾何係数 gmax で置き換えることによって得られる。Dmax=3 という値は小さいアンテナに対す

る上限となっており，これは電気及び磁気ダイポールのいずれも最大指向性である方向に向き，かつ，両

者の位相がそろった場合の結果である。電気又は磁気ダイポール単独では，Dmax＝1.5 である。通常は電気
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又は磁気ダイポールの一方が支配的であるため，非意図的放射源に対してはより適切である。このことか

ら，式(A.6)は“最悪の場合”とみなされる。 

D は EUT の指向性であり，一般に，仮定した値，周知の値又は測定した値のいずれかである。1 ポート

TEM 導波路相関アルゴリズムは，全放射電力対 OATS におけるスキャンボリューム内の指向性選択に基づ

く“最悪の場合”の推定値を想定している。他の全放射電力を測るエミッション試験法，例えば，反射箱

法などに対しては，D＝1.5 又は 1.7 である。この規格の目的に対しては，小さい EUT の“最悪の場合”の

指向性として D＝3 になる。 

この相関法は，6.2 に定義される小さい EUT に対しても有効である。 

注記 寸法（フォームファクタ）と機能が類似している製品クラスについては，その代表的な製品を

使用して，TEM 導波路と OATS とが比較される。この比較は基準となるため，特定の製品クラ

ス内の他の製品については TEM 導波路試験だけを実施する必要がある。 

もう一つは，TEM 導波路の測定結果と自由空間における電界強度との相関である。自由空間（又は等価

な全電波無響室）の場合は，グラウンド面による反射項（式(A.8)中の下付き添字 2 の項）は省略すること

が可能である。 

Emax は，単位デシベル・マイクロボルト毎メートル dB(μV/m)を用いて，式(A.9)で表してもよい。 𝐸୫ୟ୶ = 20 logଵ(𝑔୫ୟ୶) + 10 logଵ(𝑃) + 139.5  ·························· (A.9) 

係数20 logଵ(𝑔max)は，毎回計算するか，又は標準的な配置の場合，既知の値によって決定可能である。 

Emax は，測定電圧の関数としても表現可能である。式(A.1)の P0 及び式(A.2)の S を式(A.6)に代入して，

デシベル・マイクロボルト毎メートル［dB（μV/m）］に変換すると，式(A.10)となる。 
 𝐸୫ୟ୶ = 20 logଵ(𝑔୫ୟ୶) + 20 logଵ ቆቤ 𝜂𝑘2𝜋 ∙ 𝑒௬ቤቇ + 10 logଵ ቆ𝑆ଶ𝑍 ቇ + 120  ···················· (A.10) 

A.4 エミッション測定の補正係数 

A.4.1 基準エミッション源 

補正係数は，明確に特性付けられた OATS のエミッション測定結果によって，一連の基準エミッション

源を用いて決めることが可能である。基準エミッション源は，TEM 導波路内で測定する EUT のタイプ（箇

条 6 を参照）に基づいて選択する。典型的な基準エミッション源として，次の a)～e)の 5 種類とすること

が望ましい。a)～e)は，CISPR 32 [68]で規定する卓上装置を代表している。 

a) 小さい EUT の一例としての，広帯域アンテナを備えた電池駆動の広帯域コムジェネレータ（comb 
generator: 周波数一定間隔のスペクトルを放射する機器）。広帯域コムジェネレータの最大寸法は，0.1h
未満とすることが望ましい。ここで，h は TEM 導波路の導体間の間隔である。0.1h 未満の大きさを満

たす広帯域コムジェネレータが入手できない場合には，0.35h 未満の広帯域コムジェネレータを使用

してもよい。この場合は，用いた広帯域コムジェネレータのサイズ及びタイプ並びに規定するサイズ

（0.1 h）を試験手順の同じ箇所に記載する。また，EUT の最大寸法は，最高試験周波数の波長よりも

小さいことが望ましい（6.2 を参照）。 

b) 外部接続ケーブルのない大きい EUT の一例としての，ケーブル付き電池駆動広帯域コムジェネレー

タ（6.3 を参照）。広帯域コムジェネレータのケーブルは，試験領域の境界まで伸ばすことが望ましい
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が，試験領域の境界を越えてはならない。 

c) 外部接続ケーブル付きの大きい EUT の一例としての，外部接続ケーブル付き電池駆動広帯域コムジ

ェネレータ。このケーブルを伸ばして吸収クランプを装着する。 

d) 外部接続ケーブルが複数ある大きな EUT の一例としての，2 本以上の外部接続ケーブルをもっている

広帯域コムジェネレータを組み込んだ幅 480 mm のきょう（筐）体（19 インチラック）。 

e) a)～d)のいずれかのフォームファクタをもつ EUT で，広帯域ノイズ源（コムジェネレータではなく）

を内蔵しているもの。 

a)～d)の例において，広帯域コムジェネレータは 10 MHz 以下の間隔で，対象周波数範囲全てにわたっ

て線スペクトルを発生することが望ましい。 

発生するスペクトラムは，測定実施中，1 dB 未満の安定度をもつことが望ましい。 

注記 ノイズ源の最大寸法が 0.1h よりも小さい場合，TEM モードの乱れが最小であると仮定すること

が可能である。 

特定の種類及びサイズの TEM 導波路を製造している業者に対して，a)～d)に示す EUT を用いて，同じ

種類及びサイズの四つ以上の TEM 導波路，並びに四つ以上の異なる OATS においてエミッション測定を

行うことが望ましい。その結果は，同じ種類及びサイズの TEM 導波路に対して有効となる。それぞれの

測定サイトの試験では，全ての周波数において同一の EUT 配置，測定用受信機の検波機能，測定時間及び

帯域幅を用いることが望ましい。TEM 導波路測定電圧値を OATS 電界強度値に変換するために，図 A.3 に

おける三つの座標系を基準とした相関アルゴリズムとして 3 ポジション法を適用することが望ましい。 

A.4.2 小さい EUT の配置 

試験は，TEM 導波路内において小さい EUT の例を用い，特定の試験順序に従って行う。EUT は，例え

ば試験支持台（発泡スチロールブロックなど）の上で，三つ以上の直交配置に向きを変えて，試験空間の

中心に配置する（A.7 の図 A.1 及び図 A.2 を参照）。固定された EUT を収めるための非導電性の立方体，

又はマニピュレータの使用によって，回転を補助することが可能な場合がある。 

A.4.3 小さい EUT の補正係数の計算 

小さい EUT の例の場合，次に示す統計的な補正係数を用いると，OATS の電界強度と 3 ポジション法を

用いて変換した TEM 導波路内での電界強度との一致の程度が改善する。 

導波路内のエミッション測定は，全放射電力法に基づいている。したがって，全ての可能な配置が考慮

されている。TEM 導波路での測定値と OATS での測定値とを比較する場合，測定者は，OATS における最

大放射となる EUT の配置を選ぶことが望ましい。 

補正係数の計算は，各周波数で TEM 導波路での相関係数を考慮した電界強度と OATS での測定電界強

度とのそれぞれの平均値及び標準偏差の差に基づいている。小さい EUT の例に対して，付加的な放射パタ

ーンの補正係数は，OATS と TEM 導波路との結果の一致の程度を改善する。各周波数 f の補正係数 cf を，

式(A.11)を用いて計算する。 𝑐 = 𝑥 − 𝑑௦, − 𝑡  ·················································· (A.11) 

 
ここで fx

： 

TEM 導波路の電界強度の平均値と OATS の電界強度の平均

値との差（V/m） 
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 ds, f： 複数の TEM 導波路の読み値の標準偏差と複数の OATS の読

み値の標準偏差との差［式(A.13)を参照］（V/m） 
 t： 放射パターンの不確かさ係数［式(A.19)を参照］（V/m） 

小さい EUT は，理想的な放射パターンをもたないことがある。理想的な放射パターンと実際の放射パタ

ーンとの違いは，式(A.10)の係数 t によって考慮している。また，異なる OATS での測定，及び異なる TEM
導波路での測定でも，偏差をもたらすことがある。これは式(A.11)の ds,f によって考慮している。典型的な

t 及び ds,f の大きさは，1 dB である。 

各周波数の電界強度の結果の平均値の差は，式(A.12)で求める。 

�̅� = ൭1𝑛  𝑔, − 1𝑚  𝑜,
ୀଵ


ୀଵ ൱  ·················································· (A.12) 

 
ここで， gi, f： 周波数 f において，特定の種類及び大きさをもつ，複数の

TEM 導波路を用いた i（＝1…n）個目の相関のとれた電界強

度測定値（V/m）（A.3.2.4 を参照） 
 ok, f： 複数の OATS を用いた k（＝1…m）設備目の測定結果

（V/m） 
 f： 周波数（Hz） 

注記 1 gi, f 及び ok, f は対数正規分布に従うので，式(A.12)は対数スケールで表現可能である。 

TEM 導波路と OATS との複数の読み値の標準偏差の差は，式(A.13)で求める。 𝑑௦, = 𝑠, − 𝑠ୗ,   ·················································· (A.13) 

STEM,f は，ボルト毎メートル（V/m）で表す TEM 導波路における複数の電界強度値の標準偏差であり，

式(A.14)で求める。 

𝑠TEM, = ඨ∑ ൫𝑔, − �̅�൯ଶୀଵ 𝑛 − 1   ·················································· (A.14) 

 

また，SOATS,f は，ボルト毎メートル（V/m）で表す一つ以上の OATS における電界強度値の標準偏差であ

り，式(A.15)で求める。 

𝑠OATS, = ඨ∑ ൫𝑜, − 𝑜൯ଶୀଵ 𝑚 − 1   ·················································· (A.15) 

これらの標準偏差の式において，ボルト毎メートル（V/m）で表す TEM 導波路のレベルの平均値𝑔及び

OATS のレベルの平均値𝑜は，式(A.16)及び式(A.17)で求める。 𝑔 = 1𝑛  𝑔,
ୀଵ   ·················································· (A.16) 

 𝑜 = 1𝑚  𝑜,
ୀଵ   ·················································· (A.17) 

TEM 導波路が唯一（n＝1）のものの場合，例えば，一試験室内での科学的な使用のために設置されたも

TEM 導波路 

OATS 
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のなど，この特定の導波路の補正係数の決定には𝑠, = 0を用いる。したがって，同じタイプで同じ大き

さのものであっても，唯一の TEM 導波路からの結果を他の TEM 導波路の検証に使用することは不可能で

ある。 

各々の特定の導波路に対して，放射パターンの不確かさ係数 t は，例えば，0°，45°，90°，135°，180°，
225°，270°及び 315°の八つの開始位置において行った，一連の 3 ポジション法に基づく試験から導出する。

例えば，A.7 の図 A.4 の位置 65（xx´yy´zz´）の開始位置では，EUT は y 軸の周りに上記の角度だけ回転さ

せる。各開始位置において 3 ポジション法を適用すると，一連の八つの相関電界強度 Eα を得る。Eα は，8
× 3 ＝ 24 個の電圧の読み値を用いている。 𝐸തఈ は，平均電界強度であり，具体的には，𝐸ത° =(𝐸° + 𝐸ଽ°) 2⁄ , ⋯ , 𝐸തଶଶହ° = (𝐸ଶଶହ° + 𝐸ଷଵହ°) 2⁄ である。最大電界強度 Eα,max は，90°ずつ離れた二つの電界強度

から求めると，次の式のようになる。 𝐸°୫ୟ୶ = max(𝐸° + 𝐸ଽ°), ⋯ , 𝐸° ୫ୟ୶ = max(𝐸ଶଶହ° + 𝐸ଷଵହ°) 
標準偏差係数は，式(A.18)で求める。 

𝑡90°, = ඨ∑ ൫𝐸ఈ,max − 𝐸തఈ൯ଶଶଶହ°∩ଷଵହ°ఈୀ°∩ଽ° 𝑙 − 1   ············································ (A.18) 

 
ここで l： 開始位置の数（上の例では八つ） 

最終的な放射パターンの不確かさ係数 t は，それらの平均として，式(A.19)で求める。 𝑡 = 1𝑛 ൫𝑡ଽ°,൯
ୀଵ   ·················································· (A.19) 

注記 2 係数 t のアプローチの代わりに，6 配置法[42]又は 12 配置法[55]を考慮可能であり，重要な条件

は，最大放射電力値を捕捉することである。比較データを[28]及び[29]に示す。 

A.5 TEM 導波路によるエミッション測定の手順 

A.5.1 EUT のタイプ 

A.5.1.1 小さい EUT 

小さい EUT は，TEM 導波路内で二とおりの向きを開始位置として試験する。最初の向きの開始位置は

任意とする。ただし，2 番目の向きの開始位置は，最初の向きの開始位置から図 A.4（A.7 を参照）で示す

ように回転した位置とする。各向きの開始位置に対して，適切な相関アルゴリズムのために EUT を回転す

る。例えば，A.3.2.3.2 で規定する方法は，三つの方向での測定を要求する。この手順は，図 A.4 の開始の

向きの位置 65 及び 15，又は 45 及び 35（合計 2×3＝6 配置）で行う。各周波数において，二組の測定デー

タから最も高いレベルの相関電界強度を報告書に記載する。 

注記 周波数範囲は，適用するエミッション許容値又は試験対象によって決まり，小さい EUT に対して

は，通常，30 MHz～1 GHz である。使用可能な周波数範囲は，TEM モード検証試験によって決め

られている（5.2.2 を参照）。 

A.5.1.2 大きい EUT 

大きい EUT は，図 A.4 に示す 12 方向の配置を用いて試験可能である（A.7 を参照）。EUT の配置ごと

に，出力ケーブルは，外側の壁まで，一次 TEM モードの電界成分（例えば D.8 の図 D.7 の y 軸を参照）に
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できるだけ近づけて配置する。さらに，ケーブルは壁に沿って出口まで配線する。相互接続ケーブルは，

代表的な EUT の使用方法で配置する。 

12 方向の最大受信電圧を求め，式(A.21)で得られる TEM 導波路の等価アンテナ係数𝐹a,TLを用いて，式

(A.20)に従って電界強度𝐸max,TLに変換する。 𝐸୫ୟ୶, ＝𝐸୫ୟ୶ ∙ 𝐹ୟ,   ·················································· (A.20) 

 𝐹a,TL = 𝜂𝑍 ℎ𝑟TL 1𝜆  ·················································· (A.21) 

 
ここで， 𝑟TL： TEM 導波路の測定ポートから EUT 位置までの距離 

この TEM 導波路の最大電界強度は，式(A.22)に従って OATS の測定距離 s に正規化することで OATS 基

準の放射限界𝐸max（A.1 を参照）と比較可能である。 
 𝐸୫ୟ୶ = 𝐸୫ୟ୶,  ∙ 2 ∙ 𝑟TL𝑠   ·················································· (A.22) 

A.5.2 EUT 配置 

参考として，次の情報を示す。 

EUT は，試験領域（5.2.2 を参照）の中央で，マニピュレータ［3.1.13 並びに A.7 の図 A.1，図 A.2 b)及
び図 A.2 c)を参照］又は試験用支持台の上に置く（3.1.24 を参照）。 

ケーブルのない EUT はマニピュレータの回転中心に固定する。マニピュレータを使用すると，EUT は

その電気的な中心（EUT の幾何学的な中心と同一であると仮定することが可能である。）の周りで回転す

る。 

ケーブルのある EUT に対しては，次のケーブル配置を適用する。接続ケーブルは，CISPR 16-2-3 : 
2016+AMD1 : 2019，6.4 及び 7.5.4 [67]に従って束ねることが望ましい。接続ケーブルは，EUT のきょう

（筐）体に対して垂直に引き伸ばさなければならない。再現性の良い測定結果を得るためには，接続ケー

ブル及び EUT の位置は変えないことが望ましい。ケーブルが長すぎる場合には，接続ケーブルは，CISPR 
16-2-3 : 2016+ AMD1 : 2019，6.4 [67]に従って束ねることが可能である。 

外部接続ケーブルは，EUT のきょう（筐）体から試験領域の境界面に垂直に引き伸すことが望ましい。

ケーブルは試験領域の境界に沿って，対角線軸上で試験領域の下の隅へ向けて引き伸ばす（図 A.1 を参照）。

図 A.2 b)に示すポジショナ（EUT を配置し，位置決めを行うジグ）を用いて，外部接続ケーブルは対角線

軸に沿って引き伸すことが望ましい。このケーブルは，例えば，非導体クランプで固定することが望まし

い。外部接続ケーブルは，試験領域の下の隅で，かつ，対角線角の場所から TEM 導波路のグラウンド面に

ある吸収クランプまで引き伸ばすことが望ましい。複数のケーブルは，約 100 mm 離さなければならない。

TEM 導波路のグラウンド面上では，各ケーブルは，個別の吸収クランプ又はクリップ形フェライトによ

って終端する（[1]を参照）。吸収クランプ又はクリップ形フェライトの挿入損失は，周波数範囲 30 MHz～
1 000 MHz において 15 dB よりも大きいことが望ましい。接続ケーブルは，吸収クランプ又はクリップ形

フェライトによって終端する前に，TEM 導波路のセプタム又は外部導体に接触しないことが望ましい。
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EUT から吸収クランプの端面までの長さは，通常の場合 1.3 m とする。ケーブルが 1.3 m よりも短いとき

は，全てのケーブルは，吸収クランプ端面までそのまま引き伸ばす。ケーブルが 1.3 m よりも長いときは，

1.3 m 以上の部分を吸収クランプ端面まで引き伸ばす（図 A.1 を参照）。外部接続ケーブルは，吸収クラン

プから壁又は床のコネクタまで引き伸ばして，TEM 導波路の外側の関連装置に接続する。 

A.6 試験報告書 

報告書には，式(A.23)に従って補正した電界強度 E 及び補正していない電界強度 Emax の両方の結果を記

載しなければならない。 𝐸 = 𝐸୫ୟ୶ − 𝑐   ·················································· (A.23) 

式(A.6)から Emax をボルト毎メートル（V/m）で，式(A.11)から cfをボルト毎メートル（V/m）で，又は式

(A.24)をデシベル（dB）で表す。 
 𝐸|ୢ = 𝐸୫ୟ୶|ୢ − 20 logଵ൫𝑐൯ − 120  ······························(A.24) 

A.7 この附属書の図 

 

 
a) 側面図 

 

 
b) 上面図 

 EUT から吸収クランプの端面までの長さは，通常の場合，約 1.3 m とす

る。 
 

 
相互接続ケーブ

  

外部接続ケーブ

クランプ クランプ 
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図 A.1－対角線角の角及び試験空間の下の隅への外部接続ケーブルの配線（A.5.2 を参照） 

 

 
a) 対角線軸及び対角線角（A.5.2 を参照） 

 

 
b) 側面図 

 

 
c) 上面図 

注記 図 A.1 の配置と類似しており，このポジショナは対角線軸の周りに 3 回，

120°ずつの回転によって三つの直交の位置を与える。 
 

 

 

 

対角線軸 

35.3° 

 

 

 
対角線軸 

ケーブル 

ターンテーブル天板 

 

 

 

 

 

導波路導体 

導波路導体 

対角線軸 

導波路中心線 

3 位置 120°ずつ回転 

対角線角 54.7° 
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図 A.2－基本的な対角線軸ポジショナ又はマニピュレータ（3.1.13，A.4.2，A.5.1.2 及び A.5.2 を参照） 

 

  
a) EUT を模したサイコロ展開図  b) 位置 65 のアライメント  

注記 1 x 軸，y 軸及び z 軸は，TEM 導波路の座標軸を表し，z 軸は伝搬方向であり主電界成分は y 軸に沿っ

て分極される。各 EUT の位置は，正の z 方向の番号及び正の y 方向の番号の二つの番号で構成され

る。したがって，図 A.3 b)は，図 A.4 に示すように EUT を位置 65 に表示する。 
注記 2 ほとんどの EUT では，位置 65 は位置 62 と重複する。一般的に各位置に位置名の 2 桁目の合計が 7

である重複位置がある（例：位置 46 及び位置 41，位置 64 及び位置 63）。 

図 A.3－EUT を模したサイコロ展開図及びアライメント[26]（A.3.2.3.2 を参照） 
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位置 65 
xx´yy´zz´ 

位置 45 
x(-z´) yy´zx´ 

位置 15 
x(-x´) yy´z(-z´) 

位置 35 
xz´yy´z(-x´) 

 
   

位置 31 
xy´y(-z´) z(-x´) 

位置 51 
xx´y(-z´) zy´ 

位置 41 
x(-y´) y(-z´)zx´ 

位置 21 
x(-x´) y(-z´)z(-y´) 

 
   

位置 24 
x(-z´) yx´z(-y´) 

位置 14 
xy´yx´z(-z´) 

位置 54 
xz´yx´zy´ 

位置 64 
x(-y´) yx´zz´ 

注記 1 この図では，x，y，及び z は TEM 導波路の座標軸を，x'，y'，z'は EUT の座標軸を示し，電界は y 軸

に沿っており，z 軸方向に伝搬する。EUT の仮想(又は幾何学的又は位相)中心は，TEM 導波路導体に

対して同じ位置を維持する。 
注記 2 これらの 12 個の測定位置は，まず測定位置 65 を起点として，EUT を TEM 波導波路の y 軸周りに－

90°ごとに 3 回転させ，測定位置 45，15，35 を得る。その後，z 軸周りに－90°回転させ，測定位置

31 を得た後，更に y 軸周りに-90°ごとに 3 回転させ，測定位置 51，41，21 を得る。最後に，z 軸周

りに－90°回転させ，測定位置 24 を得た後，更に y 軸周りに－90°ごとに 3 回転させ，測定位置 14，
54，64 を得る。これによって，必要な 12 個の重複しない測定位置を得ることが可能である。 

注記 3 ［位置（65，41，24），位置（45，21，14），位置（15，31，54），及び位置（35，51，64）］の 3 組の

測定位置は，三つの直交配向を形成し，3 ポジション法に利用可能である。同様に，イミュニティ試

験においては，最小限の八つの面は，例えば，この図の 1 行目と 3 行目とにある位置（24，14，54，
64）及び位置（65，45，15，35）の二つの 4 配向で構成可能である。 

図 A.4－代表的な EUT の重複のない 12 面及び軸の配向[26]（A.3.2.3.2 を参照） 
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 注記 z 軸は，グラウンド面と平行で，かつ，伝搬方向に向いている。これは，TEM 導波路の座標（z 軸は導

体に平行で伝搬方向に向いている場合）と一致している。 
 

図 A.5－OATS のエミッション測定の配置（A.3.2.4 を参照） 

 

 

 

受信アンテナ 

 

仮想 EUT 
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附属書 B 
（規定） 

TEM 導波路によるイミュニティ試験 
 

B.1 概要 

この附属書は，TEM 導波路によるイミュニティ試験について規定する。その目的は，入射電磁界に対す

る電気及び電子機器のイミュニティ試験を可能にすることである。 

試験は，特定の配置で行う。また，試験のセットアップ及び許容範囲又は試験レベルは，特定の製品規

格又は製品群規格によって規定される。 

B.2 試験装置 

B.2.1 一般 

試験に用いる装置は，次による。 

a) TEM 導波路：EUT を中に収めるのに十分な広さの，均一な電界が維持可能な大きさのもの。 

b) EMI フィルタ 

c) RF 信号発生装置群：電界レベルを設定するとき，TEM 導波路内の進行波電力及び反射電力を監視す

ることが有用となる。高周波電圧計又は電力計とともに方向性結合器を用いると，RF 信号発生器の公

称電力ではなく，TEM 導波路への実効進行波電力が測定可能である。高周波電圧計，電力計及び方向

性結合器は，試験を行う周波数範囲で使用できなければならない。 

d) 電力増幅器 

e) 電界センサ：3 軸直交電界成分が独立に測定可能なもの。プローブヘッドの回路及び OE（光－電気）

変換器は，測定する電界に対するイミュニティを満足しなければならない。TEM 導波路の外に置く表

示器へ接続する光ファイバの他，適切にフィルタリングした信号線を使ってもよい。TEM 導波路には，

直交 3 軸成分を独立に電界が測定可能な電界プローブが必要である。小形 1 軸アンテナを使用する場

合には，各軸成分を個々に測定するために位置を変えなければならない。 

f) 電力値を記録する関連装置 

B.2.2 試験設備 

TEM 導波路では，TEM モードはイミュニティ試験のための入射平面波と等価である。理想的な平面波

は任意の定位相面内では変化しないが，伝送線路内の TEM モード電界は，定位相面内で個々の断面構造

によって変化する。電波無響室及び TEM 導波路のいずれの方法も，EUT が装荷される前の平面波の電磁

界分布を基本としている。TEM モード電界分布は電波無響室内の垂直偏波とより似ているが，電波無響室

内の水平偏波の電界分布はグラウンド面反射によって，ひずみを受けやすくなる。 

注記 TEM セル自体がシールドされたきょう（筐）体として機能する。オープンストリップラインは，

通常，外部との遮蔽を確保するために，より大きなシールドルームに設置する。大きなシールド

ルームに吸収材を使用することによって電界の均一性を向上させることが可能である。 

B.3 電界均一性の校正 

表 B.1 にない領域は，提案した領域を含む最小の 0.5 m 格子によって定義した格子数を用いて，校正し
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なければならない。格子間隔は，各辺で等間隔にしなければならない。試験セットアップにおいては，EUT
のそれぞれの試験面を，この平面と一致させて照射しなければならない（B.8 の図 B.2 を参照）。 

表 B.1－均一領域での校正点 

領域の大きさ 測定ポイントの配置及び数 
1.5 m×1.5 m 4×4＝16 
1.0 m×1.5 m 3×4＝12 
1.0 m×1.0 m 3×3＝9 
0.5 m×1.0 m 2×3＝6 
0.5 m×0.5 m 4＋1（中央）＝5 

0.25 m×0.25 m 4＋1（中央）＝5 
 

例 1 20 cm×20 cm 領域では 4＋1（中央）＝5 点，80 cm×80 cm 領域では 3×3＝9 点，1.2 m×0.6 m 領

域では 4×3＝12 点 

例 2 1.2 m×0.6 m の均一領域では基本格子の大きさは，0.4 m×0.3 m 

均一領域の要求事項は，5.2.2.3 の TEM モードの立証法が基になっている。通常，電界均一性は主電界

成分（TEM モード）に対して立証される。合成電界強度をその代わりとして用いる場合には，上記の全て

の要求事項を満たし，5.2.2.3 の二次電界成分の要求事項も満たすことを示さなければならない。電界の均

一性に関する更なる情報は，[22]を参照。 

B.4 試験レベル 

試験レベルの指針を，表 B.2 に示す。 
 

表 B.2－試験レベル 

試験レベル 試験電界強度 
V/m 

1 1 
2 3 
3 10 
X 特殊 

注記 X は，オープン試験レベルである。このレベ

ルは製品仕様で指定される。 

B.5 試験セットアップ 

B.5.1 卓上型装置の試験配置 

TEM 導波路の場合，テーブルの高さについては，ほかのイミュニティ試験で規定している典型的な非導

電性のテーブルの高さ 0.8 m を用いるのではなく，それぞれの位置において，均一領域内に EUT の照射面

が来るように，固有の形状及び寸法の試験用支持台（3.1.24 を参照）又はマニピュレータ（3.1.13 を参照）

の上に EUT を配置する（B.8 の図 B.1 を参照）。 

B.5.2 床置型装置の試験配置 

TEM 導波路については，それぞれの位置において均一領域内に EUT の照射面が来るように，試験用支

持台の上に EUT を配置する。非導電性の試験用支持台は，EUT 及び電界のひずみが不意に接地状態にな

ることを防止する。試験用支持台は，金属構造体を絶縁被覆するのではなく，大部分は非導電性のものと
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する。 

B.5.3 配線の配置 

配線は，EUT から 1 m の距離を電磁界にさらし，かつ，EUT と水平又は xy 平面の対角線に沿って，TEM
導波路の外部導体（例えば TEM セルの壁又は床）に向かって，床の上に引き伸ばす。ケーブルは，外部導

体又はセプタムに沿った z 方向に配置してはならない。TEM 導波路の外部導体又はセプタムに対して平行

に引き伸ばすケーブルは，これらの導体から 0.1 m 以上離さなければならない。外部接続ケーブルは，吸

収クランプによって終端する（A.5.2 を参照）。外部接続ケーブルの終端は，均一領域の境界に配置する。

吸収クランプの特性の指針については，CISPR 16-1-4 を参照。 

B.6 試験手順 

通常，試験は，信号発生器側のポートに面した EUT の 4 面，それぞれについて行う。 

TEM 導波路については，電界の偏波は単一方向となる（通常は垂直方向）。したがって，EUT が確実に

水平偏波及び垂直偏波に同等にさらされるために，EUT を回転させる必要がある。例えば，最初の EUT の

照射面に再び配向するために，均一電界に対して垂直の軸の周り（TEM モードの伝搬方向）に 1 回 EUT
を 90°回転させれば，水平偏波と同等の垂直偏波電界にさらしたことになる。さらに，EUT のほかの面に

電界をさらすために，均一電界に沿った水平軸について同様に，90°ずつ，3 回 EUT を回転させる（B.8 の

図 B.1 参照）。しかし，例えば，TEM 導波路上部に回路基板を貼り付けて試験するような，EUT の置き方

（配向）に制限がある一部の TEM 導波路では，試験が制限される可能性がある。 

代替方法として，TEM 導波路を EUT の周りで回転させるか，又は同じ偏波を達成するための同じ動作

を行う複数偏波 TEM 導波路（D.8 の図 D.10 を参照）を用いてもよい。 

周波数のステップ幅は，直前の周波数の 1 %とする。各周波数での測定時間は，0.5 秒未満にならない範

囲で，EUT が動作及び応答するのに必要な時間以上とする。1 秒間が望ましい。 

RF 信号レベルの調整又は信号発生器の切替えを行うために信号の発生を休止しながら，周波数 1 kHz の

正弦波による 80 %振幅変調で，上記の要求事項及び周波数ステップに従って，試験する周波数範囲まで試

験を行う。 

複数の部品で構成する EUT の場合，回転しているときに部品の位置を維持することに注意することが

望ましい。このために，EUT 並びに部品及びケーブルを試験用支持台又はマニピュレータにしっかり固定

する必要がある。 

B.7 試験結果及び試験報告書 

通常の放射イミュニティ試験報告書の内容に加え，TEM 導波路の寸法の詳細，種類及び立証方法を記録

する。 

B.8 この附属書の図 
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a) 垂直偏波 

 

 
b) 水平偏波 

 E：主電界成分 
H：磁界 
k：伝搬方向（波のベクトル） 
回転軸点のフィルタ側のケーブルの配置は，固定しておく。回転している間，試験支持台（3.1.24）は，

位置を変更してもよい。複数の装置で構成する EUT は，試験支持台又は同等の台に固定し，同等の方法

で回転させる。発生する偏波電界に対する同等の EUT を達成できるマニピュレータ，及び回転可能（[6]
を参照）な導波路又は複数偏波 TEM 導波路（D.8 の図 D.10 を参照）を用いてもよい。 

 
図 B.1－単一偏波 TEM 導波路の試験セットアップ例（B.5 を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TEM 導波路導体 

TEM 導波路導体 

フィルタへ 

フィルタへ 

絶縁支持台 

絶縁支持台 

フェライトクランプ 

フェライトクランプ 

回転軸点 

回転軸点 
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a) 側面図 

 

 
b) 断面図 

 注記 5.2.2.1 の B.2.3 による GTEM セルの 3×3 の校正点をもつ均一領域の例。図 B.2 b)は，均一領域の可能な最大

寸法を示す。均一領域（平面）の境界は，外側の校正点によって決まる。校正点は，試験領域の外側に置かな

い（5.2.1 及び D.8 の図 D.7～図 D.11 を参照）。また，5.2.1 の L 及び hEUT の記載も参照。 
 

図 B.2－TEM 導波路の均一領域校正点（B.3 を参照） 

試験領域 

均一領域（側面図） 

校正点 

セプタム 

電波吸収体 

入力ポート 

均一領域 
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セプタム 
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附属書 C 
（規定） 

TEM 導波路による HEMP 過渡試験 
 

C.1 概要 

この附属書は，電気又は電子装置及びシステムに対する高々度電磁パルス（HEMP）イミュニティ試験

について規定する。その意図は，製造事業者が機器及び小形システムを認定し，他の EMC 目的のために

既に規定されている，多くの同様の認証機関でのイミュニティ試験を使用可能にすることである。 

HEMP の分野では，“HEMP シミュレータ”は，しばしば，HEMP 環境（[66]を参照）を正確に発生する

多くの種類の試験設備を表す用語として用いられる。しかし，この附属書では，この用語は，定義された

EUT テストボリュームで要求される HEMP 波形を作る TEM 導波路だけを意味する。 

この附属書は，TEM 導波路で実施される他の種類の試験と一貫した方法で，TEM 導波路における HEMP
試験要求事項を規定することを意図しているが，この附属書は，その性質上，連続波試験とは重要な点で

異なる過渡試験を対象としている。この附属書の HEMP 試験要求事項がこの規格に規定された要求事項と

異なる場合，HEMP 要求事項が他の全ての要求事項に優先する。 

C.2 イミュニティ試験 

C.2.1 一般 

HEMP イミュニティ試験は，大きく分けて放射イミュニティ試験及び伝導イミュニティ試験の二種類か

ら構成されているが，この附属書では放射イミュニティ試験だけを扱う。この附属書では，“電子装置”と

いう用語は，特定の機能を実行する装置を意味する。例えば，それは小形コンピュータでも，電話機でも

よい。ある装置（例えば，工場のプロセスをモニタする制御盤のような周辺機器に接続するコンピュータ）

は，大規模システムの一部として考えることが可能である。通常，電子装置は，1 m 立方程度かそれ以下

なので，相対的に小さい。 

HEMP シミュレータの中に物体がない場合，試験領域内の電界強度は，2.5/25 ns の波形，すなわち，10 %
～90 %の立上がり時間が 2.5 ns，パルス幅 25 ns の単極性二重指数関数パルスの平面波に相当する。この波

形を式(C.1)で表す。 𝐸(𝑡) = 𝐸peak ⋅ 𝑘 ⋅ ൫𝑒ିఉ௧ − 𝑒ିఈ௧൯  ·················································· (C.1) 

 
ここで， α＝ 6.0×108（s－1） 
 β＝ 4.0×107（s－1） 
 k＝ 1.3 
 E： 電界の主成分（V/m） 
 t： 時間（s） 
 Epeak： 表 C.1 から選択する試験レベル 
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表 C.1－この規格で定義した放射イミュニティ試験レベル 

試験レベル 対象とする装置及びシステムの保

護条件 a) 
電界ピーク値 

Epeak b) 
kV/m 

R1 保護コンセプト 4 0.5 
R2 中間値 1 
R3 中間値 2 
R4 保護コンセプト 2A，2B，及び 3 5 
R5 中間値 10 
R6 中間値 20 
R7 保護コンセプト 1A，及び 1B 50 
RX 特別な適用 X 

注 a) 保護コンセプトは IEC/TR 61000-5-3 に記載されている。 
b) IEC 61000-2-11:1999 の表 2 による。 

式(C.1)の周波数スペクトルの大きさは，式(C.2)で示す。 |𝐸(𝑓)|   =   ቤ 𝐸peak   ⋅ 𝑘 ⋅ (𝛼 − 𝛽)ඥ((2𝜋𝑓)ଶ + 𝛼ଶ) ⋅ ((2𝜋𝑓)ଶ + 𝛽ଶ)ቤ  ·································· (C.2) 

 
ここで， f： 周波数（Hz） 

ここで記載した波形のパラメータに対して，式(C.2)の周波数スペクトルの大きさを図 C.1 に示す（C.6
を参照）。 

注記 更なる詳細については，[33]を参照。 

C.2.2 放射試験設備 

パラメータの変動に対して小形の試験設備は，比較的大形の HEMP シミュレータよりも小さな許容範囲

で，要求する電界特性を容易に満たすことが可能である。これら小形の設備は，主に比較的小さな装置の

試験に用いられる。小形の試験設備の全試験領域において，初期 HEMP パルス波形に対する許容範囲を，

次に示す。 

a) 電界強度のピークと磁界強度のピークとの比は，η0＝377 Ω±75 Ω と等しい。 

b) ピーク値の 10 %～90 %の間の立ち上がり時間は，2.5 ns±0.5 ns になる。 

c) 電界強度は，ピーク値の 10 %～90 %の間の立ち上がり時間で，連続的に増加する。 

d) パルス幅（Epeak の 50 %での立ち上がり部と立ち下がり部との時間間隔）は，23 ns±5 ns になる。 

e) 電界強度の全てのプリパルスの大きさは，ピーク電界の大きさの 7 %以下になる。 

f) HEMP シミュレータの終端からの電界の反射は，ピーク電界値の 10 %よりも小さい。 

g) 試験領域の中央における平滑化した電界強度の周波数スペクトルの変動は，100 kHz～300 MHz の周

波数範囲での理論値と比較して，±3 dB を超えない。 

h) 主電界がピークになる時間において，他の二次電界成分は，主電界のピーク値の 10 %未満としなけれ

ばならない。この要求は 5.2.2 の規定よりも厳しい。 

i) ピーク電界強度は，次の基準内で試験領域内において均一でなければならない。試験領域内でのピー

ク電界強度は，試験領域での時間領域では Epeak と 2Epeak との間で一様である。 

j) 電磁界の許容範囲を評価するために，試験領域における中央及び八つの角の電界強度及び磁界強度の
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測定は，EUT がない状態で行う。 

C.2.3 周波数スペクトルの要求事項 

HEMP シミュレータの過渡電磁界に必要な条件に加えて，HEMP シミュレータ内の電磁界の周波数スペ

クトルについても，次に示す。 

a) 周波数スペクトルは，開始時刻 0 s と終了時刻 2 μs との間を 4 096 点で均等にサンプリングした過渡

波形を用いて計算する。4 096 点の複素周波数スペクトルは，サンプリング間隔 0.5 MHz，最大周波数

1.0 GHz で高速フーリエ変換（FFT）又は離散的フーリエ変換（DFT）を用いて計算する。 

b) 周波数スペクトルは，5 点の区間で平均して滑らかにする（すなわち，スペクトルは，2 MHz の窓で

平均化する。）。 

c) 滑らかにしたスペクトルの大きさは，式(C.2)及び図 C.1 に示す波形のスペクトルに示したデシベルの

レベルの範囲内にある。 

注記 測定した周波数スペクトルのほとんどは，不定期に発生するヌル（又はドロップアウト）があ

るが，それは過渡波形の挙動全体を大きく変えるものではない。小形及び大形の HEMP シミュ

レータにおいて，平滑化した周波数スペクトルを，それぞれ±3 dB 及び±10 dB 以下とする条件

は，この事実に基づいており，周波数スペクトルに不定期に発生するヌルを許容することが目

的である。周波数スペクトルの制限値は，±3 dB と±10 dB とがあり，両者は値が異なっている

が，これは，小形の HEMP シミュレータは一般に許容値が厳しく，模擬する電磁界の近似の正

確さは小形の HEMP シミュレータの方がよいためである。 

C.3 試験装置 

測定では，周囲の電磁界を乱すことなく信号を測定し，データ処理システムに伝送するために，光ファ

イバを用いる。測定システムは，HEMP シミュレータの放射電磁界に対して影響を与えないようにする。

測定システムの目的を，次に示す。 

－ 電磁界測定の規準を与える。 

－ HEMP シミュレータが発生する出力を，使用者が要求する EUT の動作モードに同期させる。 

－ 使用者が要求する EUT の電流及び電圧を測定する。 

必要な測定システム全体の正確さは，50 kHz～1 GHz の周波数範囲において±3.0 dB 以下で，さらにシ

ステム全体の瞬間的なダイナミックレンジは，40 dB 以上とすることが望ましい。 

測定システムは次の特性であることを推奨する。 

a) データ伝送システムは，3 dB 帯域幅で 50 kHz～1 GHz 以上とする。 

b) デジタイザ又はオシロスコープは，帯域幅 500 MHz 以上，データ分解能 8 ビット以上で，サンプリン

グレートは，毎秒 2 ギガサンプル以上とする。 

c) 電界及び磁界センサは，3 dB 帯域幅で 50 kHz～1 GHz 以上とする。目的に合うセンサ仕様の更なる情

報は，IEC 61000-4-23 [65]を参照。 

基準電磁界測定は，スプリアス電磁界成分と同じように，電界の磁界に対する比を評価するために，三

つの直交電界成分及び三つの直交磁界成分で構成する。使用者は試験領域での他の電磁界測定を規定して

もよい。 

C.4 試験セットアップ 
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HEMP シミュレータの試験領域は，TEM 導波路の構造の物理的寸法及び特性に依存する。その試験領域

は HEMP を模擬する試験としての仕様をもち，入射電磁界が電磁界の強度及び均一性の条件に一致又はそ

れを超える空間とする。EUT が試験領域と比較して大きい場合，平面波照射の場合の測定からは逸脱し，

更に試験結果は疑わしくなる。 

HEMP のシミュレーション波形を最も正確にするために，HEMP シミュレータの放射素子又は導波素子

から EUT を十分に離して設置することによって，EUT 及び HEMP シミュレータの相互作用を最小にする

ことが必要となる。EUT は，TEM 導波路の導体から進行方向の全体寸法の 0.3 倍以上離して設置する。

EUT をグラウンド面上に乗せて試験するときは，EUT は隔壁から進行波方向の寸法の 0.6 倍以上離して設

置する。 

EUT は，一般に直交する高さ，幅及び奥行の各々の最大長によって決定する有限の体積をもつ。EUT は，

前に定義した HEMP シミュレータの試験領域内に収める。EUT を自由空間モード，すなわち，グラウンド

プレーン（無限に広がる完全導体）上に設置していないモードで試験する場合，HEMP シミュレータ内の

誘電体の支持台（例：3.1.24 を参照）上に設置しなければならない。 

C.5 試験手順 

C.5.1 一般 

伝導及び放射イミュニティに対する試験は，別個に行ってよい。両方のタイプのストレスを同時に印加

する試験は必要ない。 

“短い”外部導体をもつ全てのシステムで，放射試験において実際に照射を行う場合は，それらのケー

ブルに対する事前の伝導試験は，行わなくてもよい。さらに，模擬する HEMP ストレスに対し最大応答の

方向にアンテナを向けて試験可能な場合は，アンテナポートには，伝導試験を行わない。しかし，全ての

ポートに，電力線，通信線又は他の長い線を接続する場合は，伝導イミュニティ試験を実施する。 

HEMP イミュニティ試験は，EUT，試験厳しさレベル，試験波形，気象条件，主動作モード及びイミュ

ニティの要求を満たす判断基準を記載した試験計画に従って行う。HEMP 試験装置の周囲環境（気象及び

電磁環境）は，EUT に対して許容可能な環境条件の仕様と一致することが望ましい。試験中は，仕様どお

りの性能を満たしているかを判断するために，EUT を監視することが重要である。システム内の装置が他

の装置との間でデータを送受信している場合は，EUT に同じ又は模擬データを送受信するようにする。こ

のことを，試験中の装置性能の評価することを認めなければならない。 

EUT が試験要求を満足しない場合，かつ，診断測定がシステム又は装置の中で行われていた場合は，付

加した診断測定用機器が試験で不合格になった原因ではないことを確認するために，診断測定用のプロー

ブ及びケーブルを取り除いて，再度試験を実施する。試験報告書では，EUT に接続されている全ての外部

ケーブルの有無及びこれらのケーブルが装置の一部又は測定システムの一部のいずれかであるかを明確に

記載する。 

試験計画に記載したそれぞれの主な動作モードにおいて EUT を試験する。伝導イミュニティ試験では，

正負両方の波形を適用する。放射イミュニティ試験では，一方の極性の波形だけでよい。 

試験室での試験は，7.2 による周囲環境条件に従って実施する。オンサイト試験はイミュニティ適合試験

には適切ではないが，システム全体のイミュニティと同じように設置済みの装置のイミュニティを検証す

るために用いてもよい。オンサイト試験において，7.2 に記載する周囲環境条件は推奨する条件であるが，

必須ではない。 
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C.5.2 厳しさレベル及び試験ばく（曝）露 

障害が起こる可能性があるため，サージ防護デバイス（SPD）の電圧保護レベル未満及びシステム内で

アーク放電が起きない十分低い電圧レベルで，試験ばく露を行うことは重要である。そのため，それぞれ

の厳しさレベルは，設定した SPD の電圧保護レベルよりも低い二つのレベル及びアーク放電しきい（閾）

値の三つの具体的な試験振幅値となる。それぞれの試験パルスは，設定した厳しさレベルの波形と同じ波

形を用いる。 

放射イミュニティ試験においては，ある厳しさレベルを設定する。EUT の各方向（B.6 を参照）及び主

動作モードに対して，三つの試験振幅のそれぞれに 2 回以上のばく露試験を行う。EUT に対して回転（[6]
を参照）が可能な試験設備を利用できる場合，その設備を HEMP 試験に用いてもよい。 

C.5.3 試験手順 

C.5.3.1 試験パラメータの測定 

7.2 に規定する気象条件は，試験者が測定して記録する。EUT のない状態の試験領域での一連の電磁界

波形の測定試験装置の特性は，試験者も利用する。その情報は，C.2.2 及び C.2.3 に記載する電磁界の均一

性及び波形特性の要求を満たしていることを示す評価も含めなければならない。基準電界強度測定は，そ

れぞれの電磁界パルス照射ごとに記録する。 

C.5.3.2 放射試験手順 

小規模の放射試験設備は，試験装置として用いることは可能であるが，全てのケーブルポートに対する

伝導イミュニティ試験も同様に必要である。小規模システムは，大規模 HEMP シミュレータで試験しても

よく，多くのケーブルポートに対する伝導イミュニティ要求事項に合致する可能性がある。しかし，AC 電

源，通信線などの長い線は，どの HEMP シミュレータでも十分に試験することは不可能である。したがっ

て，伝導イミュニティ試験は，常にそれらのポートに対して必要となる。 

大規模 HEMP シミュレータは，複数の装置が相互に動作しているシステム規模の試験を行うことに適し

ている。しかし，システム規模の試験をこのような HEMP シミュレータで行うことは，この規格では要求

しない。 

ある特定の厳しさレベル（表 C.1 を参照）におけるそれぞれのイミュニティ試験は，その特定の厳しさ

レベル及びそれよりも低い二つのレベルの，三つのレベルのばく露から成る。ただ一つの低い厳しさレベ

ルをこの規格で定義した場合，一つのレベルを用いる。その一番低い厳しさレベルを用いた場合，そのレ

ベルのばく露だけがイミュニティ試験に必要になる。それぞれのばく露レベルに対して，2 回以上のパル

ス電磁界照射を実施する。 

C.5.3.3 小規模放射試験装置 

この手順で用いる基本アプローチは，試験室内の TEM 導波路などの試験設備内で装置及び小規模シス

テムを試験することにある。EUT は，試験領域内のグラウンド面上に設置した 0.1 m±0.01 m の高さの絶

縁支持台上に設置し，装置の全てのケーブルは装置の通常動作と同じにする。グラウンド接続は，製造業

者の仕様に従ってグラウンド面と EUT との間で行う。EUT に附属しているケーブルの長さ及び位置を適

切に処置し記録する。試験装置の電界及び磁界成分に対し最小の電磁結合となる方向にケーブルを配置す

る。それらのケーブルへの結合を評価する追加の伝導イミュニティ試験を別個に行う。 

EUT は，全ての面（通常，6 面）に対して照射パルス電磁界がさらされるように回転する。ただし，実
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際には，回転の数が制限される場合もある。また，両方の偏波を適用する。 

モニタの方法が EUT 内の測定に影響する場合には，内部にあるプローブ及びケーブルは，測定における

悪影響を最小にするように注意して設置する。実際のこのような測定には，金属のない光ファイバケーブ

ルの使用が望ましい。 

C.5.4 試験の実行 

試験は，試験計画に従って実施する。試験ばく露は，EUT の通常の動作状態においてそれぞれの主な動

作モードで行う。各試験のばく露レベルにおいて，パルスはシステムの性能低下又は障害を確認するのに

十分な時間の間隔をもって印加する。各ばく露レベルで試験した後に，EUT の動作性能を判定する。 

C.5.5 放射イミュニティ試験の実行 

放射イミュニティ試験は，試験計画に基づいて実施し，EUT の動作性能の検証を行う。試験計画は，製

品規格に規定するが，それがない場合は，技術仕様書による。 

EUT は，通常の動作条件にする。EUT の動作の設定，主たる機能状態，及び電波の伝搬方向に対する装

置の方向を考慮して，試験構成の組合せを定める。それぞれの試験構成において，試験計画は，次の内容

とする。 

a) 試験ばく露レベル：選択した厳しさレベル，その次の低いレベル，及び 3 番目の低いレベル 

b) 各レベルにおけるばく露の回数（2 回以上） 

c) 評価する注入点又はポート 

d) ケーブルの位置及び測定項目の記載 

e) 必要な補助装置 

f) 模擬電磁界の偏波及び照射角 

g) C.4 に記載するものと異なる試験セットアップの詳細 

h) 合否の判断基準 

C.6 この附属書の図 

 

 
 

周波数（MHz） 
 

 
ห𝑬( 𝒇) /

𝑬 𝐩𝐞𝐚𝐤ห 
(𝟏/𝐇𝐳)
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注記 スペクトルの大きさは，式(C.1)の後にあるパラメータを用いて式(C.2)で決定する。 
 
図 C.1－100 kHz～300 MHz の周波数スペクトルの大きさ（C.2.1 を参照） 
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附属書 D 
（参考） 

TEM 導波路の特性 

 

D.1 概要 

この附属書は，伝搬及び偏波面を含む TEM 波の基本特性について記載する。また，試験領域及び動作周

波数についての制限を含め，TEM 導波路の異なる種類についても示す。 

D.2 波動インピーダンスと特性インピーダンスとの相違 

TEM 導波路は，伝送線路の一種である。無損失伝送線路の波動及び特性インピーダンスは，[51]の中で

次のように定義している。 

波動インピーダンス η は，横方向電磁界成分の比として定義する。η は，電磁界成分が e-jβz に依存する

と仮定して，式(D.1)で計算可能である。 𝜂 = 𝐸ఘ𝐻ఝ = 𝜔𝜇𝛽 = ට𝜇𝜀  ·················································· (D.1) 

 
ここで， η： 波動インピーダンス 
 Eρ： 電界の横方向成分 
 H： 磁界の横方向成分 
 μ： 線路の誘電体（通常は空気）の透磁率 
 ε： 線路の誘電体（通常は空気）の誘電率 
 β： 伝搬定数（実数部） 
 ω： 放射角周波数 

この波動インピーダンスは，媒質の固有インピーダンスと一致しているとみなし，TEM 伝送線路に対し

ても一般的に用いる。 

円形同軸線路の特性インピーダンスは，式(D.2)のように定義する。 𝑍 = 𝑉𝐼 = 𝐸ఘ ln 2ℎ𝑎2𝜋𝐻ఝ = 𝜂 ⋅ ln 2ℎ𝑎2𝜋 = ට𝜇𝜀 ⋅ ln 2ℎ𝑎2𝜋   ····································· (D.2) 

 
ここで， Zc： 同軸線路の特性インピーダンス 
 V0： 同軸線路の電圧 
 I0： 同軸線路の電流 
 E： 電界の横方向成分 
 H： 磁界の横方向成分 
 h： h＝ri/2 

ri：内部導体の半径 
 a： a＝ra 

ra：外部導体の半径 

ここで E及び Hの形は，[8]のタイプを用いている。特性インピーダンスは，幾何学的な構造に依存し，

他の伝送線路構造に対しては異なる値となる。 
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式(D.1)及び式(D.2)は，一般に波動インピーダンスと特性インピーダンスとが同じではないことを示して

いる。TEM セル，GTEM セル及び二つ又は三つの平板をもつストリップラインは，基本的に二導体 TEM
モードの伝送線路であり，一般にそれらの試験装置では波動及び特性インピーダンスは同じではない。 

D.3 TEM 波 

D.3.1 一般 

TEM 波は，自由空間において最も単純な振舞いの波である。D.3.2 及び D.3.3 は，自由空間及び導波路の

場合の両者に対する幾つかの式及び判断基準を示す。 

D.3.2 自由空間 TEM モード 

TEM モードでの電界及び磁界の各ベクトルは，エネルギーの進行方向［式(D.3)に示すポインティングベ

クトル𝑆］と直交する。伝搬方向に𝐸ሬ⃗ 及び𝐻ሬሬ⃗ の成分は存在しない。 𝑆 = 𝐸ሬ⃗ × 𝐻ሬሬ⃗   ·················································· (D.3) 

自由空間では，ห𝐸ሬ⃗ หとห𝐻ሬሬ⃗ หとの比は，式(D.4)で与えられる。 𝜂 = ห𝐸ሬ⃗ หห𝐻ሬሬ⃗ ห = ඨ𝜇𝜀 ≈ 120π (Ω)  ·················································· (D.4) 

TEM モードの本質的特性を，次に示す。 

－ 伝搬方向には，電界及び磁界の成分がない。 

－ ห𝐸ሬ⃗ หとห𝐻ሬሬ⃗ หとの比は，ほぼ 120π（Ω）である。 

注記 送信アンテナから遠く離すとこの特性を示す。したがって，遠方界条件においてアンテナからの

放射電磁界は TEM モードで伝搬する。 

D.3.3 導波路 

無線周波で使われている古典的な導波路は，一つだけの導体面から構成されている。このような導波路

（D.8 における図 D.1 を参照）では，TEM モードは伝搬しない。TE モード及び／又は TM モードだけが

伝搬可能である。TE モード又は TM モードは，特定のカットオフ周波数をもつので，その周波数を超えた

波だけが伝搬可能である。導波路（TEM セル，ストリップライン，又は開放型 TEM 導波路のような多導

体伝送線路）内で TEM モードで伝搬させるためには，二つ以上の導体面が必要である。二つの導体の各

対は，特定の TEM モード伝搬に対する系を形成する。図 D.2 の例では，二つそれぞれの TEM モードが伝

搬する可能性がある。これらの各 TEM モードは，自由空間の TEM モードと同じ特性である。 

注記 一対の導体は，一つの TEM モードの伝送系を形成する。同軸線路の内部では信号のエネルギ

ーは，TEM モードで伝送している。 

D.4 波の伝搬 

D.4.1 一般 

電磁界の等位相線及び面の形で，波の伝搬は表現される。 

D.4.2 球面波の伝搬 
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この種の伝搬は，自由空間の遠方界で最も一般的である。それは通常，単一アンテナのような点波源に

よって発生する。電磁界強度は，波源から離れるに従い減少する。 

D.4.3 自由空間における平面波の伝搬 

極めて遠くにアンテナを離して置いた場合，そこからの波は，平面波と考えられる。このようなの伝搬

は，平行平板導波路内で観測される。その電磁界強度は，一定であり，波源からの距離に依存しない。 

D.4.4 伝搬速度 

自由空間及び TEM 導波路での TEM モード伝搬の位相速度は，常に光速 c0 に等しい。それは空間中の誘

電率 ε 及び透磁率 μ にだけ依存する。  

D.5 偏波 

電界ベクトルの方向は，偏波のベクトルを示している。 

一般に，偏波ベクトルの方向は，時間とともに変化する。 

図 D.3（D.8 を参照）で示すように，偏波ベクトルの先端によって描く曲線で，偏波の種類を定義する。 

[8]から，偏波曲線の形は次の手順によって計算可能である。横方向電界ベクトル𝐸୲୰ሬሬሬሬሬ⃗ は，式(D.5)で求めら

れる。 
 𝐸ሬ⃗ tr(𝑡) = Re ൝ 𝑽 ⋅ 𝑒tr, ⋅ 𝑒ఠ௧∞

ୀ ൡ  ·················································· (D.5) 

 
ここで, 𝑽𝒊： モード i の複素位相の電圧 
 𝑒tr,： モード i の固有ベクトル 

級数の最初の項は，TEM モードを表しており，それゆえ複素振幅は，式(D.6)のように表すことが可能で

ある。 𝑨ሬሬ⃗  = 𝑽ଵ ⋅ 𝑒tr, = 𝑽 ⋅ 𝑒tr,TEM  ····································· (D.6) 

複素振幅は，式(D.7)のように実数部及び虚数部に分解可能である。 𝑨ሬሬ⃗  = �⃗� + 𝑗�⃗�  ·················································· (D.7) 

ベクトル�⃗�及び�⃗�は，決まった面を定義する。一般にベクトルห𝐸ሬ⃗ หの先端は，だ（楕）円状を動く。�⃗�及
び�⃗�が平行である場合，ห𝐸ሬ⃗ หは決まった線上を動き，直線偏波となる。どのモードも本質的に直線偏波とな

る。他のモードが重ね合わされたときだけ円偏波となる。TEM 導波路で試験するための意図的な TEM モ

ードは，通常，直線偏波となる。 
 

D.6 TEM 導波路の種類 

D.6.1 一般 
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TEM 導波路の最も単純な形は，図 D.4（D.8 を参照）に示すような 2 導体伝送線路である。 

全体の伝送線路は，次の三つの部分に分けられる。 

a) 給電部 TEM 導波路に，信号発生器又は受信機を接続するポートである。 

b) TEM 導波路部 通常は，試験領域を含む。 

c) 終端部 通常，終端は伝送線路（TEM 導波路）の特性インピーダンスに等しい，実際の又は等価の抵

抗を用いる。 

ほとんどの 2 ポート TEM 導波路では，給電部及び終端部が幾何学的に等しく，そのために入換えが可

能で，双方のポートは，同軸コネクタを用いている。幾つかの TEM 導波路は，平衡伝送線路に基づいてい

て，この場合にはバラン（平衡‐不平衡変換器）が必要となる。 

TEM 導波路は，密閉型及び開放型に分類される。一方の導体が完全に他の導体で囲まれている場合は，

“密閉型”となり，外部導体は電磁界遮蔽物としても動作する。 

1 ポート，2 ポート及び 4 ポートの導波路（図 D.5～図 D.11）があるが，この違いは TEM 導波路の終端

にある。通常，TEM 導波路は，整合した終端条件で用いる。2 ポート又は 4 ポート TEM 導波路の最も単

純な整合方法は，一つのポートに特性インピーダンスと同じ値をもつ集中定数形終端器を接続する。この

場合，ポートに近接した部分の TEM 線路の構造（斜形部）は，広帯域に整合させた設計になっている。 

1 ポート TEM 導波路の場合，終端は分散抵抗及び／又は電波吸収体によって構成する。この終端方法

は，構造によっては，数 GHz まで対応可能である。2 ポート TEM 導波路の利点は，1 ポート TEM 導波路

のような広い周波数帯域をもつことより，双方のポートで反射電力及び伝送電力の測定が可能なことであ

る。 

セプタムは，単芯線若しくは平行に接続する多芯線，又は一つ若しくは平行に接続する多数の板である。

複数導体の構成では，励起の振幅及び位相によって，試験領域内の主要な偏波の変更を意図的に変えられ

る。 

セプタムは，外部導体に対して対称又は非対称に取り付けることが可能である。非対称形セルは，試験

領域の体積がより大きくとれる長所がある。 

D.6.2 開放型 TEM 導波路（ストリップラインなど） 

単純な開放型セルは，グラウンド板の上に導体板を渡して作られている。信号発生発信器又は測定用受

信機（通常，インピーダンスは 50 Ω）を一方のポートに接続し，他方のポートを伝送線路の特性インピー

ダンスに整合させる。構造に沿った一定の電圧又は電流の分布は，適切なインピーダンス整合によって達

成する。この構造を開放型 2 ポート TEM 導波路という。 

開放型 TEM 導波路の主な欠点は，放射によるエネルギーの損失である。この不要な放射によって測定

機器は妨害を受ける。連続波イミュニティ試験では，特に開放型 TEM 導波路を収納するシールドルーム

が必要である。 

D.6.3 密閉型 TEM 導波路（TEM セル） 

密閉型 TEM 導波路の主な長所は，本質的に遮蔽されていることである。全てのイミュニティ試験を，い

かなる妨害も環境に与えずに実行可能である。また，密閉型 TEM 導波路は，不平衡形となるため，バラン

は不要であることがもう一つの特長となる。この密閉型 TEM 導波路は，周波数の下限がなく，このため
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に密閉型 TEM 導波路での過渡試験が実施可能である。 

注記 平衡給電の TEM 導波路では，バランによって低い周波数での制限が生じる。 

D.7 周波数制限 

TEM 導波路の動作は，TEM モードが自由空間の平面波と同じ電磁界の性質をもっているという仮定に

基づいている。このため，TEM 導波路を妨害波測定及びイミュニティ試験に用いる場合は，使用する周波

数範囲に対して TEM モードで伝搬していることが必要である。 

空の導波路の動作範囲内にある周波数において，導波路の断面の大きさによっては，設定した TEM 以

外のモードの伝搬が可能となる。非 TEM モードが発生した場合は，そのモードが伝搬できる導波路の長

手方向の位置は周波数に依存し，その位置は，周波数の上昇に従い給電点の方へ移動する。導波路のある

一断面のサイズが，その周波数の自由空間中における波長の半分を上回る場合は，最も低次の非 TEM モ

ード（通常，TE10）は，伝搬が可能である。高次モードは，最初に TEM モードからのモード変換によって

発生する。二つのモード間のエネルギー変換は，双方のモードを結合させる導波路の構造の不連続性によ

って生じる。 

実際には，多くの開放型又は密閉型の TEM 導波路は，高次モード及び伝搬しない共振電磁界の分布を

最小化又は除去するために，発泡材又はフェライトの電波吸収体を内部にもつ。電波吸収体がそのモード

の電磁界分布に関して適切な位置に設置されている場合，TEM モード特性は本質的に保たれる。一般に電

波吸収体の装着及び入出力導体をテーパ状にして適切に組み合わせることで，多くの TEM 導波路は，数

GHz 以上の周波数まで，TEM モードで動作する。電波吸収体の適切な配置は，入出力のテーパ及び試験領

域部分の形状によって決定する。試験領域内に内張りした電波吸収体をもつ多くの TEM 導波路の欠点は，

エミッション相関アルゴリズムに用いる電界係数 e0y（A.3.2.3.3）が解析的に計算不能なことである。これ

によって，測定不確かさが大きくなる可能性がある。 

電波吸収体の有無にかかわらず，どのような TEM 導波路に対しても，有効な周波数範囲は，この規格に

規定する方法を用いて確立する（5.2.2 を参照）。 

電波吸収体のない TEM 導波路については，共振周波数は，TEM 導波路の幾何学的形状に依存する。2 ポ

ート TEM 導波路では，給電部と終端部との間のある断面（以下，遮断位置という。）で共振が起こる。各

高次モードは，モードの種類に依存した別の遮断位置をもつ。給電部と遮断位置との間では，それぞれの

高次モードは伝搬しない。2 か所の遮断位置の距離が半波長の整数倍であった場合は，共振が起こる。対

称性の理由によって，セルの中心において共振電界は最大値か又はゼロとなる。均一電界及び共振周波数

についての更なる情報を[22]，[23]，[24]及び[50]に示す。 

D.8 この附属書の図 

 

 

図 D.1－単純な導波路（TEM 波は伝搬しない）（D.3.3 を参照） 

 

一つの連結した断面をもつ導波路 
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図 D.2－TEM モードが伝搬する導波路の例（D.3.3 を参照） 

 

 

図 D.3－電界の偏波ベクトル（D.5 を参照） 

 

 

図 D.4－TEM 伝搬のための簡単な伝送線路モデル（D.6.1 を参照） 

 

 
図 D.5－1 ポート及び 2 ポート TEM 導波路の概念図（D.6.1 を参照） 

 

 

三つの導体による導波路の断面 

TEM モード空間 

TEM 導波路 

供給ポート 終端 

1 ポート 

終端 

2 ポート 終端 



52 
C 61000-4-20：9999  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 

図 D.6－4 ポート TEM 導波路の動作（D.6.1 を参照） 

 

 
a) 側面図 

 

 

ポート 1 

ポート 2 

ポート 3 

ポート 4 

50Ω 終端 

50Ω 終端 

試験領域 

セプタム ポート 1 ポート 2 

試験領域 

試験領域 

セプタム 

α: 位相 
記号説明 

断面位置 
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b) 断面図 
 注記 hEUT は EUT と導波路の個々の導体又は吸収体との間の最小距離 
 

図 D.7－2 ポート TEM 導波路（対称セプタム）（D.6.1 及び D.6.3 を参照） 

 

 
a) 側面図 

 

 
b) 断面図 

 注記 hEUT は EUT と導波路の個々の導体又は吸収体との間の最小距離 
 

図 D.8－1 ポート TEM 導波路（非対称セプタム）（D.6.1 及び D.6.3 を参照） 

 

終端 

電波吸収体 

試験領域 

セプタム 

 

 

試験領域 

セプタムの端 

セプタム 

外部導体 

入力ポート 断面位置 
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a) 側面図（1 ポート） 

 

 
 注記 1 図 D.7a）のような中心線をもつ 3 面ストリップ線路の側面図が，図 D.9b）の構造及び鏡像法によって得ら

れている。 
注記 2 基本的に 2 ポート TEM 導波路と同様であるが，幾つかは出力端に終端があるものもある。 
 b) 側面図（2 ポート） 

 

終端 

セプタム 

試験領域 

グラウンド面 

入力ポート 

終端 

セプタム 
試験領域 

グラウンド面 

入力ポート 

 

断面位置 

断面位置 
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c) 断面図 

 注記 hEUT は EUT と導波路の個々の導体又は吸収体との間の最小距離 
 

図 D.9－ストリップ線路（2 平面）（D.6.1 及び D.6.2 を参照） 

 

 
a) 側面図（断面位置 b） 

 

グラウンド面 

試験領域 

セプタム 

 

グラウンド 

 

試験領域 

導体 終端 

入力ポート 

断面位置 a 
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b) 断面図（断面位置 a） 

 注記 1 TEM 導波路の構造は，全電波吸収体で囲われている。対称にするために最大使用可能 EUT の高さ制

限は，0.33h から 0.6h に変更されている。 
注記 2 a)側面図は b)断面図の断面位置 a から見た図。b)断面図は a)側面図の断面位置 b から見た図。 
 

図 D.10－ストリップ線路（4 面，バランス給電）（D.6.1 を参照） 

 

 
a) 側面図 

 

試験領域 

 

導体 

セプタム 

セプタム 

ポート 1 

ポート 2 

ポート 3 

ポート 4 

 

断面位置 b 

試験領域 

断面位置 
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b) 断面図 

 

 
c) セプタム部の上面図 

 注記 hEUT は EUT と導波路の個々の導体又は吸収体との間の最小距離 
 

図 D.11－4 ポート TEM 導波路（対称平行セプタム）（D.6.1 及び D.6.3 を参照） 
 

セプタム 

試験領域 

 

セプタム 

 

セプタム 

ポート 1 
（ポート 2） （ポート 4） 

ポート 3 

外部導体 



58 
C 61000-4-20：9999  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

附属書 E 
（参考） 

TEM 導波路における電界プローブの校正方法 

E.1 概要 

この規格では，広い周波数帯域及び大きいダイナミックレスポンスをもつ電界プローブを電界均一性の

検証手順に用いる。一方，電界プローブ校正方法の品質は，放射イミュニティ試験の不確かさに直接影響

を与える。 

この規格に従った電界均一性検証中に，放射イミュニティ試験によって，プローブは，一般に 200 V/m
又はそれより高い電界強度レベルにさらされる。したがって，この規格で用いる電界プローブの校正では，

意図した周波数及びダイナミックレンジを考慮する。 

一般に，電界プローブを異なる校正機関で校正する場合，異なる校正結果を示すことがある。したがっ

て，電界プローブ校正のための環境及び方法を規定する必要がある。この附属書は，TEM 導波路検証のた

めに使用するプローブ校正手順を示し，また，TEM 導波路検証結果の差を少なくするために，電界均一性

測定で使用するためのプローブの校正における関連情報を示す。 

E.2 電界プローブ校正要求事項 

E.2.1 概要 

この規格で定義される均一電界領域（UFA）の検証手順に用いるための電界プローブの校正は，E.2.2～
E.2.7 の条件を満たすことが望ましい。UFA は，十分に小さい変動となる電界校正の仮想の垂直平面であ

る。 

E.2.2 校正周波数範囲 

周波数範囲は，通常，TEM 導波路の寸法及び構造によって決まる最高周波数を含めることが望ましい。

電界プローブのプローブヘッド（電界を受信するエレメントが存在する部分）の最大寸法 lpmax は，共振を

避けるために，最高校正周波数 fcmax の 1/4 波長よりも小さくすることが望ましい。したがって，最高周波

数 fmax は，プローブヘッドの寸法から，式(E.1)となる。 𝑓୫ୟ୶ ≤ 𝑐4𝑙୮୫ୟ୶   ·················································· (E.1) 

 
ここで, c0： 光速（m/s） 

例えば，電界プローブのプローブヘッドの最大寸法 lpmax が 2.5 cm の場合，最高周波数は，式(E.1)から 3 
GHzとなる。周波数が 5.2.2.3に規定するTEMモードの立証によって決まる最高周波数を超える場合には，

TEM モードの立証で決定される最高周波数まで校正を行う。 

E.2.3 校正空間 

校正空間の寸法は，例えば，立方体又は平行六面体のようにできるだけ規則的であることが望ましく，

セプタムと外部導体との間隔（セプタム高）の 20 %未満であることが望ましい。電界プローブを校正する

空間の中心は，セプタム高の中心に位置することが望ましい。 
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校正空間の検証は，立方体の格子点で行うことを推奨する。二つの校正点間の格子間隔は，セプタム高

の約 10 %となるように選択する。検証のための電界プローブ及びセンサは，可能な限り小さいものが望ま

しい。このプローブ及びセンサは，校正されている必要はない。 

注記 1 例として校正空間の寸法が 1 辺 20 cm の立方体の場合，E.5 の図 E.1 に示すとおり，格子間隔

は，10 cm となり，測定ポイント数は 27 点となる。 

空間の検証手順を，次に示す。 

a) 電界強度は，5.2.2.4.1 に規定する進行波電力一定法を用い，全ての点で測定する。周波数は，E2.6 に

記載しているように選択することが望ましい。 

b) 測定電界強度の標準偏差を計算する。 

c) 標準偏差は，1 ポート TEM 導波路で約 1 dB 未満，2 ポート TEM 導波路で 0.6 dB 未満であることが望

ましい。 

注記 2 推奨する標準偏差の根拠は，[36]に記載する。 

E.2.4 電界プローブ寸法 

プローブヘッドの寸法は，セプタムと外部導体との間の距離（セプタム高）（5.2.1 を参照）の 10 %未満が

望ましい。電界プローブの寸法についても，校正空間（E.2.3 を参照）よりも小さいことが望ましい。 

E.2.5 電界プローブによる TEM 導波路内部電磁界のじょう乱 

測定装置を含む電界プローブによる TEM 導波路内部の電磁界分布のじょう乱は，プローブのある場合

とない場合とに分けて，検証することが望ましい。 

注記 1 プローブのじょう乱は，測定装置によるだけでなく，TEM 導波路の直線性にも依存する。 

じょう乱の検証のための測定セットアップの例を，E.5 の図 E.2 に示す。電力増幅器，信号発生器，方向

性結合器及び高周波電力計を，プローブ校正の場合と同様に TEM 導波路に接続する。モノポールアンテ

ナを電界の受信に用いる。TEM 導波路の外部導体に小さな孔を開け，このアンテナを外部導体に取り付け

る。低侵襲性の電界センサ（例えば，LiNbO3 光学結晶を用いた光電界センサ）も，モノポールアンテナの

代わりに使用可能である。ただし，このようなセンサを使用する場合には，外部導体の小さな孔は必要な

い。このアンテナ及びセンサは校正する必要はない。モノポールアンテナは，アンテナ出力を測定するた

めに，スペクトラムアナライザに接続している。校正空間の寸法をもつ金属の立方体は，プローブの有無

によるじょう乱の程度の差を確認するためのプローブとして使用可能である。 

じょう乱の検証手順を，次に示す。 

a) プローブなしで周波数を設定し，TEM 導波路に進行波電力を印加する。 

b) 電力及びスペクトラムアナライザの指示値を測定する。 

c) 電力を増加し，b)を繰り返す。 

d) 周波数を変え（E.2.6 を参照），a)～c)を繰り返す。 

e) 全ての周波数で測定が終了したら，プローブを入れて a)～d)を繰り返す。 

f) 入力電力に対する指示値のじょう乱を確認する。 

プローブの有無によるじょう乱の差は，高周波電力計及びスペクトラムアナライザの測定不確かさより

も小さいことが望ましい。 

注記 2 不確かさの決定については，[7]及び[58]を参照。測定装置の製造業者によっては，装置で得ら
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れる結果の測定不確かさを公開しているところもある。 

E.2.6 周波数ステップ 

異なる校正機関の間で試験結果を比較することが可能になるように，校正に対し特定の周波数を使用す

る必要がある（表 E.1 を参照）。 
 

表 E.1－校正周波数 

周波数範囲 代表的な校正周波数 
MHz 

f0～1 GHz f0，50，100，150，200，…，950，1 000 
1 GHz 以上 1 000，1 200，1 400，… 
注記 f0 は，被校正プローブの最低周波数である。 

 

E.2.7 電界強度 

電界プローブ校正に使用する電界強度は，その後のイミュニティ試験で利用される電界強度に基づくこ

とが望ましい。電界均一校正では，少なくとも EUT に適用する電界強度の 1.8 倍以上の強度で行われるの

で，電界プローブ校正は試験電界強度の 2 倍で実行することが望ましい（表 E.2 を参照）。 

注記 試験電界強度の 2 倍で電界プローブ校正を実行することで，電力増幅器の 1 dB 圧縮要求事項に

ついても試験したことになる。 
 

表 E.2－校正電界強度のレベル 

校正レベル 校正電界強度 
V/m 

1 2 
2 6 
3 20 
4 60 
X Y 

注記 X 及び Y はオープン校正レベルである。このレベルは，電

界プローブの仕様書又は試験機関から与えられる場合があ

る。 
 

E.3 校正測定器の要求事項 

E.3.1 TEM 導波路の仕様 

TEM 導波路を用いて，電界プローブ校正のための標準電界を発生させることが可能である。TEM セル

のセプタムと外部導体との間の中心点の電界 Eapprox［ボルト毎メートル（V/m）で表す］は，式(E.2)で計算

する。 𝐸approx = ඥ𝑍𝑃net
ℎ

  ·················································· (E.2) 

 
ここで， Z0： TEM セルの特性インピーダンス（通常，50 Ω） 
 Pnet： E.3.4 に従って決定される正味電力（W） 
 h： セプタムと外部導体との間の距離（m） 
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注記 1 2 導体間の中心点における電界は，式(E.2)によって近似可能である。 

注記 2 式(E.2)は，TEM モードに対してだけ有効である。 

TEM セルの VSWR は，測定不確かさを最小にするため，例えば，1.3:1 未満のように，小さく保たれて

いることが望ましい（F.3.1 を参照）。 

Pnet の測定は，TEM 導波路（2 ポート TEM 導波路だけ）の出力ポートに接続した，校正済みの低 VSWR
の減衰器及びパワーセンサを用いる方法を，代替としてもよい。 

E.3.2 高調波及びスプリアス信号 

電力増幅器からの高調波又はスプリアス信号は，全て，搬送周波数の 20 dB 未満であることが望ましい。

このことは，校正及びリニアリティ確認の間，全ての電界強度レベルに当てはまる。電力増幅器の高調波

成分は，通常より高い電力レベルでは悪化するため，高調波の測定は，最も高い電界強度の校正だけを実

施してもよい。高調波の測定は，減衰器を経由した電力増幅器出力，又は方向性結合器を経由して，校正

されたスペクトラムアナライザを使用して行うことが可能である。 

校正機関は，電力増幅器からの高調波及び／又はスプリアス信号が，全ての測定セットアップの必要条

件を満たすことを確認するために，測定を行うことを推奨する。これは，スペクトラムアナライザを，方

向性結合器のポート 3 に接続する（高周波電力計をスペクトラムアナライザ入力と交換する。図 E.3 を参

照）ことによって実施してもよい。 

注記 1 電力レベルが，スペクトラムアナライザの最大許容入力電力を上回らないことを保証すること

が一般的である。そのために減衰器を使用することは可能である。 

周波数スパンは，意図した周波数の第 3 次高調波を含めることが望ましい。検証の測定は，最も高い意

図された電界強度を生成する電力レベルで実行する。高調波抑制フィルタは，電力増幅器のスペクトラム

純度の改善に用いてよい。 

注記 2 上記の“意図した周波数”とは，校正における最大の周波数を意味する。 

E.3.3 プローブ支持台 

プローブ校正に当たって，TEM 導波路のプローブ支持台は，電磁界反射の原因となり得る。プローブ支

持台は比誘電率 1.2 未満，及び誘電損失 tan δ が 0.005 未満の材質で作られていることが望ましい。 

E.3.4 方向性結合器を用いた送信装置の正味電力の測定 

TEM 導波路に供給した正味電力は，4 ポートの双方向性結合器又は逆接続した二つの 3 ポートの単一方

向性結合器（いわゆる二重方向性結合器）で測定可能である。TEM 導波路への正味電力を測定するための

双方向性結合器を用いる共通セットアップを，E.5 の図 E.3 に示す。整合した負荷及び信号源に各ポート

を接続した場合，順方向結合及び逆方向結合は，式(E.3)及び式(E.4)によって定義する。 𝐶fwd = 𝑃ଷ𝑃ଵ   ·················································· (E.3) 

 𝐶rev = 𝑃ସ𝑃ଶ  ·················································· (E.4) 

 
ここで， P1，P2，P3，P4：：方向性結合器の各々のポートの電力（W）（図 E.3 を参照） 
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TEM 導波路に供給する正味電力は，式(E.5)で計算する。 𝑃net = 𝑃ଵ𝐶fwd − 𝑃ଶ𝐶rev   ·················································· (E.5) 

 
ここで， PM1，PM2： リニアスケールでの高周波電力計の指示値（図 E.3 参照） 

TEM 導波路の VSWR が既知の場合，3 ポート方向性結合器が使用可能である。例えば，TEM 導波路が

1.5:1 の VSWR をもつ場合，電圧反射係数（𝜌୭୪୲）は 0.2 と等価となる。 

方向性結合器の方向性によって精度が変わる。方向性は，入射信号と反射信号とを分離する結合器の能

力の指標である。インピーダンス整合のとれた TEM 導波路の場合，反射電力は進行波電力よりも極めて

小さくなる。この場合は，方向性の影響は小さくなる。例えば，送信アンテナが 1.5:1 の VSWR をもち，

かつ，結合器が 20 dB の方向性をもつ場合，有限の方向性による正味電力の絶対最大不確かさは，U 字分

布によって 0.22 dB から 0.18 dB を減じ，0.04 dB となる（0.22 dB は，1.5:1 の VSWR による入射電力の損

失分に相当する。）。 

この場合の TEM 導波路に供給する正味電力を，式(E.6)で表す。 𝑃net = 𝑃ଵ(1 − 𝜌୴୭୪୲ଶ)𝐶fwd   ·················································· (E.6) 

E.4 電界プローブ校正 

E.4.1 校正方法 

[19]で三つの校正方法を示しているが，一般に，そのうちの二つの方法を採用する。計算による電界強度

を用いた標準電界法を，2 ポート TEM 導波路（E.4.2 を参照）に用いる。仲介標準（すなわち，被校正物

と同様の電界センサ又はプローブ）を用いた校正方法を，1 ポート TEM 導波路に用いる。 

E.4.2 2 ポート TEM 導波路を使用した校正手順 

2 ポート TEM 導波路の場合，プローブ校正には標準電界法が適用可能である。E.5 の図 E.4 に電界プロ

ーブの校正のためのセットアップ例を示す。電界強度レベル，進行波電力及び反射電力を目視で読む場合，

コンピュータ（PC）は必ずしも必要ではない。2 ポート TEM 導波路の場合の校正を行う手順を次に示す。 

a) 電界プローブを，セプタム高の中心に置く。 

b) E.2.2 で規定した周波数範囲及び E.2.6 で規定した周波数ステップで，主電界成分強度が 6 V/m～20 
V/m の範囲になるように進行波電力を TEM 導波路入力端子に印加し，進行波電力，反射電力，主電

界成分強度，二つの二次電界成分強度，及び全ての指示値を記録する。 

c) 測定電力から，正味電力 Pnet を式(E.5)又は式(E.6)によって計算する（E.3.4 を参照）。 

d) 式(E.2)から，公称主電界成分強度 Eapprox を計算する（E.3.1 を参照）。 

注記 校正係数は，プローブの配置方法によって変化することがある。プローブヘッド以外のあらゆ

る部品からの影響を排除するため，TEM 導波路の上部からプローブヘッドだけを挿入する方法

もある。 

校正係数 Fp は，式(E.7)又は式(E.7A)で求められる。 𝐹 = 𝐸୫𝐸approx  ··········································· (E.7) 



63 
C 61000-4-20：9999  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

𝐹|ୢ = 𝐸୫|ୢ − 𝐸ୟ୮୮୰୭୶|ୢ  ··········································· (E.7A) 

 

ここで Em： 測定主電界強度（V/m） 
 𝐸୫|ୢ： 測定主電界強度（dBμV/m） 
 𝐸ୟ୮୮୰୭୶|ୢ： 公称主電界成分電界強度（dBμV/m） 

E.4.3 1 ポート TEM 導波路を使用した校正手順 

E.4.3.1 仲介法 

一般に，E.3.1 の式(E.2)で与えられる電界強度と測定電界強度との偏差は，2 ポート導波路の場合，全て

の周波数で±0.5 dB 以下である。しかし，1 ポート TEM 導波路の場合，その偏差は±3 dB 又は±4 dB と

なることがある。したがって，E.4.2 に記載されている校正方法は，1 ポート TEM 導波路では使用しない

ことが望ましい。この場合，1 ポート TEM 導波路を使用したプローブ校正では，仲介法を用いて行うこと

が可能である。 

仲介プローブは，TEM 導波路内で標準電磁界を確立するために使用可能である。仲介プローブの応答は，

ダイポールアンテナのようなプローブに対し，理論計算によって，又は他の幾つかの方法（例えば，電波

無響室における 3 アンテナ法）に従って行う校正によって決定することが可能となる。他には，小形で高

い上限周波数をもつ 2 ポート TEM セルを使用する方法がある。小形の TEM セルを用いる場合でも，仲介

プローブは十分に小さい必要がある。TEM 導波路が線形な特性をもち，その伝達関数が既知の場合，プロ

ーブ校正は他の電力レベルにおいても可能となる。仲介標準に対する校正環境の違いばかりではなく，仲

介標準と被校正プローブとの形状の違いによって発生する可能性がある付加的な誤差（例えば，校正サイ

ト，大きさ，配置など）については，校正報告書に記載することが望ましい。 

仲介プローブを用いて校正を行う手順を次に示す。 

a) 仲介プローブをプローブ校正で使用する TEM 導波路のセプタム高の中央に置く。 

b) E.2.2 の周波数範囲，及び E.2.6 の周波数ステップにおいて，TEM 導波路の入力ポートに入射電力を印

加し，全ての入射電力，反射電力及び主電界成分の指示値（仲介プローブの出力電圧は電界強度に変

換することが望ましい）を記録する。 

c) 測定電力を用いて正味電力 Pnet を，E.3.4 の式(E.5)及び式(E.6)によって計算する。 

d) 仲介プローブを，被校正等方性電界強度センサ又はプローブに置き換える。 

e) 入射電力を，b)における電力と同じ正味電力となるように TEM 導波路に印加し，主電界成分強度の指

示値を記録する。 

校正係数 Fp は，式(E.8)又は式(E.8A)で求める。 𝐹 = 𝐸୫𝐸T   ··········································· (E.8) 

𝐹|ୢ = 𝐸୫|ୢ − 𝐸|ୢ  ··········································· (E.8A) 

 

ここで， ET： 仲介プローブによって得られた主電界成分強度（V/m） 
 𝐸|ୢ： デシベルで表す仲介プローブによって得られた主電界成分

強度（dBμV/m） 
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次の条件に適合する場合，仲介法は正確である。 

－ 仲介と校正手順との間でセットアップを変えない。 

－ 測定中のプローブ位置に再現性がある。 

－ 送信電力は一定に保たれている。 

－ 被校正プローブは，仲介プローブと同様の構造（寸法及びエレメントの形）をもつ。 

－ センサヘッドと読出し部分とを接続しているケーブルは，電磁界を乱さず，また受信しない。 

－ TEM 導波路は，ほとんど電力の反射がない 

この方法に関する更なる情報は，[19]，[20]及び[21]に記載する。 

E.4.3.2 校正位置における電界推定方法 

仲介プローブが利用できない場合は，E.4.3.2 の代替方法によってプローブを校正可能である。E.2.5 に

記載したモノポールアンテナを使用する（E.5 の図 E.5 を参照）。プローブ校正手順は，次のとおりである。 

a) モノポールアンテナを TEM 導波路の外部導体に設置する。 

b) E.2.2 の周波数範囲及び E.2.6 の周波数ステップにおいて，TEM 導波路の入力ポートに進行波電力を

印加し，全ての進行波電力，反射電力及びスペクトラムアナライザの指示値 Pmono を記録する。 

c) E.4.3.3 を参照して，モノポールアンテナのアンテナ係数から，アンテナ位置における電界強度 Emono

を計算する。 

d) 測定電力を用いて正味電力 Pnet を，E.3.4 の式(E.5)又は式(E.6)によって計算する。 

e) モノポールアンテナを取り除き，モノポールアンテナを設置していた位置に，低侵襲性の電界センサ

（例えば，光電界センサ）を設置する。 

f) 進行波電力を，b)における電力と同じ正味出力となるように印加し，センサによる主電界成分強度 EM

又はスペクトラムアナライザ指示値 PM を記録する。 

注記 低侵襲性の電界センサは必ずしも校正されている必要はない。電界プローブは使用可能だが，

被校正プローブは使用しない。 

g) 低侵襲性の電界センサを，校正する位置（通常，セプタム高の中心）に置く。 

h) 進行波電力を，b)における電力と同じ正味出力となるように印加し，センサによる主電界成分強度 EC

又はスペクトラムアナライザ指示値 PC を記録する。 

参照電界強度は，式(E.9)又は式(E.9A)で計算可能である。 𝐸୰ୣ = 𝐸୫୭୬୭ඥ𝑃ୡඥ𝑃   ········································· (E.9) 

𝐸୰ୣ = 𝐸୫୭୬୭𝐸େ𝐸   ········································· (E.9A) 

校正係数 Fp は，式(E.10)又は式(E.10A)で得られる。 𝐹 = 𝐸୫𝐸ref  ·········································· (E.10) 

𝐹|ୢ = 𝐸୫|ୢ − 𝐸୰ୣ|ୢ  ·········································· (E.10A)

 

ここで Em： 被校正プローブによって得られた主電界成分強度（V/m） 
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 𝐸୫|ୢ： デシベルで表す被校正プローブによって得られた主電界成

分強度（dBμV/m） 
 𝐸୰ୣ|ୢ： デシベルで表す参照電界（dBμV/m） 

モノポールアンテナのアンテナ係数の導出手順を，E.4.3.3 に記載する。 

E.4.3.3 実効長を用いたアンテナインピーダンスからのモノポールアンテナ係数の導出 

アンテナインピーダンスは，次の方法のいずれかによって求める。 

a) アンテナの反射係数をネットワークアナライザを用いて測定する。 

b) Labus の式（[45]を参照）を用いて計算する。 

c) モーメント法などの他の数値解析手法を用いる。 

受信アンテナ及び測定装置の等価回路を，E.5 の図 E.6 に示す。受信アンテナの端子電圧 V0 は，式(E.11)
で求める。 𝑉 = 𝑍𝑉𝑍 + 𝑍ant = − 𝑍𝑙𝐸𝑍 + 𝑍ant  ··········································(E.11) 

 
ここで， Z0： 装置の特性インピーダンス（Ω） 
 Zant： アンテナインピーダンス（Ω） 
 E： アンテナエレメントがある位置における電界（V/m） 
 le： アンテナ実効長（m） 

アンテナ実効長は，式(E.12)で計算する。 

𝑙 = ⎩⎪⎨
⎪⎧ 1sin ቀ2𝜋𝑙𝜆 ቁ න sin ൬2𝜋𝑥𝜆 ൰ 𝑑𝑥 = 𝜆2sin ቀ2𝜋𝑙𝜆 ቁ ൜1 − cos ൬2𝜋𝑙𝜆 ൰ൠ

       ൬𝑙 ≤ 𝜆4൰𝜆2𝜋 ൜1 − cos ൬2𝜋𝑙𝜆 ൰ൠ                                                                          ൬𝜆4 ≤ 𝑙 < 𝜆2൰  ····························· (E.12) 

 

ここで l： アンテナのエレメント長（m） 
 λ： 波長（m） 

アンテナ係数 Fa は，電界強度及びアンテナ端子電圧によって式(E.13)で示される。 𝐹ୟ = 𝐸𝑉  ··········································(E.13) 

アンテナ係数は，式(E.11)及び式(E.13)から，最終的に式(E.14)で求められる。 𝐹ୟ = 𝑍 + 𝑍ୟ୬୲𝑍𝑙   ··········································(E.14) 

E.5 この附属書の図 
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図 E.1－校正空間検証のための測定ポイントの例（E.2.3 を参照） 

 

 

図 E.2－プローブによるじょう乱の検証のためのセットアップ（E.2.5 を参照） 

 

 

図 E.3－TEM 導波路への正味電力を測定するための双方向性結合器（寸法は正確ではない）（E.3.4 を参

照） 
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図 E.4－2 ポート TEM 導波路を用いた電界プローブの校正に対するセットアップの例（E.4.2 を参照） 

 

 
a) モノポールアンテナの使用 

 

 
b) 低侵襲性の電界センサの使用 

図 E.5－1 ポート TEM 導波路を用いた方法及び代替方法による電界プローブ校正のセットアップの例

（E.4.3.2 を参照） 

 

図 E.6－モノポールアンテナ及び測定装置の等価回路（E.4.3.3 を参照） 
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附属書 F 
（参考） 

エミッション測定結果における測定装置の不確かさ 
 

F.1 TEM 導波路を用いた放射妨害波測定 

F.1.1 TEM 導波路を用いた放射妨害波測定の測定量 

妨害電界強度 E［dB(µV/m)］は，30 MHz～1 000 MHz において OATS/SAC の 10 m で測定されたもの，

及び 1 GHz～18 GHz において FAR（FSOATS）の 3 m で測定された妨害電界強度［dB(µV/m)］である。 

注記 1 GHz 以下の距離 10 m における OATS での許容値，及び 1 GHz 以上の距離 3 m における FAR で

の許容値と比較することを前提として，TEM 導波路で取得した測定結果は電界強度に変換され

る。 

F.1.1A 一般的な記号 

Xi ：入力量 

xi ：Xi の推定量 

δXi ：入力量の補正 

u(xi) ：xi の標準不確かさ 

ci ：感度係数 

y ：全ての認められた有意な系統的影響を補正した測定結果（測定量の推定値） 

uc(y) ：y の（合成）標準不確かさ 

U(y) ：y の拡張不確かさ 

k ：包含係数 

a＋ ：確率分布の上限 

a－ ：確率分布の下限 

注記 G.1 の一般的な記号は，エミッション測定にも使われているため，追記している。 

F.1.2 全ての妨害波測定に共通する入力量の記号 

ac ：測定用受信機と TEM 導波路との間の接続の減衰量（dB） 

δM ：ミスマッチによって生じる誤差に対する補正（dB） 

Vr ：測定用受信機の電圧の読み値［dB(μV)］ 

δVSW：測定用受信機の正弦波電圧の不正確に対する補正（dB） 

δVpa ：測定用受信機のパルス振幅応答の不完全性に対する補正（dB） 

δVpr ：測定用受信機のパルス繰返し率応答の不完全性に対する補正（dB） 

δVnf ：測定用受信機のノイズフロアの影響に対する補正（dB） 

F.1.3 TEM 導波路測定特有の入力量の記号 

FconvTEM ：TEM 導波路での測定電界強度に対する変換係数［dB(1/m)］ 

δSuni   ：EUT 体積内の不均一性に対する補正係数（dB） 
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δSd   ：導波路ポートと EUT との間の距離に対する補正係数（dB） 

δSEUTdir  ：EUT の指向性の影響に対する補正係数（dB） 

δSTT   ：回転台及びマニピュレータの材質の影響に対する補正係数（dB） 

F.2 TEM 導波路を用いた放射妨害測定で考慮すべき入力量 

a) 測定用受信機の読み値 

b) TEM 導波路と測定用受信機との間のケーブル減衰量 

c) TEM 導波路を用いた電界強度測定に対する変換係数 

d) 測定用受信機に関連する入力量 

1) 正弦波電圧確度 

2) パルス振幅応答 

3) パルス繰返し率応答 

4) ノイズフロアの影響 

e) TEM 導波路の受信ポートと測定用受信機との間のミスマッチによる影響 

f) 電界不均一性による影響 

g) 導波路ポートから EUT までの離隔距離の影響 

h) EUT の指向性の影響 

i) 回転台及びマニピュレータの材質の影響 

F.3 TEM 導波路を用いた放射妨害測定に対する入力量の不確かさバジェット及び理論的根拠 

F.3.1 TEM 導波路を用いた放射妨害測定に対する不確かさバジェット 

測定値 E は，式(F.1)のモデル式を用いて計算する。 𝐸 = 𝑉୰ + 𝑎ୡ + 𝐹convTEM + 𝛿𝑉sw + 𝛿𝑉pa + 𝛿𝑉pr + 𝛿𝑉nf + 𝛿𝑀 + 𝛿𝑆uni + 𝛿𝑆ୢ + 𝛿𝑆EUTdir + 𝛿𝑆TT  (F.1) 

表 F.1－30 MHz～1 000 MHz の TEM 導波路を用いた放射妨害測定の結果に対する不確かさバジェットの

例 

入力量 a) Xi 
xi の不確かさ ci u(xi)b) 

dB 確率分布 dB 

測定用受信機の読み値 F1) Vr ±0.1 正規 k=1 0.10 

TEM 導波路－測定用受信機間の減衰量 F2) ac ±0.2 正規 k=2 0.10 

TEM 変換係数 F7) FconvTEM ±0.0 － 0.0 

測

定

用

受

信

機

補

正 

正弦波電圧 F3) 
δVsw ±1.0 正規 k=2 

0.50 

パルス振幅応答 F4) δVpa ±1.5 一様（方形） 0.87 

パルス繰返し率応答 F4) δVpr ±1.5 一様（方形） 0.87 

ノイズフロアの影響 F5) δVnf ±0.3 一様（方形） 0.17 

TEM 導波路－測定用受信機間のミスマッチ F6) δM +0.64/−0.69 U 字 0.47 

電界不均一性 F8) δSuni ±2.61 正規 k=1  2.61 



70 
C 61000-4-20：9999  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

離隔距離 F9) δSd ±0.19 一様（方形） 0.11 

EUT の指向性の影響 F10) δSEUTdir −1.5/0 一様（方形） 1.2 

EUT マニピュレータの影響 F11) δSTT ±2.0 一様（方形） 1.16 

表に特に記載がない限り，確率分布は正規分布である。 
注 a) 添字（例 F1)）は，F.3.2 の項目に対応する。 
注 b) 全ての ci=1。 

したがって，式(F.2)による拡張不確かさは U(E)=2uc(E)=6.82 dB で表される。 𝑢ୡ(𝑦) = ඨ 𝑐 ଶ𝑢(𝑥)ଶ   ···················································· (F.2) 

注記 同じ測定器を使う場合は，三つの電圧それぞれに同じ不確かさが適用できるため，式(F.1)及び

式(F.2)は，A.3.2.3 の 3 ポジション法に使うことも可能である。 

表 F.2－1 GHz～6 GHz の TEM 導波路を用いた放射妨害測定の結果に対する不確かさバジェットの例 

入力量 a) Xi 
xi の不確かさ ci u(xi)b) 

dB 確率分布 dB 

測定用受信機の読み値 F1) Vr ±0.1 正規 k=1 0.10 

TEM 導波路－測定用受信機間の減衰量 F2) ac ±0.3 正規 k=2 0.15 

TEM 変換係数 F7) FconvTEM ±0.0 － 0.0 

測

定

用

受

信

機

補

正 

正弦波電圧 F3) δVsw ±1.5 正規 k=2 0.75 

ノイズフロアの影響 F5) δVnf +0.2/0.0 一様（方形） 0.12 

TEM 導波路－測定用受信機間のミスマッチ F6) δM +0.51/−0.54 U 字 0.37 

電界不均一性 F8) δSuni ±2.61 正規 k=1  2.61 

離隔距離 F9) δSd ±0.19 一様（方形） 0.11 

EUT の指向性の影響 δSEUTdir － － 0 

EUT マニピュレータの影響 F11) δSTT ±2.0 一様（方形） 1.16 

表に特に記載がない限り，確率分布は正規分布である。 
注 a) 添字（例 F1)）は，F.3.2 の項目に対応する。 
注 b) 全ての ci=1。 

したがって，式(F.2)による拡張不確かさは U(E)=2uc(E)=5.97 dB で表される。 

F.3.2 TEM 導波路を用いた放射妨害波測定における入力量推定の理論的根拠 

注記 1 F1)～F8)は，CISPR 16-4-2[15]から引用している。 

注記 2 放射妨害波測定の測定不確かさに関する一般的な背景は，[30]に記載されている。 

F1)  測定用受信機の測定値は，測定システムの不安定さ及び指示計の補間誤差を含む要因によって変化

する。Vr の推定値は，平均の実験標準偏差（正規 k=1）で与えられる標準不確かさをもつ，安定した

信号の多くの測定値（標本の数が 10 より大きい）の平均である。 

F2)  測定用受信機と TEM 導波路とを接続する場合の減衰量 ac の推定値は，拡張不確かさ及び包含係数
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とともに，校正証明書から利用することができるものと仮定している。 

注記 3 減衰量 acの推定値をケ－ブル又は減衰器に添付してある製造業者のデ－タから求める場合

には，減衰量に関する製造業者の仕様の許容範囲と等しい半幅をもつ一様（方形）分布で

あるとみなすことは可能である。ケ－ブルと減衰器とが直列接続されており，製造業者の

データが利用可能な場合には，ac は各々が一様（方形）分布に従う二つの成分からなる。 

注記 4 30 MHz 以下の周波数範囲において，拡張不確かさの推定値は包含係数 2 の場合は 0.1 dB，
30 MHz～1 000 MHz では 0.2 dB，1 GHz～6 GHz では 0.3 dB 及び 6 GHz～18 GHz では 0.6 
dB である。ケーブル校正にベクトルネットワークアナライザを使用すれば，拡張不確かさ

の推定値はより低くすることが可能である。 

F3)  測定用受信機に対する正弦波電圧精度の補正値 δVsw の推定値は，拡張不確かさ及び包含係数ととも

に，校正証明書から利用することができるものと仮定している。 

注記 5 測定用受信機の正弦波電圧精度が CISPR 16-1-1 の許容範囲内（±2 dB）にあること以外，

校正成績書に記載されていない場合，2 dB の半幅をもつ一様（方形）分布に従い，補正 δVsw

の推定値はゼロとされる。校正成績書が CISPR 16-1-1 の許容範囲よりも小さい値（例え

ば，±1 dB）を記載する場合，その値を不確かさの計算に使用し，校正成績書が記載する

校正プロセスの不確かさの値を使用しない。校正成績書が基準値からの詳細な偏差を与え

ている場合，校正機関から報告された偏差及び不確かさを使用して，測定用受信機の不確

かさを決定することが可能である。 

F4)  一般的に，測定用受信機の不完全なパルス応答特性を補正することは，実現困難である。 

測定用受信機のパルス振幅応答がせん（尖）頭値，準せん（尖）頭値，平均値又は実効値－平均

値検波に対し，CISPR 16-1-1 に定める許容範囲±1.5 dB を満足していることを示す性能確認報告書

を利用可能である。補正 δVpa は，1.5 dB の半幅をもつ一様（方形）分布としゼロと推定される。 

パルス繰返し周波数応答に関する CISPR 16-1-1 の許容範囲は，繰返し周波数及び検波器の方式に

よって変化する。測定用受信機のパルス繰返し周波数応答が CISPR 16-1-1 に定める許容範囲を満足

していることを示す性能確認報告書が利用可能である。補正 δVpr は，1.5 dB の半幅をもつ一様（方

形）分布としゼロと推定する。これは，様々な CISPR 16-1-1 の許容範囲を代表する値と考えられる。 

注記 6 パルス振幅応答又はパルス繰返し周波数応答が CISPR 16-1-1 の仕様（α≤1.5）である±α dB
の範囲内であることが確認された場合には，その応答の補正は，α dB の半幅をもつ一様（方

形）分布としゼロと推定される。 

注記 7 検波器に加わる妨害波が連続波信号の場合，パルス応答補正値は考慮しない。 

F5)  S/N 比を決定するために，測定用受信機のノイズフロア及び OATS の 1 GHz 以下の 10 m 距離 r にお

ける放射妨害波許容値 Elim に対応する，又は FAR（FSOATS）の 1 GHz 以上の 3 m の距離 r におけ

る放射妨害波許容値 Elim に対応する，TEM 導波路の出力電圧レベルと Slim とを比較する。 

式(A.1)と式(A.6)とを組み合わせて，式(F.3)を得る。 𝐸୫ୟ୶ = 𝑔୫ୟ୶ඨ𝐷୫ୟ୶𝜂ଶ𝑘ଶ12𝜋ଶ𝑒௬ଶ𝑍ୡ ∙ 𝑆 = 𝑔୫ୟ୶ ∙ 𝜂𝑘2𝜋𝑒௬ ඨ𝐷୫ୟ୶3𝑍ୡ ∙ 𝑆                       (F.3) 

ここで， k0： 波数（1/m） 𝑘 = 2𝜋𝜆  

λ：波長（m） 
 η0： 自由空間波動インピーダンス（Ω） 𝜂 = ඨ𝜇𝜀 = 120𝜋 ≈ 377 
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μ0：真空の透磁率（H/m） 
ε0：真空の誘電率（F/m） 

 Zc： TEM 導波路の特性インピーダンス（Ω）（一般的

に 50 Ω） 
 Dmax： アンテナの最大指向性 

TEM 導波路のセプタム高 h=0.8 m は，製造業者の取扱説明書に𝑒௬ = ாඥ = ଵ（/୫）ටଵ.ହ（）

= 8.16（ √ஐ୫ ）

と記載される。 

注記 8 セプタム高と𝑒௬とは，反比例する。 

a) OATS に基づく電界強度（1 GHz 以下）については，r=10 m で，Dmax=1.5 のとき，𝑔୫ୟ୶ = ଶを
使用して Slim を算出する。 

式(F.3)から，λ の単位はメートル（m）で，𝐸୫ୟ୶ = 𝐸୪୧୫ = ଵఒ ∙ 0.92 ∙ 𝑆୪୧୫又は𝑆୪୧୫ = 𝜆 ∙ 1.08 ∙ 𝐸୪୧୫
となる。dB 表記では，次式となる。 𝑆୪୧୫ = 𝜆 + 0.68 + 𝐸୪୧୫  

ここで， 𝜆： 波長［dB(m)］ 
 𝐸୪୧୫： 放射妨害波許容値［dB(μV/m)］ 

上式によって，表 F.3 の Slim を算出することが可能である。 

表 F.3－30 MHz～1 000 MHz における Slim の値 

周波数 
MHz 

Elim dB(μV/m) 
Slim dB(μV) 

30 30 50.7 
100 30 40.2 
230 30 33.0 
230 37 40.0 
300 37 37.7 

1 000 37 27.2 

TEM 導波路を用いた 1 GHz 以下の放射妨害波測定においては，偏差 δVnf は 0～＋0.3 dB に

あると推定される。もし偏差が 0.3 dB の半幅をもつ一様（方形）分布に従って測定値の周り

で対称に存在する場合，補正値 δVnf はゼロであると推定する。ノイズフロアの影響に対する

いかなる補正も妨害波の形（例えばインパルス性又は無変調正弦波）及び S/N 比に依存し，

妨害波レベルの指示値を変化させる。0.3 dB の値は，F.4 の図 F.1 の S/N 比 28 dB から採用し

た。測定用受信機雑音指数を 6 dB とした場合，S/N 比は式(F.4)を使用して求める。 𝐸NQP = 𝑆NQP + 𝐹convTEM + 𝑎 =               −67 + 10 logଵ 𝐹 + 10 logଵ 𝐵 + 𝑤NQP + 𝐹convTEM + 𝑎   ·········· (F.4) 

ここで, ENQP： 準せん（尖）頭値ノイズフロアの等価

電界強度［dB(μV/m)］ 
 SNQP： 測定用受信機の準せん（尖）頭値ノイ

ズフロア［dB(μV)］ 
 FconvTEM： 受信周波数における TEM 変換係数

［dB(1 m⁄ )］ 
 ac： アンテナ接続ケーブル減衰量（dB） 
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 FN： 測定用受信機の雑音指数（真数） 
 10 logଵ 𝐹： 測定用受信機の雑音指数（dB） 
 BN： 測定用受信機の雑音帯域幅（Hz） 
 wNQP： 雑音の準せん（尖）頭値重み付け係数

（dB） 
 －67： 10 logଵ൫𝑘𝑇𝐵 𝑃ଵ μV⁄ ൯で 1 Hz 帯域幅での

雑音レベルの絶対値（μV） 
k：ボルツマン定数=1.380 649×10-23 

［J/k（ジュール/ケルビン）］ 
T0：293.15（K） 
B：帯域幅 1 Hz 
P1μV：50 Ω 負荷に 1 μV の電圧が印加さ

れたときに発生する電力 

最悪の S/N 比は，1 000 MHz 付近に現れる。次の条件では ENQP が 9［dB(μV/m)］となる。 
ここで, FN： 10 logଵ 𝐹 = 6（dB） 
 BN： 10 logଵ 𝐵 = 50.8（dB）（120 kHz において） 
 wNQP： 7（dB） 
 FconvTEM： 9.8［dB(1/m)］（1 000 MHz における TEM 変換係数） 
 ac： 2（dB） 

この ENQP を 10 m の距離での 37［dB(μV/m)］のエミッション許容値の妨害波レベルと比

較して，S/N 比 28 dB を得る。1 000 MHz 以下の周波数範囲では S/N 比は更に改善され，30 
dB を超えると推定される。 

b) FAR（FSOATS）に基づく電界強度（1 GHz 以上）については，r=3 m，Dmax=1.5 のときの𝑔୫ୟ୶ =
ଵを使用し Slim を算出する。 

式(F.3)から，λ の単位はメートル（m）で，𝐸୫ୟ୶ = 𝐸୪୧୫ = ଵఒ ∙ 1.54 ∙ 𝑆୪୧୫又は𝑆୪୧୫ = 𝜆 ∙ 0.65 ∙ 𝐸୪୧୫
となる。dB 表記で 𝑆୪୧୫ = 𝜆 − 3.75 + 𝐸୪୧୫  

ここで， 𝜆： 波長［dB(m)］ 
 𝐸୪୧୫： 放射妨害波許容値［dB(μV/m)］ 

前式によって，表 F.4 の Slim を算出することが可能である(F.3.2 を参照)。 

表 F.4－1 GHz～6 GHz における Slim の値 

周波数 
GHz 

Elim Pk dB(μV/m) 
Slim Pk dB(μV) 

1 70 55.8 
3 70 46.2 
3 74 50.2 
6 74 44.2 

1 GHz 以上の放射妨害波測定では，許容値が平均値検波器及びせん（尖）頭値検波器の測

定結果に適用される。また，1 GHz 以下のノイズフロアについても，同様に考慮する。せん

（尖）頭値検波器を使用したときにノイズの影響が強く，ノイズによる不確かさが大きくな

る。 
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F.4 の図 F.2 は，信号レベルからの偏差を S/N 比の関数として表している。測定用受信機雑

音指数を 6 dB とした場合，S/N 比は式(F.4A)を使用して求められる。 𝐸NPk = 𝑆NPk + 𝐹convTEM + 𝑎ୡ =               −67 + 10 logଵ 𝐹 + 10 logଵ 𝐵 + 𝑤NPk + 𝐹convTEM + 𝑎ୡ  ········· (F.4A) 

ここで, ENPk： せん（尖）頭値ノイズフロアの等価電界強

度［dB(μV/m)］ 
 SNPk： 測定用受信機のせん（尖）頭値ノイズフロ

ア［dB(μV)］ 
 FconvTEM： 受信周波数における TEM 変換係数

［dB(1 m⁄ )］ 
 ac： アンテナ接続ケーブル減衰量（dB） 
 FN： 測定用受信機の雑音指数（真数） 
 10 logଵ 𝐹ே： 測定用受信機の雑音指数（dB） 
 BN： 測定用受信機の雑音帯域幅（Hz） 
 wNPk： 雑音の尖頭値重み付け係数（dB） 
 －67： 10 logଵ ൬𝑘𝑇𝐵 ⋅   1భ μV൰，1 Hz 帯域幅での雑

音レベルの絶対値（μV） 
k：1.380649×10-23（ボルツマン定数） 
T0：293.15（K） 
B：帯域幅 1 Hz 
P1μV：50 Ω 負荷に 1 μV の電圧が印加され

たときに発生する電力 

最悪の S/N 比は，6 GHz 付近に現れる。次の条件では ENPk が 40［dB(μV/m)］となる。 
ここで, FN： 10 logଵ 𝐹 = 6（dB） 
 BN： 10 logଵ 𝐵 = 58.2（dB）（0.66 MHz にお

いて） 
 wNPk： 雑音の尖頭値重み付け係数 

11（dB） 
 FconvTEM： 29.8［dB(1 m⁄ )］（6 GHz における TEM 変

換係数） 
 ac： 2（dB） 

この ENPk を 3 m の距離での 74［dB(μV/m)］のエミッション許容値の妨害波レベルと比較

して，S/N 比 34 dB を得る。6 GHz 以下の周波数範囲では，S/N 比は更に改善され，34 dB を

超えると推定される。F.4 の図 F.2 は，正弦波の最大偏差が 0.2 dB であることを示している。 

F6)  ミスマッチによる不確かさ 

a) 一般 

一般的に，TEM 導波路の受信機ポートは 2 ポート回路網のポート 1 に接続し，ポート 2 は

反射係数 Γr の測定用受信機によって終端する。ケ－ブル，減衰器，直列接続された減衰器及

びケーブル，又は幾つかのほかの組合せ部品が接続されているような 2 ポート回路網は，S
パラメ－タによって表すことが可能である。この場合のミスマッチの補正値は，式(F.5)で表

される。 𝛿𝑀 = 20 logଵൣ(1 − Γୣ 𝑆ଵଵ)(1 − Γ୰𝑆ଶଶ) − 𝑆ଶଵଶΓୣ Γ୰൧   ··························· (F.5)

ここで，Γe は，TEM 導波路の受信機に接続するポートを考慮したものであり，放射妨害測

定に関しては，アンテナの出力ポートを考慮した反射係数である。全てのパラメータは 50 Ω
に対するものである。 



75 
C 61000-4-20：9999  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 

パラメータの振幅だけ又はパラメータの振幅の両極の値だけが分かっている場合，δM を

計算することは不可能であるが，𝛿𝑀の値は両極の値 δM±を示す式(F.6)の範囲内となる。 𝛿𝑀± = 20 logଵ[1 ± (|Γୣ ||𝑆ଵଵ| + |Γ୰||𝑆ଶଶ| + |Γୣ ||Γ୰||𝑆ଵଵ||𝑆ଶଶ| + |Γୣ ||Γ୰||𝑆ଶଵ|ଶ)]  ···· (F.6)

 𝛿𝑀の確率分布は，（𝛿𝑀ା − 𝛿𝑀ି）以下の U 字であり，標準偏差は√2で割った半幅以下である。 

b) TEM 導波路を用いた放射妨害波測定 

1 GHz 以下の放射妨害波測定に関して，TEM 導波路の VSWR の仕様は，swr≤1.6:1 と仮定し

ており，これは|Γe|≤0.23 であることを意味している。1 GHz 超の放射妨害波測定に関して，

アンテナの仕様は，swr≤1.45:1 と仮定しており，これは|Γe|≤0.18 であることを意味している。

同様に，測定用受信機への接続は，減衰量が無視できる（|S21|≈1）十分に整合の取れたケーブ

ル（|S11|≪1，|S22|≪1）を使用し，測定用受信機の RF 減衰量が，0 dB に設定されると仮定し

た。そのため，swr≤2.0:1 に対する CISPR 16-1-1 の許容範囲は|Γr|≤0.33 であることを意味する。 

補正𝛿𝑀の推定値はゼロであり，差異（𝛿𝑀ା − 𝛿𝑀ି）に等しい幅をもつ U 字確率分布に従

う。 

注記 9 δM 及び δM±の表記は，測定用受信機の前段に整合のとれた 2 ポート回路網の減衰

量を増やすことによってミスマッチエラーを低減することが可能であることを示し

ている。その代わりに測定感度の低下が生じる。 

注記 10 式(F.3)の追加の考察は，次のとおりである。 

a) 線形加算は，加算項に相関がないか非常に弱い相関の場合，2 乗和の平方根ル

ールで置き換えることは可能である。 

b) 加算項は，通常小さい値のため，更なる近似（ここでは δM±は U 字分布の半幅

である）は，最終的に次式で表される。 𝛿𝑀± ≈ 8.7ඥ(|Γୣ ||𝑆ଵଵ|)ଶ + (|Γ୰||𝑆ଶଶ|)ଶ + (|Γୣ ||Γ୰||𝑆ଶଵ|ଶ)ଶ dB  

F7)  TEM 導波路を用いた放射妨害波測定のための変換係数 

換係数は，測定用受信機を使って TEM 導波路の出力端で測定された妨害電圧を，同等の OATS
（又は FAR）の電界強度に変換することで，周波数特性をもったアンテナ係数とみなすことが可能

である。変換係数は，通常，計算された電界強度の水平偏波と垂直偏波とで異なる。これは，

OATS/SAC での測定距離，セプタムの高さ，及びその他のパラメータに依存するためである。F5)に
記載されている項目で，おおよその近似値が算出される。変換は，例えば，A.3 に記載されているよ

うなアルゴリズムを使用して実行されるか，又は厳密な理論に従ったより高度なアルゴリズム及び

不確かさへの寄与を生じさせない計算を使用して実行されると想定される。例えば，予測できない

EUT の指向性によって引き起こされるあらゆる不確かさは，他の入力量の影響によって包含される。 

F8)  電界の不均一性 

試験領域については，5.2.2 の要求を適用する。5.2.2.2.2 及び 5.2.2.2.3 では，主電界成分又は進行

波電力の平均値及び標準偏差は，N 個の測定ポイントに対して計算する。測定値には，正規分布が

仮定される。進行波電力一定法の主電界成分又は電界一定法の進行波電力の標準偏差は，式(1)～式

(6)及び式(7)～式(12)によって，2.61 dB 未満でなければならない。この検証要求事項から，電界の不

均一性への不確かさの寄与は 2.61 dB 以上であると判断可能である。主電界成分又は進行波電力の

標準偏差の実際の値は，テストラボとその TEM 導波路の拡張不確かさ Ulab を決定するために，こ
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の入力量の標準不確かさの推定値として使用可能である。 

しかし，特に大きな均一領域では，多くの TEM 導波路は不確かさが小さくなる。電界の不均一性

の不確かさをより正確に見積もる必要がある場合，次に説明するように，試験領域の検証の校正デ

ータを，より複雑に評価することで可能となる。 

N 個の校正点における主電界成分の測定値 Eprim,i（V/m）は，式(A.4)に従って入力電力及び電界係

数に正規化される（A.3.2.3.3 を参照）。式(F.7)～式(F.10)を用いて，試験領域及び導波路の固有の不

確かさの標準偏差 sN が計算される。ここで，Γ(...)はガンマ関数である。 

 

𝑠ே = ඨ𝑁 − 12 ⋅ 𝛤 ቀ𝑁 − 12 ቁ𝛤 ቀ𝑁2 ቁ ⋅ 𝜎EN  ···················································· (F.7)

 

𝜎EN = ඩ 1𝑁 − 1 ൫𝐸pn, − 𝐸pn൯ଶே
ୀଵ   ··············································· (F.8) 

 

𝐸pn = 1𝑁  𝐸pn,ே
ୀଵ   ···················································· (F.9)

 

𝐸pn, = 20 logଵ ቆ 𝐸prim,ඥ𝑃 ⋅ 𝑒௬,ቇ  ·················································· (F.10)

均一領域内の無作為に選んだ多くの校正点（xi,yi）（全校正点数 I）について式(F.11)を用いると，

特定の試験領域内の解析領域の均一性の標準偏差 se0y が得られる。 

𝑠ୣ௬ = ඩ 1𝐼 − 1  ൭20 logଵ ቀ𝑒௬(𝑥 , 𝑦)ቁ − 1𝐼  20 logଵ ቀ𝑒௬(𝑥 , 𝑦)ቁூ
ୀଵ ൱ூ

ୀଵ
ଶ
  ······· (F.11)

表 F.1 の不確かさは，式(F.12)で計算される。各周波数範囲について，u(𝛿𝑆uni)の最大値を考慮する

ことが必要である。 𝑢(𝛿𝑆uni) = ට𝑠ଶ + 𝑠ୣ௬ଶ  ····························· (F.12)

電界の不均一性による不確かさの寄与に関する詳細な情報及び測定例は，[27]に記載されている。 

F9)  EUT 及び TEM 導波路ポートの測定距離の誤差は，EUT の境界の決定及び TEM 導波路内の EUT の

z 座標の誤差によって生じる。測定距離の誤差に対する補正 δSd の推定値はゼロとし，測定距離の最

大誤差が±0.1 m で，マージンを超えるところでは電界強度が測定距離に反比例する，とした仮定か

ら得られる半幅の一様（方形）分布に従うとした。特定の TEM 導波路の場合，標準不確かさ u(𝛿𝑆ୢ)
は式(F.13)から計算可能である。ここで，rTL は EUT から TEM 導波路ポートまでの距離である（H.8
の図 H.3 を参照）。 
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𝑢(𝛿𝑆ୢ) = max ቈ√33 ⋅ 20 logଵ ൬𝑟TL ± 0.1 m𝑟TL ൰  ···························· (F.13)

注記 11 この値は，TEM 導波路のテーパによる不確かさの寄与と理解することも可能である。 

注記 12 この値は，テーパのない TEM 導波路，例えば，試験領域内の断面寸法が一定な導波路に

は適用されない。 

注記 13 この不確かさの寄与の値は，EUT の位置と TEM 導波路ポートとの間の距離に依存して

いる。離隔距離が長いと，不確かさは小さくなる。 

F10)  電気的に小さい EUT の場合，指向性は最小 1.5（単独の電気又は磁気ダイポールだけ）から最大 3
（電気及び磁気ダイポールを最適に配置させた場合）の間で変化することになる。小型 EUT の

A.3.2.4 相関アルゴリズムでは，指向性 3（最大ケース）を仮定しているため，実際の（未知の）指

向性は最大で 1.5 小さい不確かさが発生する。表 F.1 では，一様（方形）分布が仮定されている。

A.5.1.2 の 12 配置法に基づく方法が小型 EUT に使用される場合，この不確かさの項は必要ない。1 
GHz を超える周波数では，あらゆる EUT は電気的に大きいと仮定されるため，等価電界強度の計

算には A.5.1.2 の 12 配置法を使用する必要があり，EUT の指向性に関する不確かさの寄与はない。

したがって，表 F.2 において，その値はゼロに設定されている。 

F11)  EUT ターンテーブル/マニピュレータの材質による影響 

この影響は，CISPR 16-1-4 のセットアップテーブルの影響評価と同様に，マニピュレータを使用し

た場合と使用しない場合との測定で決定する必要がある。約 500 MHz 以上の電界強度の測定から，

約±2 dB が一般的な値である。一様（方形）の分布を仮定することが可能になる。TEM 導波路にお

けるその影響を評価するためのより詳細な情報及び可能な測定セットアップの説明は，[27]に記載

されている。 

F.4 この附属書の図 

 

 

図 F.1－測定用受信機入力における信号レベルに対する準尖頭値検波器レベル指示値の偏差と S/N 比との

関係（正弦波信号及びパルス繰返し周波数 100 Hz のインパルス性信号の場合） 
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図 F.2－測定用受信機入力における信号レベルに対する尖頭値検波器レベル指示値の偏差と S/N 比との関

係（正弦波信号及びパルス繰返し周波数 100 Hz のインパルス性信号の場合） 
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附属書 G 
（参考） 

試験装置によるイミュニティ試験の測定不確かさ 
 

G.1 一般的な記号 

Xi ：入力量 

xi ：Xi の推定量 

δXi ：入力量の補正 

u(xi) ：xi の標準不確かさ 

ci ：感度係数 

y ：全ての認められた有意な系統的影響を補正した測定結果（測定量の推定値） 

uc(y) ：y の（合成）標準不確かさ 

U(y) ：y の拡張不確かさ 

k ：包含係数 

a＋ ：確率分布の上限 

a－ ：確率分布の下限 

G.2 測定量の定義及び記号 

E ：5.2.2 に記載された均一領域の一点における電界強度［dB(V/m)］ 

G.3 入力量の記号 

Em ：校正プロセスの場合の電界プローブの表示で，直接又は dB(V/m)に変換したもの 

Fc ：電界プローブの校正係数 

δFlin ：電界プローブの非直線性の補正 

δFiso ：電界プローブの等方性からの偏差の補正 

δFint  ：電界プローブの校正係数の周波数補間 

δFuni ：均一領域内の不均一性の補正 

δFhar ：電界の高調波に起因する補正 

δFres ：フィードバック制御ループの振幅の分解能の制限に起因する補正 

δM ：TEM 導波路と増幅器との間のミスマッチに起因する補正 

G.4 イミュニティ試験における不確かさバジェットの例 

測定量 E は，式(G.1)を用いて計算する。 𝐸 = 𝐸୫ + 𝐹c + 𝛿𝐹lin + 𝛿𝐹iso + 𝛿𝐹int + 𝛿𝐹uni + 𝛿𝐹har + 𝛿𝐹res + 𝛿𝑀  ······························· (G.1) 

注記 式(G.1)では，E は，試験領域内の過小試験を避けるために，系統的な補正を行う前の式(16)又は式

(17)を用いて測定した電界を表す（それぞれ 5.2.2.4.1 及び 5.2.2.4.2 を参照）。 
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表 G.1－イミュニティ試験レベルの不確かさバジェットの例 

G.5 入力量の推定の理論的根拠 

G1) 表示の不確かさは，a)発生器及び電力増幅器の不安定性（タイプ A），及び b)中点の位置合わせを含む

電界プローブの取り外しと交換に起因する非再現性（タイプ A）を含む。これは，寄与 a)と b)とを結

合した標準不確かさとして評価することが可能である。 

G2) 電界プローブの校正係数の不確かさは，校正の不正確さに依存する。これは 95 %の信頼区間（正規分

布）に相当する包含係数 k=2 の拡張不確かさとして，電界プローブの校正証明書で規定しているタイ

プ B の寄与である。 

G3) 電界プローブの直線性は，電界プローブの製造業者によって指定される。これは，一様（方形）分布

をもつタイプ B の寄与である。この補正の期待値はゼロである。 

G4) 等方性の偏差は，電界プローブの製造業者によって指定される。これは，一様（方形）分布をもつタ

イプ B の寄与である。この補正の期待値はゼロである。 

G5) 電界プローブの校正係数は，校正周波数での校正確度の範囲内で既知である。校正周波数間の任意の

周波数で，校正係数は，校正証明書に記載された値と校正周波数に対応する値との間の任意の値を達

成することが可能であると想定される。これは，一様（方形）分布をもつタイプ B の寄与である。最

悪の場合の偏差（すなわち，隣接する校正係数間の最大偏差）を考慮することが可能である。この補

正の期待値はゼロである。 

G6) 電界の不均一性 試験領域については，5.2.2 の規定を適用する。5.2.2.2.2 及び 5.2.2.2.3 では，主電

界成分の標準偏差及び平均値，又は進行波電力を N 個の測定ポイントに対して計算する。測定量

には，正規分布を仮定する。この入力量の標準不確かさを推定するための根拠として，進行波電

不確かさの要因 a) Xi 
xi の不確かさ 

ci 
u(xi) 

dB 確率分布 dB 
校正プロセスにおける電界プローブの

表示 G1) 
Em 0.20 正規 k＝1 1 0.20 

電界プローブの校正係数 G2) Fc 0.96 正規 k＝2 1 0.48 
電界プローブの補正      
電

界

プ

ロ

ー

ブ

の

補

正 

非直線性 G3) δFlin 0.5 一様（方形） 1 0.29 

等方性 G4) δFiso 0.5 一様（方形） 1 0.29 

周波数補間に起因する不確かさ G5) δFint 0.5 一様（方形） 1 0.29 

均一領域内の電界の不均一性 G6) δFuni 1.5 正規 k＝1 1 1.5 
高調波の影響 G7) δFhar 0.50 一様（方形） 1 0.29 
フィードバック制御ループの分解能 G8) δFres 0.15 一様（方形） 1 0.09 
TEM 導波路と増幅器又は方向性結合器

との間のミスマッチ G9) 
δM 0.17 U 字 1 0.12 

    𝑢(𝑥)ଶ 2.88 

𝑢(𝑦) = ට 𝑢(𝑥)ଶ 1.70 

拡張不確かさ U(y),(k=2) 3.39 
注 a) 添字（例 G1)）は，G.5 の項目に対応する。 
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力一定法における主電界成分又は電界一定法における進行波電力のいずれかの標準偏差を使用す

ることが可能である。 

ただし，特に大きな均一領域の場合，多くの TEM 導波路は不確かさが小さくなる。この入力量の推

定値を計算するには，試験領域の検証の校正データを使用することが望ましい。N 個の校正点におけ

る主電界の測定値 Eprim,i（V/m）は，式(A.4)に従って入力電力及び電界係数に正規化される（A.3.2.3.3
を参照）。式(G.2)～式(G.7)を使用して，試験領域及び TEM 導波路の固有の不確かさのための標準偏差

sN を計算する。ここでΓ(…)はガンマ関数である。 

𝑠ே = ඨ𝑁 − 12 ⋅ 𝛤 ቀ𝑁 − 12 ቁ𝛤 ቀ𝑁2 ቁ ⋅ 𝜎EN ···················································· (G.2)

 

𝜎EN = ඩ 1𝑁 − 1 ൫𝐸pn, − 𝐸pn൯ଶே
ୀଵ   ··············································· (G.3) 

 

𝐸pn = 1𝑁  𝐸pn,ே
ୀଵ   ···················································· (G.4)

 

𝐸pn, = 20 logଵ ቆ 𝐸prim,ඥ𝑃 ⋅ 𝑒௬,ቇ  ·················································· (G.5)

均一領域内の無作為に選んだ多くの校正点（xi,yi）（全校正点数 I）について式(G.6)を用いると，特定

の試験領域内の解析領域の均一性の標準偏差 se0y が得られる。 

𝑠௬ = ඩ 1𝐼 − 1  ൭20 logଵ ቀ𝑒௬(𝑥 , 𝑦)ቁ − 1𝐼  20 logଵ ቀ𝑒௬(𝑥 , 𝑦)ቁூ
ୀଵ ൱ூ

ୀଵ
ଶ
  ······· (G.6)

表 G.1 の不確かさは，式(G.7)によって計算される。各周波数間隔について，u(δFuni)の最大値を考慮

することが望ましい。 𝑢(𝛿𝐹uni) = ට𝑠ଶ + 𝑠௬ଶ ····························· (G.7)

電界の不均一性の不確かさの寄与に関する詳細な情報及び測定例は，[27]に記載されている。 

G7) 電界強度計は，基本周波数の電界強度及びその高調波を重ね合わせて得られる電界強度の二乗平均平

方根値を検出する。電界強度の高調波が存在し，その振幅が基本波よりも最大で 6 dB 低いと仮定す

る。これによって，約 1 dB を超える最大誤差が発生する。これはタイプ B の寄与であり，一様（方

形）分布が想定される。この補正の期待値は－0.5 dB である。 

G8) この不確かさの影響は，RF 信号発生器のステップサイズ及び試験レベル設定のプロセス中のフィー

ドバックループを制御するソフトウェアに起因する。この値には，製造業者の仕様［一様（方形）分

布として扱う］又は校正証明書（正規分布として扱う）のいずれかから取得された，センサを含むパ

ワーメータの不確かさを含む場合がある。これは，一様（方形）分布をもつタイプ B の寄与である。 

G9) これは，TEM 導波路の入力ポートとパワーアンプの出力ポートとの間のミスマッチによって生じる不
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確かさである。増幅器からの進行波電力及び TEM 導波路からの反射電力をパワーメータで測定する

ために方向性結合器を使用する場合，TEM 導波路の入力ポートと方向性結合器の出力ポートとの間の

ミスマッチによって不確かさが生じる可能性がある。この不確かさは，増幅器，方向性結合器，及び

TEM 導波路の反射係数の位相情報の欠如によって引き起こされる。これは，通常，電力の反射特性が

位相の情報をもたない VSWR で与えられるためである。詳細については，IEC TR 61000-1-6[64]を参

照。 
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附属書 H 
（参考） 

EMC 試験設備間のエミッション及びイミュニティの許容値の相関性 
 

H.1 概要 

エミッション測定及びイミュニティ試験は，様々な EMC 試験設備で行うことが可能である。これらの

設備は，OATS，SAC，FAR，TEM セル及び反射箱を含む。理想的には，これらの機能のそれぞれが，特定

の試験対象に対して同じ試験結果となることである。すなわち，ある設備で試験に合格した製品は他の設

備でも試験に合格し，ある設備で不合格だった製品は他の設備でも不合格になることである。この理想的

なケースは，エミッション測定データ及びイミュニティ試験データが EMC 設備間で正確な相関性がある

場合に満たされる。しかし，ほとんどの試験対象は非常に複雑であり，標準的な EMC 設備に基づいた試

験方法では，エミッション測定及びイミュニティ試験で得られる結果に影響する要因が試験法によって異

なるため[62]，試験データの正確な相関は通常不可能である。 

複雑なエミッション測定及びイミュニティ試験データの相関をとる代わりに，試験対象の単純なダイポ

ールモデルに基づいた試験の許容値の相関をとることが可能である。ダイポールモデルは，同等の試験の

許容値を設定するための出発点として適している。これらの許容値は，製品委員会によって採用又は適切

に修正することが可能である。イミュニティの許容値は，通常，試験対象物がない場合の試験面及び／又

は試験領域での電界強度（V/m）で表す。等方性プローブを使用した電界測定によって，特定の EMC 試験

設備の試験場所における電界強度を検証する。このようにして，信号源と試験設備との間の相互作用を正

規化する。これによって，EMC 設備間で同等のイミュニティ許容値を簡単に設定することが可能である。

エミッションの許容値は，それほど単純ではない。前述のイミュニティのケースに相当するのは，対象の

周波数範囲にわたって可変電界強度レベルを生成する小型の等方性の放射源を使用することである(イミ

ュニティ試験で対象の周波数範囲にわたって可変電界強度レベルを受信する電界プローブを相反するも

の)。電界プローブは，EMC 試験設備間で同等の許容値を確立するための仲介標準として使用することが

可能である。難点は，このような小型で可変の等方性信号源を容易に実現できないことである。したがっ

て，エミッションのケースでは，信号源と試験設備との相互作用の相関をとるために分析モデルを使用す

る。ダイポールモデルは，最も単純で，様々なダイポールベースの相関アルゴリズムが開発されており，

[32]，[41]，[53]，[60]などに記載されている。ここでは，一般的な用語及び表記法を用いて，相関アルゴリ

ズムの基本を概説する。自由空間におけるダイポールを最初に考慮し，理想的な FAR のモデルとして機能

させる。次に，理想的な OATS 又は SAC のモデルとなる，半自由空間のダイポールを検討する。伝送線路

のダイポールは，TEM モード伝送線路をモデル化する。最後に，理想的なキャビティ内のダイポールが，

反射箱のセットアップをモデル化する。H.2～H.5 で議論された放射源の形状は，図 H.1～図 H.4 に示す

（H.8 を参照）。これらのモデルによる結果は相関が得られ，同等の試験許容値を導出するために使用する

ことが可能である。 

H.2 自由空間（FS）におけるダイポール（FAR のセットアップ） 

理想的な自由空間の環境は，分析する最も単純なケースである。一般的な信号源の表現としてのダイポ

ールを，図 H.1 に示す（H.8 を参照）。電気ダイポールの場合だけを考慮する。この結果は，磁気ダイポー

ル又は電気ダイポールと磁気ダイポールとの組合せに簡単に拡張することが可能である。これについては，

この附属書で後述する。原点に位置し，z 軸に整列した短い電気ダイポール（長さ dl，ピーク電流 I0）の場

合，遠方界放射は式(H.1)及び式(H.1A)で与えられる。 
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𝐸ఏ = j𝜔𝜇𝐼𝑑𝑙4π𝑟 sin 𝜃𝑒ିబ   ············ (H.1) 

𝐻ఝ = j𝑘𝐼𝑑𝑙4π𝑟 sin 𝜃 𝑒ିబ  ············ (H.1A) 

ここで，ω は角周波数，μ はダイポールが位置するところの媒質（空気など）の透磁率，k0=2π/λ(λ は波

長)，（θ，φ，r）は従来の球面座標系を表し，ejωt 時間表現は慣習的に省略されている。電気ダイポールによ

って放射される全電力 P0 は，ダイポールを囲む球上でポインティングベクトルを積分することによって求

められ，式(H.2)を得る。 𝑃 = 23 𝜂π𝐼ଶ ൬𝑑𝑙𝜆 ൰ଶ  ····································· (H.2) 

ここで η0 は，自由空間インピーダンスである（空気の場合，120π Ω）。FAR で行う EMC 測定は，通常，

電界強度を測定する。エミッション測定の場合，幾つかの幾何学的走査によって最大電界強度 Emax が求め

られる。前述の電気ダイポールの配置では，式(H.1)は，式(H.3)に示すように，θ = 𝜋 2⁄ のときに最大とな

る。 𝐸୫ୟ୶ଶ = 𝜔ଶ𝜇ଶ(𝐼𝑑𝑙)ଶ(4π𝑟)ଶ   ····································· (H.3) 

式(H.2)を使用すると，式(H.3)は式(H.4)のように書き換えることが可能である。 𝐸୫ୟ୶ଶ = 32 ∙ 𝜂4π𝑟ଶ ∙ 𝑃  ····································· (H.4) 

式(H.4)は，式(H.5)に示される一般的な式における電気ダイポールの場合を示している（[53]を参照）。 𝐸୫ୟ୶ଶ = 𝐷୫ୟ୶ ∙ 𝜂4𝜋𝑟ଶ ∙ 𝑃  ····································· (H.5) 

最大指向性𝐷୫ୟ୶（個々の電気ダイポール又は磁気ダイポールの場合𝐷୫ୟ୶ = 3 2⁄ ，電気ダイポール及び磁気

ダイポールの双方が存在する場合𝐷୫ୟ୶ = 3）及び全放射電力𝑃をもつ放射源からの最大電界𝐸୫ୟ୶は，実際

にはアンテナ係数 Fa のアンテナの出力で測定された電圧𝑉୫ୟ୶を使用して決定する。ここで，𝐸୫ୟ୶ = 𝐹ୟ ∙ 𝑉୫ୟ୶
である。結果として式(H.6)が得られる。 𝑉୫ୟ୶ଶ = 𝐹aିଶ ∙ 𝐷୫ୟ୶ ∙ 𝜂4π𝑟ଶ ∙ 𝑃  ····································· (H.6) 

式(H.6)は，自由空間伝搬損失項を定義することによって，式(H.7)のようにさらに書き直すことが可能で

ある。 𝑎FS = 14π𝑟ଶ  ·················································· (H.7) 

従って，式(H.6)は，式(H.8)のようになる。 
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𝑉max,FSଶ = 𝜂൫𝐹aିଶ ∙ 𝐷max,FS ∙ 𝑎ிௌ൯𝑃  ········································ (H.8) 

H.3 以降のケースを区別するために，添え字（FS）を追加した。特に，Fa は自由空間固有の特性ではな

く，自由空間測定を行うために使用されるアンテナ係数である。 

H.3 半自由空間（HS）におけるダイポール（OATS 又は SAC のセットアップ） 

半自由空間は，前節の自由空間のケースに理想的なグラウンドプレーンを導入することによって形成さ

れる。図 H.2（H.8 を参照）に示すように，電気ダイポールは，グラウンドプレーンから h の高さに配置

し，垂直又は水平に向けられる。他の方向は，これら二つのケースの重ね合わせとして分析してもよい。

半自由空間の場合は，イメージダイポールを導入することで分析していもよい。直角座標系を導入し，xy
平面にグラウンドプレーン，𝑧 = +ℎୢ୧୮୭୪ୣにダイポール，及び𝑧 = −ℎୢ୧୮୭୪ୣにイメージダイポールを配置する。

原点から測定点までの距離を r とし，放射源ダイポールから測定点までの距離を r1，イメージダイポール

から測定点までの距離を r2，及び z 軸上から測定点までの半径距離を s とする。遠方界では，最大電界は

式(H.9)に示す（[32]及び[60]を参照）。 𝐸୫ୟ୶ଶ = 𝐷୫ୟ୶ ∙ 𝜂4π𝑟ଶ ∙ 𝑅୬୭୰ଶ ∙ 𝑔୫ୟ୶ଶ ∙ 𝑃  ····································· (H.9) 

ここで，𝐷୫ୟ୶は単一の電気ダイポールの場合も 3/2 であり，電気ダイポール及び磁気ダイポールの双方

が存在する場合は 3 に一般化が可能である。正規化係数 Rnor を導入して，式(H.9)を式(H.5)と同様の形式に

する。幾何係数𝑔୫ୟ୶は，式(H.10)で定義する。 

𝑔୫ୟ୶ = ⎩⎪⎨
⎪⎧ቤ𝑒ିబభ𝑟ଵ − 𝑒ିబమ𝑟ଶ ቤ୫ୟ୶     水平偏波

ቤ 𝑠ଶ𝑟ଵଶ 𝑒ିబభ𝑟ଵ + 𝑠ଶ𝑟ଶଶ 𝑒ିబమ𝑟ଶ ቤ୫ୟ୶  垂直偏波

  ···················· (H.10) 

ここで，k0=2π/λ は波数で，添え字の max は，アンテナの上下走査（例えば，ある水平オフセット位置で

1 m～4 m の垂直走査）で得られた最大値を示す。s/r1≈1，s/r2 ≈1，r/r1 ≈1，r/r2 ≈1 のように，半径距離 s が
グラウンドプレーンからの高さ h よりも大幅に大きい場合，𝑔୫ୟ୶は，式(H.11)のように簡略化される。 

𝑔୫ୟ୶ = ൞2𝑟 sin൫𝑘(𝑟ଵ − 𝑟ଶ)൯     水平偏波2𝑟 cos൫𝑘(𝑟ଵ − 𝑟ଶ)൯     垂直偏波

  ···················· (H.11) 

これらの条件下で，両方のケースにおいて𝑔୫ୟ୶ = 2 𝑟⁄ であり，測定における走査がそれぞれある点𝑘(𝑟ଵ − 𝑟ଶ) = 𝜋 2⁄ 又は𝜋（又はある適切な倍数）であると仮定する。物理的には，これは単純に，反射経路

による強め合う干渉によって，グラウンドプレーンが最大電界を 2 倍にすることを意味する。[32]の図 3
は，典型的な 3 m のエミッション測定のセットアップ（3 m の水平間隔，1 m の波源高さ，高さ 1 m～4 m
の受信アンテナ走査）の場合，𝑔୫ୟ୶ = 2 𝑟⁄ が 200 MHz 以上で適切な近似値であることを示し，また，典型

的な 10 m のエミッション測定のセットアップ（10 m の水平間隔，1 m の波源高さ，高さ 1 m～4 m の受信

アンテナ走査)の 30 MHz 以上の適切な近似値であることを示す。したがって，同等のエミッションの許容

値を設定するには，𝑔୫ୟ୶は 2 で十分である。これは，ここでは半自由空間の場合に使用される。結果的に，

理想的なグラウンドプレーン上の電気ダイポールの最大測定電圧は，式(H.12)で近似が可能である。 𝑉max,HSଶ = 𝜂൫𝐹a,HSିଶ ∙ 𝐷max,HS ∙ 𝑎ୌୗ൯𝑃  ········································ (H.12) 
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ここで，この附属書の計算では，𝑎HSは，𝑎FS = 4 (π𝑟ଶ)⁄ で十分に近似される。ただし，グラウンドプレー

ンの幾何学的な形によって正確に考慮する必要がある場合は，𝑎HS = 𝑅୬୭୰ଶ𝑔୫ୟ୶ଶ (4π𝑟ଶ)⁄ を使用する必要が

ある。 

H.4 TEM モード伝送線路（TL）におけるダイポール 

TEM モード伝送線路（例えば，平行平板ストリップライン，TEM セル）は，試験領域上に近似

的な直線偏波の平面波を生成する。図 H.3（H.8 を参照）に示すように，TEM モード伝送線路に置

かれたダイポールは，TEM モード及び高次モード（存在する場合）と結合し，接続端に電圧を発

生させる。ダイポールの適切な回転（H.3 の受信アンテナ高の走査と同様な目的）と組み合わせた

この測定電圧から，ダイポールモーメント（[62]を参照）又はダイポールからの全放射電力（[41]及
び[62]を参照）を決定することが可能である。例えば，式(A.1)（A.3.2.3.2 を参照，電気及び磁気ダイ

ポールの双方が存在する場合に適用）から，P0 は式(H.13)に示すように電気ダイポールだけで与え

られる。  𝑃 = 2𝜂3𝜋 ∙ 𝑘ଶ𝑒௬ଶ𝑍 𝑆 ଶ  ·················································· (H.13) 

 
ここで， Zc： TL の特性インピーダンス（一般的に 50 

Ω） 
 e0y： 正規化された電界係数  𝑒௬ଶ ≈ 𝑍ℎଶ 

h：ダイポール設置した場所におけるプ

レート間隔  
 Sv： ダイポールの回転手順で測定した出力

端電圧の合計  

これらの式は，高次モードの影響を無視している。H.2 及び H.3 のように，ダイポールが最大結合にな

るような向きであれば，測定端の電圧は最大，すなわち，𝑆ଶ = 𝑉maxଶ（回転は必要ない）となる。ここで，

e0y を代入すると式(H.14)になる。 𝑉୫ୟ୶ଶ = 32 ∙ 𝜋𝜂 ∙ 𝑍ଶ𝑘ଶℎଶ 𝑃  ·················································· (H.14) 

さらに，3/2 を𝐷maxに置き換えると，式(H.14)は，式(H.15)に書き換えられる。 𝑉୫ୟ୶ଶ = ൬𝑍𝜂 ∙ 𝑟TL
ℎ

𝜆൰ଶ ∙ 𝐷୫ୟ୶ ∙ 𝜂4𝜋𝑟TLଶ ∙ 𝑃  ····································· (H.15) 

この結果を式(H.6)（H.2 を参照）と比較すると，式(H.15)は，TEM セルの等価アンテナ係数（括弧内の

項）を定義していることが分かる。広がり角が一定の TEM モード伝送線路（例えば，GTEM セル）では，𝑟TLは，測定端からダイポール位置までの距離である。均一断面の TEM モード伝送線路（例えば，両端が

テーパ状の標準的な 2 ポート TEM セル）では，𝑟TLは，セルのテーパに沿った測定端から，セルの均一断

面部が始まる平面に投影したダイポールの位置までの距離である（図 H.3 を参照）。等価アンテナ係数は，

式(H.16)で与えられる。 𝐹a,TL = 𝜂𝑍 ∙ ℎ𝑟TL ∙ 1𝜆  ·················································· (H.16) 

この定義を用いると，式(H.17)が得られる。 
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𝑉max,TLଶ = 𝜂൫𝐹a,TLିଶ ∙ 𝐷max,TL ∙ 𝑎்൯𝑃  ········································ (H.17) 

ここで，𝑎TLは𝑎FSと同様に定義されるが，H.4 に定義する𝑟TLを使用する。 

H.5 反射箱（RC）におけるダイポール  

反射箱は，図 H.4 に示すようなセットアップで，試験領域に統計的に一様な多重平面波によって

多くのモードを生成する金属箱である（H.8 を参照）。理想的な多重平面波は，全ての方向と偏波

とを含んでいる。良好な反射箱は，この仮定に近づく。反射箱内の放射源による整合した無損失の

基準アンテナによる受信平均電力⟨𝑃⟩（複数のモード分布の平均）は，式(H.18)（[31]を参照）で与

えられる。  ⟨𝑃⟩ = 𝜆ଷ𝑄16𝜋ଶ𝑉 𝑃  ·················································· (H.18) 

 
ここで， ⟨∙⟩： 集合平均  
 Q： 反射箱の品質係数（Q 値）  
 V： 反射箱の体積  
 P0： 放射源（電気ダイポール）からの全放

射電力  

式(H.18)の問題点は，Q が十分に特徴づけられないことが多く，及びアンテナ損失の影響に対する補正

が必要なことである。これらの問題を避けるため，反射箱での𝑃を求めるための一般的な方法は，反射箱

の条件を同じにしたまま，既知の電力𝑃refの参照放射源との比較測定を行うことであり，式(H.19)に従って

決定する。 𝑃 = 𝑃refൻ𝑃r,refൿ ⟨𝑃⟩  ·················································· (H.19) 

 

ここで， 𝑃r,ref： 参照放射源𝑃refを入力したときの受信電力 

これを⟨𝑃⟩について解き，𝑃 = 𝑉ଶ 𝑍⁄ を用いて平均受信電圧で書き直すと，式(H.20)が得られる。  ⟨𝑉ଶ⟩ = 𝑍 ൻ𝑃r,refൿ𝑃ref 𝑃  ·················································· (H.20) 

 
ここで， V： 受信電圧  
 Zc： アンテナ測定ポートのインピーダンス

（一般的に 50 Ω） 

受信アンテナを走査する又は試験対象を回転する必要がないため，max の添字はない。入射角及び偏波

は，平均化によって打ち消されるため指向性に関する項もない。これまでの式との整合性のため，反射箱

の場合について，次のように定義する。𝐷max,RC = 1（指向性なし），𝑉୫ୟ୶,ୖେଶ ≡ ⟨𝑉ଶ⟩（前述の方法における

受信アンテナの走査をモード分布変動の平均によって置き換える。），𝐹a,RCଶ = 𝜂 ൫𝑑ோ ଶ𝑍൯⁄ （単位を合わせ

るために dRC=1 m を加えた。），及び式(H.21)に従う。 𝑎RC = 1𝑑RCଶ ൻ𝑃r,refൿ𝑃ref   ·················································· (H.21) 



88 
C 61000-4-20：9999  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 

ここで， 𝑎RC： 反射箱の伝搬損失（PL）  

これより，式(H.22)が得られる。 𝑉max,RCଶ = 𝜂൫𝐹a,RCିଶ ∙ 𝐷max,RC ∙ 𝑎RC൯𝑃  ········································ (H.22) 

𝑉max,RCは，複数のモード分布で測定した最大電圧ではなく，式(H.21)で定義した平均値を表す。 

H.6 相関 

H.2～H.5 は，4 つの異なる試験環境，すなわち，自由空間（FS），半自由空間（HS），TEM モ

ード伝送線路（TL）及び反射箱（RC）に設置された，電気ダイポールからの受信電圧に関する式

(H.8)，式(H.12)，式(H.17)及び式(H.22)を示す。ダイポールからの全放射電力が各環境において同じ

であると仮定すると，これらの式の比は，式(H.23)に従って EMC 試験設備間の相関をとることが

可能である。  𝑉max,Aଶ𝑉max,Bଶ = 𝐹Aିଶ𝐹Bିଶ 𝐷max,A𝐷max,B 𝑎𝑎   ·················································· (H.23) 

ここで，添え字 A 及び B は，FS，HS，TL 及び RC の任意の組合せを表す。 

式(H.23)は，電気ダイポールを考慮したものであるが，磁気ダイポール（𝐷௫ = 3 2⁄ ），電気及び磁気ダ

イポールの組合せ（𝐷௫ = 3），又はこれらのダイポールの値以外の指向性をもつ（図 H.1 に示すような）

一般的な EUT（H.8 を参照）に対しても同じ種類を使用可能である。反射箱との相関をとらない場合，指

向性比は試験対象に関係なく 1 である。𝐷୫ୟ୶,ୖେ = 1である反射箱への相関の場合，他施設における試験対

象の𝐷௫は，既知であるか（通常はそうでない）又は[61]で行われたように，試験対象の電気的な大きさ

に基づいて，式(H.24)に従って推定するのが望ましい。 〈𝐷௫〉 ≈ ଵଶ ቂ0.577 + ln(4(𝑘𝑎)ଶ + 8𝑘𝑎) + ଵ଼(బ)మାଵబቃ              𝑘𝑎 > 1  ······························· (H.24) 

 
ここで， a： 試験対象を囲む最小球の半径  

式(H.24)において積 k0a は，その電気的大きさを定義する（k0a>1 は電気的に大きく，もはや厳密にダイ

ポール的ではない）。式(H.24)は，k0a が 1 に近づくにつれて 1.55 の値をもたらし，これは，ダイポール的

な試験対象のような最小値 1.5 と最大値 3 との間であり，電気的に小さな放射源について妥当な推定値を

表す。 

エミッション相関パラメータを，表 H.1 に示す。表 H.1 で用いた用語は，関連する H.2，H.3，H.4 及び

H.5 で与えられている。 

表 H.1－エミッション相関パラメータの概要 

EMC 試験設備 Fa Dmax PL 

自由空間（FS，FAR） 受信アンテナ 
3/2（ダイポール）  
又は式(H.24) 

1 (4𝜋𝑟ଶ)⁄  
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半自由空間（SAC，OATS） 受信アンテナ 
3/2（ダイポール）  
又は式(H.24) 

4 (4𝜋𝑟ଶ)⁄  
又は 𝑟ଶ𝑔maxଶ (4𝜋𝑟ଶ)ൗ （式

(H.9)） 

TEM モード伝送線路（TEM セ

ル，GTEM セル，ストリップラ

イン） 

𝜂𝑍 ℎ𝑟TL 1𝜆 
3/2（ダイポール）   

又は式(H.24) 
1 (4𝜋𝑟ଶ)⁄  

反射箱（RC） 
𝜂𝑍 1𝑑RC 1（全ての放射源） 

1𝑑RCଶ ൻ𝑃,refൿ𝑃ref  

H.7 エミッション許容値の例  

エミッション許容値は，Emax を VmaxFa,TL に置き換えることで相関可能である。例として，CISPR 
32（[68]を参照）の OATS 許容値を用いる場合，等価 TEM 伝送線路許容値を図 H.5 に示す。これに

は，測定した伝送線路電圧を表 H.1 に示す Fa を用いて等価電界強度に変換することが必要である。  

注記 図 H.5 の値は，次のように求められる。式(H.23)において，A=TL，B=HS とし，次のこ

とに注意する。  𝐸max = 𝐹 ⋅ 𝑉max  

 

ただし，𝐹は各設備におけるアンテナ係数に相当する。 

単純化すると，次のようになる。 𝐸max,TL = 𝐸max,HS 12 𝑠𝑟TL  

例えば，CISPR 32（[68]を参照）の 30 MHz から 230 MHz での距離 10 m（=s）におけるクラス

A の許容値 40 dB(μV/m)は，図 H.5 に示すように dB 値で次のようになる。 20 logଵ൫𝐸max,TL൯ + 20 logଵ(𝑟 1m⁄ ) = 40 dB(μV/m)+ 20 logଵ(5) = 54 dB(μV/m) 
クラス B 及び他の周波数についても，同様なレベルに従う。 

代替として，伝送線路で測定されたエミッションを等価な半自由空間値を介して比較することも

ある。  𝐸max,HS = 𝐸௫,TL ⋅ 2 ⋅ 𝑟TL𝑠   ··················································· (H.25)

ここで，s は半自由空間の距離（例えば，3 m，10 m 及び 30 m）である。この比較は，複数の試験対象

の方向を使用し（例えば，図 A.4 に示す 12 種類の位置），これらの方向から最大値を求める場合に有用で

ある。 

H.8 この附属書の図  

 



90 
C 61000-4-20：9999  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 

図 H.1－中心給電の微小ダイポール及び EUT を表す一般的な放射源の表現（H.2 を参照）  

 

 

 
 注記 放射源及び受信位置の定義は，同偏波水平ダイポール又は任意の方向の放射源及び受信ダイポー

ルの場合と同じである。  
 
図 H.2－完全導体の無限グラウンド面上に配置された垂直の送信及び受信ダイポール（H.3 を参照） 

 

一般的な EUTダイポール 

送信ダイポール 受信ダイポール 
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a) 2 ポート TEM セル 

 

 
b) 1 ポート TEM セル 

図 H.3－垂直偏波のダイポール放射源及び放射源から受信端までの配置を定義した 2 種類の TEM
セル（H.4 を参照）  

 
 注記 受信アンテナは，直接波の影響を最小にするため，送信ダイポールに向けないように配置されてい

る。  
 

図 H.4－ダイポール放射源，電磁界をランダム化するためのかくはん（攪拌）機及び一般的な受信アンテ

ナを備えた反射箱（H.5 を参照） 
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 注記 rTL は，TEM 導波路（伝送線路設備）接続ポートから放射源（試験対象）位置までの距離（m）で

ある。  
 

図 H.5－CISPR 32 に準拠した TEM 導波路のクラス A 及びクラス B のエミッション許容値（H.7 を参

照） 

𝑬 𝐦𝐚𝐱.𝐓𝐋
 ( 𝐝𝐁µ𝐕

/𝐦) +
𝟐𝟎𝐥𝐨𝐠 𝟏

𝟎( 𝒓 𝐓𝐋)  

周波数 (MHz) 
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附属書 I 
（参考） 

TEM 導波路の過渡特性評価 
 

I.1 概要 

この附属書は，過渡信号に基づく TEM 導波路の特性評価法について説明する。この方法は，TEM 波導

路における固有波形の信号伝送の品質を評価することを可能にする。この評価はピアソン相関係数（PCC）
に基づいて行われ，TEM 波導管の時間領域特性を一つの有意な値（性能指数）で表す手段を提供する。 

電磁環境には，技術的な目的に応じた様々な波形が存在し，その中には意図的電磁妨害（IEMI）を引き

起こす過渡的な波形も多く含まれている。特に通信システムにおいては，将来的に新しい波形が生じるこ

とが予想される。現在，特定の TEM 導波路で特定の過渡信号による測定が可能かどうかを推定するため

には，技術的な専門知識が必要である。TEM 導波路における将来の新しい波形を評価し，管理しやすい

TEM 導波路の伝送品質の評価法を提供するために，この附属書では，新しい試験セットアップ及び TEM
導波路の伝送品質及び特性の評価法を提供する。 

TEM 導波路の特性評価法は，任意の波形に適用することが可能である。信号の主電界成分 Ey は，基準

位置及び TEM 導波路の試験領域内の離散点で測定する。基準信号と試験領域の信号との相関は，固有波

形の信号伝送の品質を表す[10]。 

I.2 試験装置 

プローブを除く測定システムは，本質的に TEM 導波路内の電磁放射の影響を受けないことが望ましい。

したがって，測定方法としては，試験領域内の電磁界に干渉することなく信号を測定し，オシロスコープ

に送信できる光ファイバー信号伝送リンクを使用することが望ましい。 

特性評価は，時間領域内で行うことが望ましい。測定システムの推奨特性を，次に示す。 

－ 任意の過渡波形に応じた帯域幅で，同じ特性をもつ二つの電界プローブ 

－ 過渡信号に対してシャノンの定理に従った帯域幅及びサンプリングレートをもつオシロスコープ 

－ TEM 導波路の特性インピーダンスに整合した内部抵抗をもつ過渡波形の発生器 

I.3 試験セットアップ 

TEM 波導路の伝送品質を評価するために，基準信号及び試験領域内の信号を測定する必要がある。TEM
波導路の使用可能な試験領域は，5.2.2 で定義される”均一領域”によって決まる（D.8 の図 D.7～図 D.11
を参照）。TEM 波導路の過渡特性評価には，電界均一性の立証（5.2.2.2）及び TEM モード立証（5.2.2.3）
が必要である[25]。 

図 I.1a)及び図 I.1b)で示される試験領域（I.7 を参照）は，5.2.2 で定義される均一領域に相当する。TEM
波導路の過渡特性評価の測定ポイントの数は，5.2.2 に従って選択することが望ましい。これらの測定ポイ

ントでは，主電界成分 Ey を記録することが望ましい。基準位置は，TEM 導波路内の給電部にできるだけ

近く，セプタムに対して中央に配置する（図 I.1a））。さらに，使用する電界プローブは，電界のひずみを

避けるため，TEM 波導路の断面積に比べて小さくすることが望ましい。y 方向の基準位置は，給電部での

実際のセプタム高さの中央に配置することが望ましい。基準位置及び TEM 導波路の試験領域の両方の位

置（図 I.1）で，同じ特性をもつ電界プローブを使用する必要がある。これによって，電界プローブの測定
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信号への影響を考慮する必要がなくなる。 

I.4 相関による TEM 導波路の特性評価 

試験領域内で測定された信号を一つの品質パラメータに基づいて迅速に評価するためには，試験領域内

で測定された信号を基準信号と相関をとる必要がある。そのためには，両方の信号に窓（信号窓）を適用

する必要がある[11]。信号窓は，最も関連性の高い情報が含まれ，波形の特性に応じて反射を含む残留信号

が含まれるように選択することが望ましい。次の段落で示される仕様は，図 I.2 に示されるような二重指

数関数包絡線をもつ過渡現象の例である（I.7 を参照）。 

信号窓： 

－ 𝑡ୱ୲ୟ୰୲：𝐸௬の最大値の 5 %に達した時間 

－ 𝑡୪ୣ୬୲୦：2 つの時間長から構成されており，𝑡୪ୣ୬୲୦ଵは，ピーク値の 5 ％を超えた最初の瞬間（𝑡ୱ୲ୟ୰୲）か

ら，最後に 5 ％を下回るまでの時間を示しており，図 I.1a）に従って測定位置から吸収体先端までの

伝搬時間の 2 倍と計算することが可能である。ここで，𝑑ୟୠୱは吸収体先端までの距離，𝑐は自由空間

中の光速である。𝑡୪ୣ୬୲୦ଵで切り出した波形を，信号窓とする。 

注記 1 基準位置及び試験領域内の信号の S/N 比が正確な時間マッピングを許容する十分なレベルであ

る場合，𝑡ୱ୲ୟ୰୲は 10 ％振幅以下で選択することが可能である。 

基準信号及び試験領域内の信号窓の開始は，明確に検出可能な最小振幅（例えば，𝐸௬,୫ୟ୶の 5 ％）で定

義する。信号の長さは，信号自体だけでなく，均一領域の位置及び吸収体先端との距離に依存するため，

関連する反射も信号窓に含める。 

基準位置では，高次モードが伝搬できず，信号のひずみも現れない。そのため，基準信号は，信号発生

器によって供給される元の信号に対応し，測定システムによって引き起こされる影響だけが含まれる。 

信号窓を適用した信号は，式(I.1)に基づいて相関され，ここで変数の上の線は測定量の平均値を示す。 𝜌൫𝐸௬, , 𝐸௬,௦൯ = 1𝑁 ∑ ൫𝐸௬,(𝑘) − 𝐸௬,൯൫𝐸௬,௦(𝑘) − 𝐸௬,௦൯ேୀଵට 1𝑁 ∑ ൫𝐸௬,(𝑘) − 𝐸௬,൯ଶேୀଵ ⋅ ට 1𝑁 ∑ ൫𝐸௬,௦(𝑘) − 𝐸௬,௦൯ଶேୀଵ   ········································· (I.1) 

注記 2 𝐸௬,は基準位置の信号の y 成分，𝐸௬,௦は試験領域内の信号の y 成分，k はサンプルの変数及び N
はサンプルの総数である。 

注記 3 電界の大きさは，PCC に影響を与えないため，𝐸௬,及び𝐸௬,௦の正規化は必要ない。 

相関係数は，調査対象の TEM 導波路の伝送品質の概要を把握するために，ヒートマップを使用して可

視化することが可能である。図 I.3 にその例を示す（I.7 を参照）。このようなヒートマップは，試験領域の

限界を明らかにし，TEM 導波路のアクセスドアによる電磁界のひずみなど，TEM 導波路の構造による影

響を示す。 

I.5 PCC の定量化 

ひずみのレベルを定量化するため，又は信号がひずみなく送信されているかどうかを検証するため，PCC
のしきい値を定義する必要がある。 

C.2.1 では，標準化された波形である二重指数関数パルスは，その立ち上がり時間とパルス幅とによって

定義され，次の許容誤差がある。 

－ ピーク値の 10 %～90 %の𝑡୰୧ୱୣは，2.5 ns±0.5 ns とする。－ 𝑓fwhmは，23 ns±5 ns とする。 
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例として，𝑡୰୧ୱୣ = 2.25 ns及び𝑓fwhm = 25 nsの二重指数関数うパルス及び𝑡୰୧ୱୣ = 2.5 ns及び𝑓fwhm = 30 nsの
パルスをベクトル任意信号発生器で生成し，オシロスコープで測定した場合の PCC は，𝜌 = 0.994（99.4 %）

と計算され，その偏差は 0.6 %である[11]。 
測定セットアップ及び測定の不確かさを考慮すると，あらゆる任意の過渡試験信号の基準値として，PCC

は，𝜌 = 0.9以上にすることが望ましい。特定の過渡波形に対する PCC の最終的な許容値は，製品委員会が

設定する。 

I.6 実行可能な過渡試験信号 

基本的に，どのような過渡信号でも TEM 導波路の評価に使用することが可能である。C.2.1 で説明され

ている二重指数関数パルスのような超広帯域の過渡信号は，広い周波数帯域で TEM 導波路を評価するに

は適切な波形であるが，それだけでは評価が十分ではない。二重指数関数パルスのひずみのない伝送の場

合でも，二重指数関数パルスのスペクトルに含まれる中帯域の周波数をもつ任意の信号もひずみなしで伝

送できるとは限らない。したがって，TEM 導波路の評価では，意図した波形の評価を実行することが重要

である。 

I.7 この附属書の図 

 

 
a) 側面図 

 

 
（断面図） 

均一領域及び/又は試験領域 
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b) 断面図 

図 I.1－試験セットアップ 

 

 

 

図 I.2－信号窓 
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図 I.3－ヒートマップの例－均一領域内の測定ポイントの PCC 

均一領域及び/又は試験領域 

セプタム 

測定ポイント 
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